


 



はしがき 

 

本報告書は、当研究所が平成 27年度外務省外交・安全保障調査研究（発展型総合事業）

の一つとして実施した研究プロジェクト「インド太平洋における法の支配の課題と海洋安

全保障『カントリー・プロファイル』」の成果を中間報告書として取りまとめたものです。 

グローバルなパワーバランスの変化に伴い、インド太平洋地域の領土や海域をめぐって

法の支配の原則に対する挑戦が顕在化しています。こうした中、日本は、2013 年 12 月に

策定された「国家安全保障戦略」において、自らを「開かれ安定した海洋」を追求する海

洋国家と位置づけ、海洋における諸課題を安全保障政策の中心的課題の一つとしています。

また、安倍晋三首相は「法の支配三原則」を提唱し、地域の各国が国際法に則り、領土や

海域の問題を解決する重要性を強調しております。 

日本が「開かれ安定した海洋」に向けて主導的な役割を果たしていくためには、視野を

広げ、大きな構想力をもち、長期的な施策を立てて行く必要があります。そのために本事

業では、国際法そのものに内在する問題点を検討する国際法学のアプローチと、各国の海

洋安全保障政策の比較や地域における信頼醸成や危機管理に向けた取り組みの実態調査と

いう地域研究のアプローチを組み合わせ、インド太平洋の海洋安全保障問題に関する学際

的な調査・研究を進めています。 

地域研究会では、インド太平洋地域の海洋主要国についての「カントリー・プロファイ

ル」を作成するとともに、地域枠組みにおける法の支配に向けた取り組みを評価・分析す

ることを目的としています。本報告書には、1 年間にわたって研究会メンバーが、主要な

海洋国の海洋法解釈や、領域警備態勢を含む海洋安全保障政策や課題などを調査・研究し、

議論を積み重ねた成果である、各国の「カントリー・プロファイル」が収められています。 

ここに表明されている見解はすべて個人のものであり、当研究所の意見を代表するもの

ではありませんが、本中間報告書が、わが国の外交・安全保障に関する政策研究や議論の

向上に資することを心より期待するものであります。 

最後に、本研究に真摯に取り組まれ、報告書の作成にご尽力いただいた執筆者各位、な

らびにその過程でご協力いただいた関係各位に対し、改めて深甚なる謝意を表します。 
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序論 

 

菊池 努 

 

日本政府が 2013 年 12 月に策定した「国家安全保障戦略」が指摘するように、日本は自

由で開かれた海洋に国家の生存を依拠する海洋国家である。今後もこの自由で開かれた海

洋秩序が維持されることが日本の平和と繁栄にとって不可欠である。 

しかし今日、戦後の日本の発展を支えてきた海洋の秩序を脅かす動きが顕在化している。

力による領土の奪取、環礁の埋め立てなどの一方的な現状変更への動き、係争地域への軍

事施設の建設、国際法に基づかない海洋権益の主張、航行の自由への侵害行為など、海洋

秩序を脅かす行為が日本の最も重要な通商路が通る海域で深刻化している。 

日本が直面する海洋安全保障の問題に取り組むために、本事業では、国際法上の課題を

取り扱う「国際ルール検討グループ」（国際法研究会）とアジア太平洋地域の各国の海洋安

全保障政策を比較する「国別政策研究グループ」（地域研究グループ）を立ち上げ、これら

がそれぞれの研究を独自に行いつつ、研究における相互乗り入れや合同研究会の開催を通

じて有機的に連携し、インド太平洋に自由で開かれた海洋秩序を維持するための方策を検

討してきた。地域研究会では、各国専門家との意見交換、海外の会議やセミナーへの研究

会メンバーの派遣、国内でのセミナーの開催、若手人材育成のための海洋安保講座の開催

など多様な事業を過去 1 年実施してきた。 

本報告書はこの中の研究部門の中間報告を取りまとめたものである。地域研究グループ

は、インド太平洋地域の主要海洋国のカントリー・プロファイルの作成を主に行ってきた。

1 年目は各国の海洋法解釈や領域警備態勢を含む海洋安全保障政策の現状分析と比較研究

を行い、各国のカントリー・プロファイルをデータベースとして、この問題に関心を有す

る内外の関係者に提供することが目的である。2 年目（2016 年度）はこのカントリー・プ

ロファイルをさらに充実させながら、地域における信頼醸成や危機管理、平和的解決に向

けた努力の現状と課題も研究し、それに基づいて自由で開かれたインド太平洋の海洋秩序

の維持強化のために取るべき日本の方策を示したい。 

われわれがこの事業で取り上げた諸国はアメリカや中国といった大国ばかりではない。

この中間報告書が示すように、われわれは大国といわれる諸国以外の国々を可能な限り包

摂しようと試みた。この背景には、インド太平洋の国際関係についてのわれわれの独自の

認識がある。一般に、国際社会の将来を展望するときに、「大国」と呼ばれる国を中心にみ

るのが普通である。実際、この地域の諸国の関心は米中関係の推移に向けられている。米
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中が協調関係を築くのか、それとも対立が深刻化し、インド太平洋は対立と紛争の地域に

なるのか、という問題関心がそこにはある。 

ただ、こうした見方はいささか一面的に過ぎるようである。アメリカも中国の大きな力

を持った国であるが、内外に様々な脆弱性と拘束を抱えている。米中いずれも一国でこの

地域の海洋秩序の将来を決められるほどの力を有していない。米中も、自ら希望する海洋

秩序を構築するには地域の他の諸国の支持と協力が不可欠である。実際、米中ともにイン

ド太平洋の諸国の支持を求めて活発な活動を展開している。 

インド太平洋の諸国も米中の動きを傍観しているわけではない。彼らも望ましい海洋秩

序を求めて関係諸国の連携を強めるなどの活動を展開している。インド太平洋の諸国は大

国間の権力政治の中で自らの外交空間を拡大し、大国との間の交渉力を強めようとしてい

る。米中以外のインド太平洋の諸国に対外交渉力と影響力は、一般に考えられている以上

に大きいのである。そして、これらの諸国の政策動向が大国間政治と海洋秩序の将来のあ

り方にも影響を及ぼす。 

つまり、インド太平洋の海洋秩序の将来は、米中それぞれの政策動向や米中関係の推移

と同時に、これらの諸国が今後海洋をめぐる諸問題に関して、どのような政策を推進して

いくかがきわめて大きな意義を担っている。この地域の多くの諸国が開かれた自由な海洋

秩序によって大きな利益を得てきた。この意味でインド太平洋の多くの諸国は自由で開か

れた海洋秩序を支持している。しかし同時に、これらの諸国の間には、先進諸国主導の秩

序原理への警戒心や先進諸国への不信感もある。今後これらの諸国がリベラルな秩序をよ

り深く支持する可能性もあれば、逆の可能性もありうる。そして、これらの諸国の政策動

向がインド太平洋の海洋秩序のあり方に影響を及ぼす。 

したがって、海洋の秩序に関する日本の主要な外交課題のひとつは、これらの諸国がリ

ベラルな規範やルールを受け入れ、その維持強化にのみ努力する方向に誘導することであ

る。本中間報告書は、そうした具体的かつ包括的な日本の対応策を検討するための基礎的

かつ重要な情報である。2016 年度は、カントリー・プロファイルの内容をさらに充実させ

（例えば、近く公表される予定の国連海洋法条約仲裁裁判所の判断に対する関係諸国の対

応なども子細に調査したい）、それに基づいて、2016 年度の最終報告書において海洋秩序

強化のために日本がとるべき施策を提示したい。 
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第１章 中国の海洋安全保障政策カントリー・プロファイル 

 

土屋 貴裕 

 

1. 海洋法の解釈 

（1）領海（および群島水域）における無害通行権についての考え方 

 1996 年 5 月 15 日、中国は国連海洋法条約（United Nations Convention on the Law of the Sea: 

UNCLOS）に批准、パラセル（西沙）諸島に対して領海基線を設定1。また、2012 年 9 月

10 日、尖閣諸島に対して領海基線を設定した2。UNCLOS では、外国軍艦の無害通航が認

められているが、中国は 1992 年 2 月に制定した「中華人民共和国領海および隣接区法」

（後述）で外国の船舶が領海を無害通航する際には、外国商船に対して事前通知、外国軍

艦に対しては許可・同意が必要と規定している（同法第 6 条）。 

 他方、2014 年 9 月 4 日、米国領海内（アラスカ沖・ベーリング海、アリューシャン諸島

から約 6 海里）を、中国海軍艦艇 5 隻が通過。また、2015 年 12 月 26 日には、中国の情報

収集艦 1 隻が千葉県房総半島沖に接近。中国国防部は、同月 31 日の定例記者会見で「中国

人民解放軍海軍の艦艇が他国の領海以外の区域において正常に航行することは、国際法お

よび国際的な実際の行動に合致する。中国側は関係する沿岸国が国際法に基づき享受して

いる権利を尊重しており、関係各国も中国側が関係海域で国際法に基づき享受する航行の

自由の権利を尊重するよう希望する」と発言した3。 

 米国の「航行の自由」作戦に対しては、2015 年 10 月 9 日、外交部定例記者会見におけ

る華春瑩報道官の発言に見られるように、「いかなる国も航行と飛行の自由の擁護を名目に、

南沙諸島における中国の領海・領空を侵犯することは絶対に許さない」との立場をとって

いる4。 

 2015 年 10 月 27 日、米国が南シナ海において海軍駆逐艦「ラッセン」（USS Lassen）に

よる「航行の自由」作戦が行われたが、これに対し、同日の中国外交部記者会見で陸慷報

道官は、「中国政府の許可を受けない、不当な進入だ」、「南沙諸島のサンゴ礁周辺海域にお

ける米艦船の行動は中国の主権と安全を脅かし、地域の平和と安定を損なう」ものであり、

「強烈な不満と断固たる反対」等と発言5。中国は海軍艦艇のミサイル駆逐艦「蘭州」と巡

視艦「台州」による監視・追尾・警告を実施、中国の「領海および隣接区法」に基づき、

軍艦艇に対する無害通航の許可を要求した。 

 中国は従来南沙諸島そのものに主権が及ぶとしており、人工島についても「安全」のみ

ならず、中国の「主権」が及ぶ範囲とみなしているものと解釈可能である。しかし、対象
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となった中国が埋め立てを行ない人工島となっているスービ（渚碧）礁は元 「々低潮高地」

であり、領有権や領海（12 海里規定）、EEZ の宣言を主張できない（UNCLOS 第 13 条）。 

 また、2016 年 1 月 30 日には、パラセル（西沙）諸島のトリトン（中建）島の 12 海里内

に米海軍ミサイル駆逐艦「カーティス・ウィルバー」（USS Curtis Wilbur）が 3時間にわた

り無害通航を実施。同日、中国国防部の楊宇軍報道官は「米軍艦が許可なく侵入」したの

は「故意の挑発」であるとして、「島嶼部隊と海軍が監視や警告」等の措置を実施したとの

談話を発表した6。 

 

（2）EEZにおける航行権および上空飛行についての考え方 

 中国は、自国の海岸から 200 海里の「排他的経済水域」（Exclusive Economic Zone: EEZ）

について、外国の航空機上空飛行、通信の自由を享受できるが、「中国の関係法規を遵守し

なければならない」（「中華人民共和国領海法」第 8 条、第 13 条）と規定し、安全保障上の

権利義務を重視している。 

 2015 年 5 月 19 日、海南島東方約 210km の南シナ海（中国の EEZ 内）で監視活動に当たっ

ていた米海軍「P-8」対潜哨戒機に対して中国空軍の「J-11」戦闘機が約 6m に迫る異常接

近を行い、「軍事警戒区域に接近」したとして監視活動の中止を要求した。中国は、「軍事

警戒区域に接近」した航空機に対しては「追尾・駆逐可能」（「中華人民共和国領海法」第

14 条）と規定している。 

 他方で、2012 年 12 月 13 日、国家海洋局所属の航空機「Y-12」により、日本の領空を侵

犯。2015 年 9 月、山東半島の東約 130km の黄海の公海上の空域において、米軍の「RC-135」

偵察機に中国海軍 SH-7 が約 150m に迫る異常接近を行っている。 

 また、2013 年 11 月 23 日には、「東海防空識別区」を設定7。区域内を飛行する全ての航

空機に対して事前に飛行計画の提出を要求、従わない場合は「防御的な緊急措置をとる」

と規定した。これは、領空侵入を目的としない航空機をも識別、日本をはじめとする他国

の防空識別圏（Air Defense Identification Zone: ADIZ）とは異なる運用規定である。実際、

2014 年 5 月 24 日には、「東海防空識別区」内を飛行していた航空自衛隊の観測機「OP3C」

と電子測定機「YS11EB」に対して中国軍の戦闘機「Su-27」が約 30m から 50m に迫る異常

接近を行っている。 

 なお、中国政府が公表した「東海防空識別区」の地図では、尖閣諸島周辺に中国の領海

基線が引かれている。新華社が「軍事専門家」の肩書きで空軍指揮学院政治工作系教員の

柴立丹に行ったインタビューによれば、「釣魚島上空は領空」であり、「釣魚島と付属の島

は中国の固有の領土で、釣魚島上空の空域は中国の領空である。したがって、日本が釣魚
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島上空に“防空識別区”を設けるのは不法である」との見解を示している8。 

 

2. 海洋安全保障政策 

（1）海洋安全保障に関する国内法・政策 

 中国は近接する海域 473万平方 km を「藍色国土」あるいは「海洋国土」と称し、「海洋

権益の擁護」を掲げ、国内の海洋関連法律法規および声明・文書を発出し、同海域におけ

る主権主張を強化している9。また、国内法律法規により、国際的な法規範と異なる行動や

独自の解釈を行っている10。 

 

（a）国内の主な海洋関連法律法規および声明・文書 

・「領海に関する中華人民共和国政府声明」（1958 年 9 月 4 日） 

・「中華人民共和国外交部声明」（1971 年 12 月 30 日） 

・「領海および接続水域法」（1992 年 2 月 25 日）11 

・「排他的経済水域および大陸棚法」（1998 年 6 月 26 日） 

・「海域使用管理法」（2001 年 10 月 27 日批准、2002 年 1 月 1 日施行） 

・「物権法」（2007 年 3 月 16 日批准、2007 年 10 月 1 日施行） 

・「海島保護法」（2009 年 12 月 26 日） 

・「釣魚島およびその付属島嶼の領海基線に関する中華人民共和国政府声明」（2012 年 9

月 10 日） 

・「中華人民共和国外交部声明」（2012 年 9 月 10 日） 

・白書『釣魚島は中国固有の領土である』（2012 年 9 月） 

 

（b）その他関連法律・法規 

・「海洋環境保護法」（2000 年 4 月 1 日） 

・「海域使用管理法」（2002 年 1 月 1 日） 

・「無人島の保護と利用に関する管理規定」（2003 年 7 月 1 日） 

・「海南省沿海国境警備治安管理条例」（2012 年 11 月 27 日改正） 

 

（c）南シナ海における「9段線」 

中国は、南シナ海における「9段線」について、UNCLOS採択以前の「1948 年から

主張」しており、「同海域に議論の余地のない主権を有し、管轄権を持つ」としている。

また、南沙諸島には、「国連海洋法条約に基づいて、中国の国内法で領海および排他的
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経済水域、大陸棚を有すると規定している」と主張しており、9 段線内の島々に主権

が及ぶかのような言行がみられる。なお、UNCLOS では 12 海里の領海線についての

み規定されている。ただし、南シナ海については、西沙諸島を除いて、まだ領海基線

を画定していない12。 

 

（d）習近平政権下の海洋安全保障政策 

習近平政権発足前の 2012 年 9 月、海洋権益工作領導小組が創設13。2012 年 11 月の

中国共産党第 18回全国代表大会における胡錦濤総書記の政治報告では、「海洋資源の

開発能力を高め、海洋経済を発展させ、海洋生態環境を保護し、断固として国家海洋

権益を守り、海洋強国を建設すること」が掲げられた14。 

2013 年 7 月 30 日には、「海洋強国」建設に関する中国共産党中央政治局第 8回集団

学習が開催。学習を主宰した習近平総書記は、中国が大陸国家であるとともに海洋国

家であるとの認識を示し、「海洋強国の建設は中国の特色ある社会主義事業の重要な部

分」であり、「海洋強国建設の推進で新たな成果を収めなければならない」と述べた上

で、「海洋権益を守る能力を高め、自国の海洋権益を断固守る」ことを強調した15。 

 

（2）個別問題への対処：南シナ海における漁業規制 

 1999 年以降、毎年 5 月 16 日～8 月 1 日の期間、北緯 12度以北からトンキン湾を含む中

越海上境界線までの南シナ海で、海洋資源保護を理由に中国は漁業活動や漁業禁止令を発

出。同海域にはベトナムの EEZ が含まれている。 

 

（3）交渉・国際裁判での紛争処理例 

 これまで、中国は UNCLOS に基づく法的措置の経験はない。2013 年 1 月、フィリピン

が UNCLOS の紛争解決手続きを申立てたが、中国は「フィリピンが南シナ海行動宣言

（Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea: DOC）に反して一方的に仲裁を

付託」したものとして、常設仲裁裁判への出廷・参加を拒否している。 

 2014 年 12 月 7 日には、中国外交部が管轄権に関するポジションペーパー「フィリピン

共和国が付託した南シナ海仲裁事案の管轄権問題に関する中華人民共和国政府の立場につ

いての説明書」を公表16。フィリピンによる常設仲裁裁判所への提訴に対して、中国は常

設仲裁裁判所の強制管轄権を認めないという立場を表明した。 
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（4）南シナ海問題に関する方針 

（a）歴史的経緯 

・1956 年、西沙諸島の東半分を占拠。 

・1974 年、南ベトナムと交戦、西沙諸島の西半分を占拠。 

・1988 年、ベトナムと交戦、ジョンソン南礁等を占拠。 

・1995 年、フィリピンと交戦、ミスチーフ礁を占拠。 

・1998 年、ミスチーフ礁に対する構築物を強化。 

・2001 年、米海軍の EP-3 と中国海軍の J-8 が空中衝突。 

・2009 年、海南島南方沖約 120km で米海軍音響観測船「インペッカブル」の航行を妨

害。 

・2012 年、フィリピンと対峙、監視船を派遣。中国国家海洋局がスカボロー礁（黄岩島）、

西沙諸島と尖閣諸島の周辺海域を人工衛星や航空機で遠隔監視する「海域動態監視観

測管理システム」の範囲内へ組込み。 

・2013 年 12 月、空母「遼寧」を南シナ海に初めて派遣、各種の訓練実施。同月、海南

島付近で、米海軍巡洋艦「カウペンス」への中国空母艦隊の揚陸艦による異常接近、

航行妨害。 

・2013 年 8 月中旬から、中国海警船編隊が北ルコニア礁（北康暗沙）、南ルコニア礁（南

康暗沙）への巡航・監視を継続的に開始17。 

・2014 年 1 月、南海艦隊の訓練艦隊、南シナ海を横断、インド洋にて遠洋訓練実施。 

・2015 年 1 月、ファイアリ―クロス（永暑）礁に造成した飛行場に、中国政府がチャー

ターした民間航空機 2機が離着陸。 

・2015 年 10 月 19-20 日、成都にて、2002 年の南シナ海行動宣言（DOC）に基づく行動

規範（COC）策定に向けた第 10回高官協議、第 15回合同ワーキンググループ実施。 

 

（b）島礁の造成、滑走路等の建設 

 中国が造成、滑走路等の建設を進めている島礁は、ファイアリークロス（永暑）礁、

ガベン（南薰）礁、ジョンソン南（赤瓜）礁は 12 海里の領海権を有すると判断可能な

岩礁であるが、ヒューズ（東門）礁、ミスチーフ（美済）礁、スービ（渚碧）礁は埋

立て前には満潮時に水没する「低潮高地（暗礁）」であり、本来、UNCLOS に基づく

領有権や領海を主張できない。2016 年 1 月末現在、南シナ海における ADIZ は未宣言。

埋め立てた島礁を基にいかなる権益を主張するかは未だ不明である。 
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3. 海上警備態勢 

（1）海軍・海上法執行機関 

（a）人民解放軍海軍（隻数は 2015 年 4 月時点）18 

・海軍人員数：約 235,000 人19。 

・予算：海軍のみの予算・決算額は非公開。 

・北海艦隊（司令部・青島）：航空母艦 1 隻、攻撃型原潜 3 隻、通常型潜水艦 25 隻、駆

逐艦 6 隻、フリゲート 10 隻、両用戦闘艦 11 隻、ミサイル哨戒艇 18 隻、コルベット 6

隻。 

・東海艦隊（司令部・寧波）：通常型潜水艦 18 隻、駆逐艦 9 隻、フリゲート 22 隻、両

用戦闘艦 20 隻、ミサイル哨戒艇 30 隻、コルベット 6 隻。 

・南海艦隊（司令部・湛江）：攻撃型原潜 2 隻、弾道ミサイル搭載原潜 4 隻、通常型潜

水艦 16 隻、駆逐艦 9 隻、フリゲート 20 隻、両用戦闘艦 25 隻、ミサイル哨戒艇 38 隻、

コルベット 8 隻。 

※2015 年 12 月 31 日、国防部定例記者会見で国産空母の建造を初めて公表20。 

 

（b）海上法執行機関（国家海洋局・中国海警局） 

・中国海警局人員数：16,296 人（2013 年 7 月時点）21。 

・予算22：中国海警局としての予算額等は不明。 

「海洋権益維持」費：2014 年決算額 40.2 億元（基本建設項目純増）。2015 年予算額

6,370万元（前年比 98.44%減）。 

「海洋権益擁護・法執行・監察」費：2014 年決算額：約 4.4億元。2015 年予算額：約

15億 4 千万元（前年比 40.01%増、基本建設項目純増）。 

・中国の沿岸警備は 3 つの海区に分けられ、それぞれ総隊を配備。 

黄渤海区（遼寧、河北、天津、山東） 

东海区（江蘇、上海、浙江、福建） 

南海区（広東、広西、海南） 

・沿岸警備船 390 隻以上、内 1 千トン級以上の中国海警船は 120 隻以上（2015 年末時点：

1万トン級 2 隻、5 千トン級 5 隻、4 千トン級 8 隻、3 千トン級 29 隻、2 千トン級 3 隻、

1 千トン級 43 隻。その他、地方海警 28 隻以上）。 

・海上法執行機関の統廃合 

1998 年 3 月、国土資源部国家海洋局内に中国海監総隊を設立。 

2007 年、中国の全領海域で「権益擁護」（原語は「維権」）のための巡航による法執行
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を実施。 

2008 年 12 月、中国海監が魚釣島から 12 海里の領域に侵入、「権益擁護」のための巡

航による法執行活動を実施。 

2013 年、国土資源部国家海洋局（中国海監）、農業部漁業局（中国漁政）、公安辺防海

警、海関総署（海上緝私警察）の 4機関の職責を統合、国家海洋局の下に中国海警局

を創設23。 

※国家海洋局および中国海警局の権限の所在、上位機関、海軍との関係等は不明瞭24。 

 

（2）重要海域の警備状況25 

 東シナ海については、常時 2 隻以上の中国海警船が巡視活動を「常態化」26。2013 年の

国防白書『中国の軍事力の多様化された運用』では、「民兵が戦備任務に積極的に参加し、

周辺海防地区の軍・警・民の共同防衛を行う」ことや、「海監・魚政などの法執行部門の連

携した仕組みを構築し、軍・警・民の共同防衛を構築、整備する」ことが言及されている27。

実際、2015 年 12 月 29 日には、福建省福州市で全国初の海上動員弁公室が成立した28。 

 南シナ海についても、海軍と海上法執行機関、海上民兵の融合を掲げ、民兵を第一線、

海警など海上法執行機関を第二線、軍を第三線として位置づけている29。近年、「三沙海防

民兵哨所」による警戒・監視を「常態化」30。2015 年 9 月には、スプラトリー（南沙）諸

島のファイアリークロス（永暑）礁で滑走路が完成。2016 年 1 月 2、3、6 日、ファイアリー

クロス（永暑）礁で中国政府がチャーターした民間航空機による滑走路への離発着試験飛

行を実施した。 

 

4. 他国との関係 

（1）日本との協力の経緯や今後支援（共同行動）できる分野と課題 

（a）日本との協力の経緯 

・2004 年 10 月、東シナ海をめぐる日中協議再開（2007 年までに 11回の公式協議）。 

・2008 年 6 月 18 日、東シナ海問題について原則合意。 

・日中海空連絡メカニズムについては、2014 年の日中首脳会談で交渉再開が決定、交渉

は今日まで進展せず31。領海・領空に適用するか否かをめぐる見解に相違。中国は領

海・領空への適用を主張。 

※米中間では、1998 年 1 月 19 日、米国国防省と中国国防部による米中軍事海洋協議で

合意（U.S.-China Military Maritime Consultative Agreement）。 
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（b）今後共同行動できる分野 

非伝統的安全保障分野については、中国も積極的な姿勢を示している。たとえば、中

国軍による人道支援・災害救助（Humanitarian Assistance/ Disaster Relief, HA/DR）につい

ては、2013 年 11 月 12-14 日、仮想第三国で災害が起きた場合に人道支援や災害救助を

行うための机上シミュレーションを中国軍と米軍が合同で実施。2014 年には米国・タイ

などと合同軍事演習「コブラ・ゴールド」に初参加。2015 年 1 月 16-18 日には、海南省

海口市で中米両軍が人道救援減災合同実兵訓練を実施している。 

また、中国の海上法執行機関も 2011 年から、メコン川流域で、中国・ラオス・ミャン

マー・タイの 4 か国による合同パトロールを実施するなど、法執行にかかる国際協力を

実施している32。 

 

（2）第三国との協力関係 

 このほか、中国海軍は、2008 年 12 月から今日まで、アデン湾およびソマリア沖海域に

船舶護衛のために海軍艦艇を断続的に派遣33。2015 年 9 月 17-22 日には、マラッカ海峡で、

中国海軍とマレーシア海軍が合同軍事演習を実施。海軍艦艇による友好訪問や軍高官の往

来、合同軍事演習等、第三国との協力関係構築のために積極的な軍事外交を展開している。 

（了） 
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第２章 米国の海洋安全保障政策カントリー・プロファイル 

 

八木 直人 

はじめに 

 本稿では、米国の海洋法の解釈、海洋安全保障政策、海上警備態勢、他国との関係につ

いて、その概要を述べる。海洋法の解釈では、建国以来の国益としての「航行の自由」の

概念を中心に分析する。海洋安全保障政策では「拡散阻止構想」と「コンテナー安全保障

構想」の成立過程を概観し、海上警備態勢では沿岸警備隊の概要と 9.11 を境とした任務の

変遷を検討・分析する。最後に、事例として、南シナ海における中国の主張と米国の「航

行の自由」の実行の概要を考察する。米国の海洋政策の基本は自国領域の保全が重要であ

ると伴に、自国領域の保全に直結するグローバルな安全保障へのコミットを重視し、伝統

的に自国領域問題は主として沿岸警備隊、グローバルかつ戦略的な事象に対応するのが主

として海軍となっている。 

 

１ 海洋政策の基本；「航行の自由」の概念 

 第 3 次国連海洋法会議が終了した後も、米国は他国とともに国際海洋法の発展と実効を

形成する作業に加わってきた。1983 年 3 月 10 日、レーガン大統領は海洋政策宣言におい

て、米国の海洋に関する政策を明らかにしている。すなわち、米国は海洋問題の共通の関

心事項について他の諸国と協力する用意があり、1982 年の国連海洋法条約については、そ

の「深海底開発制度」の故に署名していないが、同条約に規定されている伝統的な海洋利

用に関する利害のバランスについては受け入れ、これに従って行動し、他の沿岸国の沿岸

海域に対する権利も、それらの諸国が国際法上の米国及び他の諸国の権利を認めることを

条件に、これを認めるものである。一方、これらの制度は、既に慣習法化されているとの

解釈に基づき、海洋法の領海における無害通航権、排他的経済水域（EEZ）における航行

権及び上空飛行、国際海峡における通過通航権に関する解釈は、すべて「航行の自由

（Freedom of Navigation）」の原則に基盤を置いている。 

 米国は建国以来、海洋の自由を死活的な国益（vital national interest in preserving the 

freedom of the seas）と認識し、それを保護する活動を実施してきた。建国当時の海軍の使

命は大西洋、地中海における商船の保護であった。同様の思想はウィルソン大統領の 14

カ条の平和原則にも示され、「絶対的な航行の自由」は米国のみならず万国共通の原則であ

るとして、第 1 次世界大戦参戦の意義を議会に説明している。第 2 次大戦参戦 3 カ月前、

フランクリン・ルーズベルト大統領は炉辺談話で「海軍や航空機による哨戒…海洋の自由
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という米国の政策遂行（duty of maintaining the American policy of freedom of the seas）」が、

米国の国益であることを国民に説明している。このように歴史的な背景を持つ「海洋の自

由」「航行の自由」原則に基づき、第 2 次大戦後、「国際法に基づき全ての国家が有する航

行及び上空飛行の自由と権利」を擁護し促進するための非公式プログラムを実施してきた。

その目的は、認知されていない歴史的水域の主張、不適切な領海基線、軍艦の無害通航を

認めないような、米国が容認できない規制に対し、世界中で米国の主張を明らかにするた

めであり、海軍が主体となって実施している。 

 冷戦期間中、海洋は米ソ対立の舞台となり、航行の自由を巡って両国海軍が対峙する状

況が生起している。1960 年代、ソ連は海軍を拡張し、世界的展開を目論んでいた。情報収

集艦の活動が活発化し、米国沿岸に出没しはじめ、米艦の追尾や情報収集を実施していた。

当時、ソ連艦艇は飛行作業中の米空母や洋上補給作業中の艦船の前方至近距離を横断、浮

上潜水艦への接近等、危険な行為が増加し、時に衝突事故が生起した。また、ソ連船の活

動範囲も拡大し、米ソの海上における緊張が高まった。キューバ危機は洋上における米ソ

艦艇の緊張が頂点に達した事件であった。1962 年のキューバ危機当時、ソ連海軍はキュー

バにミサイルを運搬する貨物船の護衛艦艇が不足し、潜水艦主体の護衛を実施した。米海

軍大西洋艦隊は海上阻止活動を実施し（国際法に抵触しないよう、封鎖（blockade）では

なく、検疫、隔離（quarantine）と呼称）、商船の他、潜水艦も位置局限、強制浮上させ、

海上における圧倒的な優越（制海）を見せ、危機の収束に貢献した。ケネディ大統領は、

1963 年、この海軍の活動を評し、「制海は安全保障を意味し、制海が平和をもたらし、制

海こそが勝利へと導く（“Events of October 1962 indicated, as they had all through history, that 

control of the sea means security. Control of the seas can mean peace. Control of the seas can mean 

victory.”）」と述べている。 

 このフレーズは現在でも米海軍に継承されており、2010 年公表の戦略文書でも強調され

ている。その後も緊張は続き、1967 年 5 月、日本海で日米共同訓練実施中の米駆逐艦ウォー

カーとソ連駆逐艦の衝突事故が発生した。機動部隊に所属するウォーカーは、5 月 10、11

日の 2 日間にそれぞれ別のソ連艦艇と衝突した。この事態に米議会が反応し、フォード議

員は「ソ連の指導者は米国に挑戦している。米艦艦長には個艦防御のため、武器使用を含

む特別なガイダンスが必要」と述べ、エスカレーションの危険が増大する事態と認識され

た。1970 年 9 月、ヨルダン危機に際しては、レバノン沖に米ソ艦船が集結、艦艇はミサイ

ルを装填し、FC（射撃指揮装置）レーダーが相手方航空機を照準する事態となった。この

ような状況下、偶発事故の発生を恐れたソ連は、それまで拒否していた米ソ海上事故防止

協定（Incidents at Sea Agreement: INCSEA）交渉を開始、1972 年モスクワでの米ソ首脳会談
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に合わせ調印された。協定の内容としては、過去の事故事例から、衝突回避のための動作

や特別な信号等、具体的な手順を策定したものであった。数々の事件に端を発する海洋の

ルール化は、航行の自由を制限するものではなく、逆説的に、その自由を保障する措置と

して発展した。適切なルールを守り利害をバランスさせることが、自由度を拡大するとい

う民主主義的原則が海洋にも普及したのである。海上での権利主張のための諸活動は、時

として危険を招く可能性があり、その結果、不測事態の生起や意図しないエスカレーショ

ンの危機を回避しようとする共通認識が生まれる。このことは冷戦期の米ソ間で成立し、

やがてそれは広く各国海軍に共有される認識となっていくのである。一方、1979 年頃には、

多数の国家が従来の国際法概念と異なる海洋での規制強化を主張するようになった。 

 

 

２ 国土安全保障に関わる海洋安全保障政策；不拡散戦略の展開と沿岸警備 

現在の米国の海洋安全保障（海洋戦略的なものを除く）は、主として不法移民及び薬物

の侵入、大量破壊兵器（WMD）の侵入に重点が置かれている。その特徴は、単に海洋法

で認められている領海・接続水域での取り締まりにとどまらず、領海外においても効果的

に対応するための枠組みの構築である。こられは、基本的には既存の多数国条約の改正に

よって枠組みを構築することであり、拡散阻止構想（Proliferation Security Initiative: PSI）

やコンテナー安全保障構想（Container Security Initiative: CSI）に具現化されている。前者

は WMD の拡散をグローバルに監視・取り締まるものであり、後者は WMD 関連物資の国

内流入を水際で直接的に取り締まるものである。以下、米国の海洋安全保障政策を拡散阻

止構想とコンテナー安全保障構想を中心に概観する。米国の沿岸警備（国土安全保障）は

沿岸警備隊が担当し、併せて、その実態を概観する。 

 

（1） 拡散防止構想（PSI）の成立と展開 

 PSI 提案の特徴は、同時に多国間協調の枠組みを構築したことである。2003 年 5 月 31

日、ブッシュ大統領はポーランドのクラコフで WMD 関連物資の拡散阻止を提案し、米国

を含む 11 カ国（英、日、豪、仏、独、伊、オランダ、スペイン、ポーランド、ポルトガル）

による共同措置の検討を求めた。この不拡散戦略の目標とは、「ならず者」国家やテロリス

ト集団に対する WMD 関連物資や技術、知識の移転を阻止することであり、海上、陸上、

空中での運搬を予防的に阻止する多国間協力体制の構築が不可欠であった。同年9月3日、

パリにおいて「拡散阻止原則宣言（Statement of Interdiction Principles）」が採択され、その

原則と規範が示された。この不拡散体制強化の原則は参加 11 カ国に採択され、その後、50
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カ国以上の諸国が支持を表明した。大量破壊兵器の拡散に対する国際社会の懸念が表面化

したからである。一方、阻止原則の実効性確保には、グローバルに拡大した交易ルートで

の情報収集と監視が不可欠であり、臨検実施のための多国間協力を具体化させる必要が

あった。 

 PSI の成果については、2003 年 6 月以降、多くが示されている。北朝鮮の核開発関連物

資について、米国が核開発用アルミニウム管を押収し、フランスとドイツの共同作戦によっ

て化学兵器向けシアン化ナトリウム輸送が阻止された。8 月には米情報機関の台湾政府へ

の通報によって、貨物船が拘留され、ロケット燃料用化学剤が押収された。 

 2003 年 12 月、リビアのカダフイ政権は WMD 開発破棄宣言を行ったが、この宣言の背

後には PSI 作戦の遂行が予測され、ブッシュ政権のイラク先制攻撃の衝撃も加味されてい

る。2004 年 2 月 5 日には、パキスタンのカーン（Abdul Qadeer Khan）博士による核開発関

連技術密輸事件―“闇市場”を通じて濃縮ウラン技術がイラン・リビア・北朝鮮に移転し

た―が明らかとなった。地道かつ重層的な不拡散戦略が功を奏したとの印象が一般的であ

る。マレーシア当局の捜査では、民需用のアルミニウム薄板と鋼管部品、遠心分離機等が

リビアに向け航行中の船舶から発見された。特筆すべき PSI の成果として、2003 年夏、米

国政府からの情報によって、中国政府が北朝鮮による核関連物資の輸入を阻止―中朝国境

でコンテナー列車を押収―した事件である。当時、中国は WMD 関連不拡散レジームの規

範遵守を表明し、米国との連係で北朝鮮の行動を阻止したのである。 

 アジア・太平洋地域での PSI は米国、日本、オーストラリアが主導的に取り組み、北朝

鮮関連の WMD 関連物資の移転の阻止を急務と認識してきた。日本は、2003 年 6 月から新

潟港で北朝鮮の貨客船・万景峰号への立ち入り査察を実施し、また、舞鶴や小樽等の北朝

鮮籍貨物船に対するポート・ステート・コントロールが強化された。これは PSI 作戦の一

環であり、2003 年の北朝鮮向け輸出が約 3割減少し、1980 年の 1/4 に激減した。その要因

は、先ず「外国為替および外国貿易に関する法律」施行規則の改正であり、第 2 に船舶検

査の運用の厳格化が挙げられる。北朝鮮船舶の入港数は、2002 年の 1415隻から 1007隻に

減少している。いずれにせよ、米国の PSI 戦略の対象地域は、中近東とアジア・太平洋地

域に絞られており、汎用品生産と貿易を担う日本の役割が重要になっている。2004 以降、

外務、経産、国交等の各省からなる代表団が ASEAN 諸国に派遣され、アジア・太平洋地

域の不拡散レジームの構築と強化が具体化している。PSI には、地域不拡散レジームを支

えるサブ・レジームとしての役割が期待されている。 
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（2） コンテナー安全保障構想（CSI） 

 PSI と密接に関係し、連繋システムを構成している不拡散サブ・レジームがコンテナー

安全保障構想（Container Security Initiative: CSI）である。CSI は、海・空・陸の三空間を移

動する貨物運搬用コンテナーの検査を目的とし、港湾に出入りする船舶搭載コンテナー内

部の貨物に対して、米税関・国境取締局（CBP）が検査を行っている。9/11 後の 2002 年 1

月から制度として導入され、米国に輸入される物資に対する税関当局の厳格な検査によっ

て、WMD や薬物等関連物資の国内流入を阻止することを目的としている。CSI の具体的

手順は、①リスクの高いコンテナーの識別と情報収集／②高リスクのコンテナーに対する

出発地・事前スクリーン検査／③最新探知技術の使用／④高性能検知器の使用、である。

2003 年 3 月以降は、米国とカナダの両税関当局の協力に端を発し、オランダ、フランス、

ドイツ、ベルギー等との多国間協調が達成されている。アジア・太平洋地域では当初、2

国間協定が締結され、次第に多国間体制に進み、世界税関機構（WCO）や国際海事機関（IMO）

との関係を強化している。2000 年初頭の時点で、米国内の港湾に荷揚げされるコンテナー

は年間に約 3億個であり、これらを米国の港湾に限らず、交易システムの“チョーク・ポ

イント”である主要 10港において税関当局の査察官の常駐が実現している。 

 9/11 同時多発テロ以降、米国の主導により PSI と CSI 活動が国際協調枠組みを形成しな

がら実行されてきた。この 2 つの構想は、核不拡散（NPT）レジームや化学兵器・生物兵

器禁止レジーム、ミサイル規制レジーム（MTCR）等の WMD 不拡散に関わる軍備管理レ

ジームを支えるサブ・レジームとして生成・発展してきた。一見異なったシステムと見え

る PSI と CSI は、不拡散戦略と反テロリズム戦略の連結であり、9・11 の国際社会に与え

た衝撃の大きさを実感させる。ブッシュ政権は PSI と CSI のリンケージに重点を置き、非

核保有国の原子力発電用核燃料の規制や IAEA の機能強化と伴に PSI 活動の拡大・強化を

提案している。不拡散戦略と反テロ戦略の追求は、9・11 以前の輸出管理中心から輸入管

理を指向することを意味している。したがって、PSI と CSI のリンクは拡大・強化され、

米国の海洋安全保障政策の一翼を担っているといえよう。 

 

（3） 沿岸警備態勢 

・沿岸警備隊（US Coast Guard） 

 米国沿岸警備隊（United States Coast Guard）は、陸海空軍、海兵隊と伴に合衆国軍（Armed 

Forces）の一部門であり、海洋の安全、管理及び保安に関する種々の任務を有し、米国の

内水、港湾、領海、排他的経済水域、公海及び沿岸国の同意の下に他国の水域での活動を

行う。陸海空軍、海兵隊が原則として法執行権限を有しないのに対し、沿岸警備隊の代表



第２章 米国の海洋安全保障政策カントリー・プロファイル 

 －18－

的な役割は法の執行、海上警察権の行使である。9/11 の同時多発テロ事件後、沿岸警備隊

は運輸省から国土安全保障省に移され（2002 年国土安全保障法（Homeland Security Act of 

2002））、従来任務と伴に安全保障の側面が重視されることとなった。隊員約 42,000 名、予

備役約 7,900 名、文官約 8,700 名及び約 32,000 名の補助隊員（ボランティア）を擁し、装

備面では巡視船、巡視艇の他、救難用の小艇約 1,400 隻、航空機 211 機（固定翼機 68 機、

ヘリコプター136機）を保有（巻末に「沿岸警備隊の任務に関する合衆国法典の主要規定」

記載）。 

・沿岸警備隊の任務（主要任務） 

① 公海及び合衆国の管轄が及ぶ水域・水面下・上空における連邦法の執行又は支援 

② 法の執行又はその支援のための海上対空監視・阻止行動 

③ 海洋における生命・財産の保全を推進するための法の適用並びに規則の公布・執行 

④ 海上航路標識等の設置 

⑤ 国際合意に基づく砕氷活動 

⑥ 海洋調査 

⑦ 戦時に海軍の特別部局として機能するための準備態勢の維持 

・国土安全保障に関する任務とそれ以外の任務（2002 年の国土安全保障法） 

国土安全保障に関する任務 

①湾・水路・沿岸の保安活動／②薬物移民取締り／③防衛準備態勢／④その他法執行 

国土安全保障以外の任務 

①海の安全／②捜索救助／③航路標識／④海洋生物資源・環境保護／⑤砕氷活動 

・法執行活動 

海上警察権；沿岸警備隊は連邦法に対する執行又はその支援を行い、法令違反の防止、発

見及び制圧のために公海及び合衆国の管轄が及ぶ水域で、質問、調査、検査、捜索、押収

及び逮捕を実施できる。この目的のため、合衆国の管轄に服する船舶に立ち入り、法令遵

守に必要な全ての力を用いることができる。逮捕者が陸上に逃走した場合は、直ちに追跡

して陸上において逮捕できる。隊員は武器を携行し、水域上、水面下又は水域に隣接した

陸上の施設において逮捕、押収を行うことができる。また、沿岸警備隊の士官、准士官及

び下士官は税関職員と見なされ、関税法に関する任務を行う。 

武力の行使；法執行の際の武力の行使については停船命令に従わない船舶、権限のある船

舶若しくは航空機に追跡され停船しない船舶に対し、危険のため警告が不要な場合を除き、

警告射撃の後、発砲が可能であり、発砲から生じた損害については免責される。 

情報活動（インテリジェンス）；沿岸警備隊は情報コミュニティの構成員であり、対外情報
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活動、対敵情報活動（counter-intelligence）を実行して連邦省庁及び国家の使命遂行を支援

し、また、外国情報機関等との連携を行う。 

海軍と沿岸警備隊の関係；軍隊による法執行の禁止原則（Posse Comitatus Act）。 

 

３ グローバルな戦略展開に関わる海洋安全保障政策 

（1）「航行の自由」作戦 

米国は、海洋の自由を守るための具体的施策として、航行の自由プログラムを展開して

いる。従来、特別な名称のなかった活動に関し、1979 年、カーター政権は公式に「航行の

自由プログラム（Freedom of Navigation Program, FON）」を定め、米国の対外政策の一環と

して統合した。これは外交との整合を図り、作戦行動は米軍の専管事項とされた。FON は、

すべての国家に国際法で認められている海洋の自由及び合法的な海洋及び上空の利用、こ

れら全ての権利を抱合するプログラムである。そのため、この活動は敵対 的な国家に対し

てだけでなく、同盟国や友好国に対しても、その海洋に関する主張が異なれば実施される

こととなった。また、プログラムには FON が主たる任務の作戦もあれば、他に主たる目的

がある作戦でも、付随的に海洋に関する権利主張に繋がる行動であれば、FON 関連行動

（FON-related activities）として実施された。その成果は、毎年国防省から FON 実績報告と

して公表されている。以上のように、米国は歴史的に海洋及び航行の自由を死活的国益と

捉え、それを害する行動―海賊や国家による侵害行為―は、これを排除する目的の海軍活

動が継続してきた。その系譜において、特に国際法的主張を持つ作戦行動を FON と命名し、

一方、この種活動に伴う危険に関し、予測不可能なエスカレーション防止のため、INCSEA

の制度化も進めてきたのである。 

（2）南シナ海における米海軍の FON 作戦の戦略的意義  

中国は南シナ海に９点の破線をＵ字形に連続させた「九段線」（Nine-Dash Line）と呼ば

れる境界線を一方的に設定し、その内側を「自国の『管轄権及び主権的権利』が及ぶ海域」

と主張している。また、2010 年 3 月には南シナ海を「核心的利益」であると公言し、当該

地域を台湾やチベットと同列に位置づけた。核心的利益の地域では交渉の余地はなく、領

有権を保持するためには武力行使も辞さないのが中国の立場である。元来、九段線は、1947

年に中華民国が作成し、1948 年に発表した「十一段線」を基礎にしたものであり、1949

年に建国された中華人民共和国もこれを踏襲し、地図に掲載した。1953 年、中国がトンキ

ン湾にある島の領有権をヴェトナムに移転したのを機に九段線に変わったとされている。

ここで問題なのは、この線の意味である。九段線は「国境」であり、線で囲まれる海域全

てが中国に属するものと主張しているのか、或いは存在する島の領有権及びそれに付随す
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る領海や排他的経済水域に関する権利を主張しようとしているのか、また、「歴史的」海洋

権益を示すのか、明確な主張が無いことである。人工的に埋め立てた暗礁を「島」と主張

するのか否かも明確ではない。 

2015 年 10 月 27 日、米海軍の駆逐艦「ラッセン」が FON 作戦として、スビ礁の 12 海里

内を航行したと報道されているが、それはどの主張に対する異議申し立てとなるのか。例

えば、九段線が「国境」であれば、その海域が全て中国の主権に属し、軍艦の通航には事

前通報が必要となる。これに対する抗議であれば、今回の行動に限らず、南シナ海で活動

する中国以外の全ての軍艦は、中国の主張に対する異議申し立ての行動となる。したがっ

て、今回の米国の FON は、「国境」に対する異議申し立てではない。次に、米国は、伝統

的な FON の一環として、「領海内での軍艦の無害通航権」を主張したのであろうか。しか

し、スビ礁は元来、高潮時には水面下に没する暗礁であり、中国の埋立てにより人為的に

作られた島である。国連海洋法条約では「島とは、自然に形成された陸地で、水に囲まれ、

高潮時でも水面上にあるもの」と定義されており、領海を主張する基点とは成りえない。

米議会や報道でも 12 海里内の航行が話題となったが、逆説的に中国の人工島が領海を主張

できるという印象を与え兼ねず、国際世論により島が認知されたという拡大解釈に結びつ

く。また、人工島が領海基点としては無効であるという活動であれば、12 海里内での「無

害でない活動（航空機の発着艦や演習の実施）」を実施すべきであろう（行動内容は公表さ

れてないので不明）。明らかな事実から逆算すれば、伝達メッセージの推察が成り立つ。そ

の第 1 は、同盟国への保証的側面である。この地域における中国の圧力に直面している日

本やフィリピン、ヴェトナム等に対し、米国は、人工島建設の様な中国による一方的な既

成事実化は容認せず、必要であれば軍事力を行使してでも介入する意図があることを形で

示した。これは同盟の信頼性を保証し、友好国に安心を提供する行為であり、関係国に事

前通報の後、実施したことからも意図が明らかである。さらに、強力なメッセージとして、

中国との決定的対立を回避しつつ、これ以上の現状変更を拒否し、必要な行動の実施意図

を表明したのである。米国内では、対中政策に関して意見の相違があったといわれている。

中国との関係悪化を懸念するホワイトハウスと活動の早期実施を求める国防省の間で認識

の相違があり、実施までに長期間を要する結果となった模様である。 

 2014 年、中国の岩礁の埋め立てに際して、米軍もホワイトハウスも対応が定まっておら

ず、2015 年 2 月のカーター国防長官就任以降、南シナ海問題が優先課題とされた。国防省

は５月中旬から中国の人工島周辺に軍用機と軍艦の派遣計画を検討し、同省と米軍は数カ

月間、準備を整えていたが、ホワイトハウスや国務省は否定的であった。特にオバマ大統

領は、米中首脳会談以前の作戦延期を決定し、会談後に FON 実施を承認したといわれてい
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る。中国との決定的な対立を避けるため、慎重に準備していたと思われる。米紙ニューヨー

ク・タイムズに拠れば、ホワイトハウスは国防省に対して FON 活動について一切公言しな

いように箝口令を敷いたが、結果的には周知の事実となった。 

一方、中国側も同様に米国との決定的な対決の回避を求めていた。報道に拠れば、共産

党指導体制を維持するための経済成長や国内の不満解消が不可欠であり、米国との対立は

経済的悪影響を伴う。米国との対決回避が、中国指導部の本音である。それを裏付けるよ

うに、FON 実施直後、外務省陸慷報道局長は、「両国は建設的な対話を通して問題を解決

する。米国も歩調を合わせてほしい」と強調し、ハリス米太平洋軍司令官と中国幹部の会

談を予定通り開催する見通しを示した。また、FON 実施直前の 10 月 17 日、范長龍・中央

軍事委員会副主席は「争いは平和的に解決し、軽々しく武力に訴えることはしない」とし

て、武力の行使等、過激な反応は行わないことを示していた。 

 南シナ海での中国の埋立てや海洋権益の主張と周辺国、米国等の関係国の対立、緊張関

係は高まったと言えよう。しかし、世界全体で考えると、ロシア・ウクライナ問題、シリ

ア、ISIL に関連する中東やテロ問題等、より切迫した事態が多数存在している。南シナ海

での中国の行動に対し、世界的な批判が高まりそうなタイミングで、パリのテロ事件が生

起し、国際的関心はシフトしたかに見える。その陰で、中国は既成事実化の積重ねを継続、

一方米国も様々な活動を通じ、抑止しようとメッセージを送り続けている。中国が南シナ

海を核心的利益とするならば、海洋の自由、航行の自由は米国の死活的国益である。両者

の競合は表面化したが、正面衝突は互いに避けあっている、一種の「高値安定」状態が維

持されていると言えよう。 

 

（参考文献）  

石原敬浩「南シナ海の安全保障 中国の人工島建設と米軍の「航行の自由」作戦」 

『年鑑 海外事情 2016』（拓殖大学海外事情研究所 2016 年 3 月） 

 

（付 録）「沿岸警備隊の任務に関する合衆国法典の主要規定」 

第 6編：国内安全保障 

第 468 条：沿岸警備隊の任務を国土安全保障関連とそれ以外に分類、国土安全保障省へ移管 

第 10編：軍 

第 101 条：軍を陸海空軍、海兵隊及び沿岸警備隊と定義 

第 124 条：国防総省が違法薬物の海上・航空輸送の発見・監視を主管し、連邦、州、地方

及び外国の法執行機関の支援を受ける。 
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第 379 条：海軍船舶への法執行目的の沿岸警備隊隊員の乗船 

第 47章（第 801 条~第 946 条）：統一軍事裁判法典を沿岸警備隊隊員に適用 

第 14編：沿岸警備隊 

第 1 条：沿岸警備隊の設立。合衆国軍の一部門を常時構成する。 

第 2 条：沿岸警備隊の主要任務 

第 3 条：沿岸警備隊は国土安全保障省に属する。宣戦布告に際し、議会又は大統領の命令

がある場合は、海軍の一部門を成す。 

第 81~86 条：航路標識の設置等 

第 88 条：海洋での人命救助・財産の保全 

第 89 条：法執行権限 

第 91 条：海軍船舶の安全確保のための、領海等の船舶の移動の統制 

第 94 条：海洋調査の実施 

第 95 条：沿岸警備隊捜査部門特別捜査官の法執行権限 

第 99 条：沿岸警備隊隊員の執行権限、陸上施設での法執行 

第 7章（第 141 条～第 153 条）：他省庁等との連携協力 

第 143 条：沿岸警備隊の士官・准士官・下士官は税関職員 

第 637 条：停船と武器使用の免責 

第 21章（第 701 条～第 798 条）：沿岸警備隊予備役 

第 23章（第 821 条～第 832 条）：沿岸警備隊補助隊 

第 16編：保全 

第 31章（第 1361 条～第 1423h 条）：海洋哺乳類の保護 

第 35章（第 1531 条～第 1544 条）：絶滅危惧種の保護 

第 38章（第 1801 条～第 1891d 条）：排他的経済水域等における漁業権 

（マグナソン・スティーブンス漁業資源保存管理法） 

第 53章（第 3371 条～第 3378 条）：魚類・野生動物の違法な取得 

第 4701~4728 条：水生外来種からの保護 

第 75章（第 5501 条～第 5509 条）：公海における漁業の法令遵守 

第 19 編：税関業務 

第 1401 条：沿岸警備隊の士官、准士官及び下士官は税関職員 

第 33編：航行及びがわ可航水域 

第 401～430 条：可航水域、港湾の保全、河川の改良 

第 25章（第 1221～1236 条）：港湾・水路安全法（Ports and Waterways Safety Act） 
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第 1225 条：臨海地区の安全 

第 1226 条：港湾・沿岸施設の保安とテロ対応 

第 26章（第 1251～1387 条）：水質保全法 

第 27章（第 1401～1445 条）：海洋投棄 

第 29章（第 1501～1524 条）：沖合ターミナル（深水港法（Deepwater Ports Act）） 

第 30章（第 1601～1608 条）：海上での衝突防止のための国際規則 

第 33章（第 1901～1915 条）：船舶による汚染の防止 

第 2701～2720 条：石油汚染（油濁法） 

第 42編：保健福祉 

第 103章（第 9601～9675 条）：有害物質対応（包括的環境対処補償責任法） 

第 43編：公有地 

第 1331～1356a 条：連邦大陸棚法（Outer Continental Shelf Lands Act） 

第 46編：船舶 

第 2101～14702 条：船舶の管理、海難事故調査、船員免許等 

第 43章（第 4301～4311 条）：レジャー用船舶 

第 131章（第 13101 条～第 13110 条）：レジャーボートの安全 

第 30101～31343 条：海事責任 

第 551章（第 55101～55121 条）：沿岸貿易 

第 701章（第 70101～70132 条）：海事保安法 

第 705章（第 70501～70508 条）：海上薬物取締法 

第 803章（第 80301～80303 条）：国際海氷監視 

第 47編：電気通信 

第 351～363 条：船内無線 

第 50編：戦争及び国防 

第 191 条：国家緊急事態時の領海内船舶の移動規制 

第 3001 条 note、第 3003 条：沿岸警備隊は情報コミュニティの構成員 

 

（ローラー ミカ「アメリカ沿岸警備隊の任務と根拠法」『外国の立法 259』2014.3） 
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第３章 インドの海洋安全保障政策カントリー・プロファイル 

 

伊藤 融 

 

1. 海洋法の解釈 

 インドは、地政学上、「海洋国家」と「大陸国家」の双方の自己認識を有してきた。国土

の南半分がインド洋に突き出し、シーレーンの要に位置する一方で、国境の北半分は、6

カ国と陸で接し、このうち中国、パキスタンとは未解決の国境問題をめぐって実戦を交え

てきた。しかし近年の国力増大に伴い、徐々に「海洋国家」としての認識が強まる傾向が

みられる。 

 1947 年の独立当時のインドは、自らの領海を 3 海里と限定的に規定するのみで、その他

の権利を主張することはなかった。しかし世界各国の動向に合わせる格好で、1950 年代半

ばに入るとインドは権利拡大を主張するようになった。55 年には、距離は明示しないもの

の、大陸棚の排他的主権を宣言し、56 年には領海を 6 海里まで延長するとともに、その領

海から 100 海里を漁業水域としたほか、接続水域も設定した。 

 領海における無害通航権についても、当時のインドは強い制限を求める側に立っていた。

1958 年に開催された第一次国連海洋法会議（UNCLOSⅠ）においてインドは、外国軍艦の

領海通航に関しては、当該沿岸国の事前許可が必要だとした。結果的にこの主張は受け入

れられなかったため、インドは UNCLOSⅠで採択されたジュネーブ海洋法 4 条約の批准を

拒否したのである。 

 ところが、1960 年代に入ると、インドはしだいに海洋国家として「航行の自由」に対す

る関心を抱くようになったとされる。そこで外国軍艦の通航に関しても、沿岸国への「事

前通知」のみで良いという、より柔軟な立場に転換した。 

 それでも、インドは海洋における自由拡大の方針を躊躇せず貫くわけにはいかなかった。

第 1 は対立するパキスタンの動向である。1965 年の第 2 次印パ戦争の後、66 年にパキスタ

ンが領海を 12 海里に延長すると、インドもその翌年、これに追随して対抗した。地域の厳

しい対立情況が、海洋政策を規定したのである。 

 第 2は、インド洋における資源の発見と開発技術の進展である。1970年代初めまでには、

インドはインド洋においてマンガン団塊の科学調査を開始したほか、ボンベイ沖などで石

油・ガスを発見していた。こうした経済的利得確保への期待感が、非同盟運動のリーダー

として、資源ナショナリズムの基調に沿うかたちで、海洋の経済的主権をインドに認識さ

せたものと考えられる。 
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 1973 年から 10 年に及んだ第 3 次国連海洋法会議（UNCLOSⅢ）は、12 海里の領海に加

え、200 海里の排他的経済水域（EEZ）設定など、おおむね当時のインドの立場と合致す

る成果をもたらした。とはいえ、外国軍艦の領海通航に関しては、「事前通知」は必要だと

主張したものの、受け入れられなかった。UNCLOSⅢでの議論が展開するなか、インドは

1976 年に「領海、大陸棚、EEZ、その他水域に関する法」を制定し、民間船舶に関しては

無害通航権を認めるものの、軍艦については「事前通知」の必要性を明記した1。なお、パ

キスタンを含むインド近隣国も同様の立場を表明している。 

 1976 年の国内法はさらに、インドの平和、秩序、安全の利益を守る必要がある場合には、

外国船の通航を差し止める可能性があるとしているほか、EEZ に関しても「航行の自由」

がインドの利益に反しないことを求めている2。こうした姿勢がより明確にされたのは、国

連海洋法条約を批准する際にインドが同条約 310 条に基づいて行った宣言であろう。ここ

では、EEZ と大陸棚における軍事演習・機動を沿岸国の同意無しに行うことは、同条約上、

認められていないとの解釈が示されている3。インドはこのように、軍艦の通航や活動に対

しては、相当制約的な立場に立っている。 

 UNCLOSⅢでインドは、戦略的に今日ますます重要性を増すアンダマン・ニコバル諸島

について、テンディグリー海峡の通航権をコントロールすることを目論み、条約上の「群

島」とするよう求めたが、これも受け入れられることはなかった。 

 

2. 海洋安全保障政策  

 インドは UNCLOSⅢでの議論の過程で、EEZ 設定の動きが見えはじめると、上述した国

内法の制定に加え、世界で 12 番目の広さを誇る EEZ をどのように守るかを検討するよう

になった。主導したのは海軍である。1974 年、海軍本部は政府に対し、アメリカ沿岸警備

隊のような武装組織を創設すべきだと提言した。この結果、「領海、大陸棚、EEZ、その他

水域に関する法」制定の翌年の 77 年には暫定的な沿岸警備隊が組織され、78 年に「沿岸

警備法」を制定して今日に至るインド沿岸警備隊が発足した。インド沿岸警備隊は、国防

省の傘下にあり、有事の際には海軍の指揮下に入ることになっている。 

 その海軍は、伝統的に「アデン湾からマラッカ海峡まで」のインド洋を自らの海域とみ

なしてきた。しかし実際上は、冷戦期にはディエゴガルシアに基地を持つ米国が圧倒的な

影響力を誇る一方、インドはもっぱら、中国、パキスタンという陸上の脅威への対処に関

心を注いできた。人員、予算、装備のあらゆる面で海軍は日陰の存在に甘んじてきたので

ある。 

 この状況を変えた第一の要因は、1991 年のインド経済の自由化に求められよう。それま
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での内向きの社会主義的経済体制から脱却したインドは、西側先進国、ASEAN 等との貿

易量を拡大し、成長軌道に乗り始めた。その結果として、国内のエネルギー需要も急増し、

石油・天然ガスの輸入量も拡大した。シーレーンの重要性がこれまで以上に高まったのは、

いうまでもない。第二には、とくに 2000 年代半ば以降顕在化した、中国のインド洋進出が

ある。いわゆる「真珠の首飾り」政策により、中国が軍事用にも転用可能とみられる大規

模な港湾をインド周辺国に建設していることは、「インド包囲網」と認識された。そこでイ

ンドとしても、これへの対抗策の必要性が語られるようになったのである。 

 こうした環境変化のなか、インド海軍は、2007 年、3 軍のなかで初めてとなる戦略文書、

『海洋利用の自由―インドの海洋軍事戦略』4を作成・発表する。海軍は、空母を含めた軍

事力増強により、「ブルーウォーター・ネイビー」へと飛躍する必要性が論じられるように

なり、予算も大きく増額されつつある。 

 沿岸警備・海軍力の増強は、このようにテロリスト侵入阻止やシーレーンの安全確保、

さらには中国の進出に対する巻き返し、グローバル・パワーとしての野心といった意味合

いが強いものと考えて良いであろう。なるほどインドは陸上のみならず、海上においても

周辺国との間に領有権問題を抱えてきた。しかし、いずれについても、力による解決を図っ

たことはない。 

 スリランカとの間で懸案となっていたカチャチャイブ島の領有権問題については、1974

年に当時のインディラ・ガンディー首相が、戦略的見地から譲歩し、スリランカの領有を

認めることで解決した5。スリランカのほかにも、インドは、インドネシアやモルディブ、

タイ、ミャンマー等との間で海上に関する境界線問題を協定によって解決してきた。また、

バングラデシュとの間で係争となっていたベンガル沖海域の領海に関しては、2014 年、

25,602平方 km の大半にあたる 19,467平方 km をバングラデシュとするハーグ常設仲裁裁

判所の裁定をインドが受け入れるかたちで決着した。 

 残る未解決の海上国境は、パキスタンとの間に存在するシール・クリークである。しか

しこれに関しても、印パ間の対話枠組みによる解決が模索されてきており、インドは、少

なくとも海上の係争事項に関しては、力ではなく、政治的または司法的解決を追求してき

たと結論づけることができる。 

 この基本方針は、自らが直接の当事者ではない南シナ海をめぐる対立についても一貫し

ている。インドは領有権問題に関しては、中立的立場を維持しつつも、近年ますます中国

が攻勢を強めるなかで、「平和的手段による解決」を強調するとともに、そこでの「航行の

自由」や「上空通過の自由」の重要性を謳うようになっている6。 
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3. 海上警備態勢  

 上述したように、インドの沿岸警備隊は、海軍の主導により設置に至ったものであり、

国防省の管轄下に置かれている。しかしながら、海洋部門を統括する省庁が存在しないた

め、国防省のみならず、外務省、船舶･陸上運輸・幹線道路省、地球科学省、司法・公正省

など他省庁と緊密な連携をとるとされている。沿岸警備法第 14 条によれば、その任務は、

a）人工島など海洋関連施設の安全と保護の確保、b）漁民保護、c）海洋の環境保全、d）

密輸対策の支援、e）「領海、大陸棚、EEZ、その他水域に関する法」の施行、f）海洋にお

ける生命と財産の安全や科学データの収集等、その他の問題と多岐に及ぶ7。 

 組織的には、ニューデリーに司令部本部が置かれ、北西部（ガンディナガル）、西部（ム

ンバイ）、北東部（チェンナイ）、東部（コルカタ）、アンダマン・ニコバル諸島（ポートブ

レア）の 5 管区の下、2014 年時点で 14 の地区（district）本部に分けられている。さらに

拠点として、50 カ所ほどの沿岸基地、航空基地を有する。 

 しかし要員は 1万人ほどに過ぎず、装備の面でも広大なインドの領海や EEZ の安全を確

保するにはほど遠い。その現実を突きつけられたのが、2008 年 11月 26日に発生したムン

バイ同時多発テロ事件であった。テロリストたちが、パキスタンのカラチからボートに分

乗して大商業都市ムンバイに上陸するのを阻止することができなかったのである。事件を

機に、沿岸警備の強化が図られ、人員・装備の拡充が謳われている。2008 年当時 65 隻に

過ぎなかった艦艇は 2014 年には 100隻を超え、2020 年までに艦艇 150隻、航空機 100機

の体制を目指すとしている8。また海軍の基地と沿岸警備隊の基地とをネットワークで結び、

インド洋を航行する一日あたり 3 万～4 万の船舶を追跡できるシステム、全国指揮統制情

報（NC3I）が 2014 年 11月に発足9し、情報収集の面でも改革を進めている。 

 

4. 他国との関係  

 インド沿岸警備隊はアジア海賊対策地域協力協定（ReCAAP）に積極的にコミットして

いるほか、スリランカ、パキスタンといった隣接国とのハイレベル協議も実施してきた。

域外では、とくに日本との間で、2000 年以降毎年、長官級会合ならびに合同訓練を行って

きた。 

 海軍も各国と活発な合同演習を行っている。米海軍との間では、1992 年以来、「マラバー

ル演習」が実施されてきた。同演習は 2007 年には日本、オーストラリア、シンガポールを

ゲストとして大規模な多国間演習を実施し、中国の強い反発を招いた。その後、インドは

他国の参加に慎重な姿勢をみせたものの、モディ首相は 2015 年末の日印首脳会談の際、海

上自衛隊をマラバール演習に正式メンバーとして受け入れることに合意した。日本として
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は、2012 年に開始された 2 国間の演習に加え、同盟国である米国との 3 カ国の枠組みがで

きたことになる。とはいえ、中国を過度に刺激することには慎重なインドの事情を踏まえ

ると、これらの枠組みが特定の国を標的にした性質のものになることはないであろう。 

 他方で、「メイク・イン・インディア」による経済成長と、「アクト・イースト」による

日米豪、ASEAN との関係強化を掲げるモディ政権は、インド洋を越え、インド太平洋地

域の安定にこれまでより強い利害関心を抱くようになっている10。このことを踏まえると、

日本また米国としては、この海域の安全確保に有益な普遍的な活動、すなわち海賊・テロ

対策、麻薬・密輸対策、災害・人道支援といった分野での協力を現場で進めていくことが

まずは重要であろう。同時にこの観点からの防衛装備分野での協力は、日本でも可能であ

り、双方にとって有益と期待される。海上自衛隊の救難飛行艇 US-2 の「輸出」をめぐる

協議の行方が注目されるゆえんである。 

 南シナ海における近年の中国の一方的な行動により危機に晒されつつある「航行の自由」

に関しては、上述したように、インドの伝統的な解釈は日米のそれと一致するものではな

い11。したがって現段階では、政治・外交的にその意義を強調することに留まるかもしれ

ない。しかし長期的には、インドが今後グローバル・パワーとして一層台頭し、その海軍

力が「ブルーウォーター・ネイビー」へと飛躍するならば、日米の解釈に近づく可能性が

ある。その意味において、長期的視野に立ってインドとの海洋分野での現場の信頼関係を

積み重ねていく必要があろう。 

 

 

－注－ 

 
1  同法第 4 条。http://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/IND_1976_Act.pdf 
2  同法第 4 条及び第 7 条。 
3  “The Government of the Republic of India understands that the provisions of the Convention do not authorize 

other States to carry out in the exclusive economic zone and on the continental shelf military exercises or 

manoeuvres, in particular those involving the use of weapons or explosives without the consent of the coastal 

State.”   http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_declarations.htm 
4  “Freedom to Use the Seas: India’s Maritime Military Strategy” 2015 年には、改訂版として、“Ensuring 

Secure Seas: Indian Maritime Security Strategy”が発表された。 
5  もっとも、スリランカに隣接するタミル・ナードゥー州の意向を無視したこの決定は、両国間で今日

も頻発する漁民の拘束問題につながっている。 
6  たとえば、2014 年 9 月のモディ首相訪米と 2015 年 1 月のオバマ大統領訪印時の印米首脳会談、2015

年 9 月の第 1 回日米印外相協議の際の共同文書を参照されたい。 
7  http://www.indiancoastguard.nic.in/Indiancoastguard/CG%20Act%201978/CG%20ACT%20AND%20RULES 

%20pdf/Coast%20Guard%20Act.pdf 
8  http://www.business-standard.com/article/pti-stories/cg-aims-to-be-fleet-of-150-ships-100-aircraft-by-2020-114 

112600534_1.html 
9  http://timesofindia.indiatimes.com/india/Naval-intelligence-network-launch-tomorrow/articleshow/45237364.c 

ms 
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10  2015 年 9 月の第 1 回日米印外相協議後の共同メディアノートには、3 カ国がインド太平洋地域におけ

る利害を共有しているとの文言が盛り込まれた。インド政府が「インド太平洋」という概念を公式の

文書で用いるのに合意した点が注目される。 
11  米国は 1976 年以来、インドの主張に抗議し、1985 年からほぼ毎年のようにインドに対しても「航行

の自由作戦」を続けている。 
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第４章 オーストラリアの海洋安全保障政策カントリー・プロファイル 

 

福嶋 輝彦 

１．海洋法の解釈 

 オーストラリアは 1994 年に国連海洋法条約（UNCLOS）を批准しており、領海・接続水

域・排他的経済水域（EZZ）等については、UNCLOS の規定に依拠した解釈を採用してい

る。したがって、領海での軍艦を含む外国艦船の無害通航権を認めている。外国航空機の

領空の飛行については、政府による事前の承認と管制の指示に従うことを求めている。 

 ただし、領海 12 海里と 200 海里 EEZ を採用したのが、いずれも 1990 年代以降と、海洋

境界の画定については、伝統的に保守的な姿勢を見せてきた。国連で海洋法条約が本格的

に審議され始めていた 70 年代前半においても、連邦政府は、北東部のクイーンズランド州

沿岸に伸びる珊瑚礁帯であるグレートバリアーリーフ（Great Barrier Reef: GBR）に沿って

基線を引くことをしなかった。それは、GBR 内の海底資源に対して、沿岸のクイーンズラ

ンド州政府が管轄権を主張してくるのを阻止するためであった1。 

 オーストラリアは 1930 年代に南極探検に成功したおりに、南極大陸の 40%近くの土地

の領有権を主張しており、それに基づいて EEZ も主張している。しかし、政府は南極での

科学的目的以外の利用を意図しているわけではなく、91 年には環境保護に関する南極条約

議定書（Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty）を支持し、むしろ環境の

保護や資源開発などの阻止を重視する立場を採っている2。 

 とはいえ、その後オーストラリアは GBR の外縁に基線を引くなど、自国の海洋主権を

より強く主張するようになっていった。さらに 2004 年には国連の大陸棚限界委員会に 200

海里 EEZ を超える自国の大陸棚に関する情報を提出し、2008 年に同委員会は大陸棚の限

界に関する勧告を採択した3。以上の措置により、今日のオーストラリアの領海、EEZ、大

陸棚は図 1 のように画定されている。 

 航行の自由の原則を重視するオーストラリアが沿岸国の権限を強化しているレアな例と

して、GBR 及びトレス海峡（Torres Strait: TS）における強制水先案内制度（compulsory 

pilotage）の導入がある。この制度は、1990 年に国際海事機関（International Maritime 

Organization: IMO）が GBR を特別敏感海域（Particularly Sensitive Sea Areas: PSSA）に指定

したのを受けて、翌年からヨーク岬（York Peninsula）からケアンズ（Cairns）北までの GBR

の内側の内水を航行する特定種の船舶に水先案内人乗船を義務づけた。2005 年には IMO

が TS も PSSA に指定すると、翌年オーストラリア政府は TS を航行する船舶にも水先案内

を義務化した。ところが、この措置に対して、国際海峡である TS で本来許されるべき通
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過通航権（transit passage）の侵害として、アメリカやシンガポールといった国から抗議を

受けた4。 

 罰金の額が大きいため、GBR でも TS でも強制水先案内制度に違反する船舶は少ない。

一方で、罰金は違反を犯した船舶が次回オーストラリアに寄港した際に徴収される手続き

になっており、税関船等による追跡はされないので、洋上でのトラブルも起こらないし、

公用船や軍艦は制度の対象外とされている。トレス海峡は国際海峡ではあるが、そこは狭

く浅く航海の難所でもあり、しかも PSSA に指定されており、そこでの事故の未然の防止

はグローバルな利益にかかわる問題でもある。TS での強制水先案内制度は、「安全な」通

過通航権の確保のためのやむをえない措置と見るべきであろう。 

 

２．海洋安全保障政策 

 オーストラリアは開かれた海域を重視する一方で、近年はその海洋安全保障政策で周辺

海域への監視・管理を強化する動きを見せている。オーストラリアの海洋領域認識

（Maritime Domain Awareness: MDA）は非常に広い。オーストラリアの EEZ は南極を除い

ても 810万平方 km で、世界 3位の広さである。2008 年に国連に認められた大陸棚の総面

積も 250万平方 km に及ぶ。その捜索救難区域（search and rescue region: SRR）は、西は東

インド洋、東は南西太平洋、南は南極海にかかり、総面積 5300万平方 km と、地球の表面

積の約 10分の 1 に相当する広大な海域での救難活動にも備えている。 

 非常に広い海域を監視するため、海洋探知システム（Australian Maritime Identification 

System: AMIS）を構築し、基線から千～2千海里、航行時間では 48～96時間以内の海域内

を自国に向けて航行してくる船舶情報の収集、500 海里・24時間以内海域の船舶の所在確

認、EEZ 内の船舶の自国に対する脅威のアセスメントを日常的に行っている。広範な海域

を探知するためには、民間委託航空機や空軍哨戒機による目視、北方 2 千 km までの海域

をカバーする空軍の水平線上捕捉レーダー・ネットワーク（Jindalee operational radar 

network: JORN）から探知される情報、民間商業衛星画像、国防省の宇宙諜報機関（Australian 

Geospatial-Intelligence Organisation）の衛星画像、信号諜報局（Australian Signals Directorate）

の傍受音声など、政府横断的に広く情報が収集されている5。さらに改良船舶追跡通報シス

テム（Modernised Australian Ship Tracking and Reporting System: MASTREP）を導入し、広い

SRR 内を航行するすべての豪船籍船舶とオーストラリアに入港してから最後に出港する

までの期間に限って外国船舶に対して、自動所在確認システム（Automatic Identification 

System）と呼ばれる高周波データリンクを駆使して、船舶の位置をオーストラリア政府当

局に通報することを義務づけている。これは海上での遭難事故などが起こった場合に、現
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場から最短距離に位置する船舶の情報を把握することを主な目的としている6。 

 強制水先案内制度と同じ理由から、オーストラリアは GBR と TS を航行する特定種の船

舶に対して、当局への通報を義務づける GBR 及び TS 船舶通報制度（Great Barrier Reef and 

Torres Strait Ship Reporting System: REEFREP）を採用している。その後 GBR における船舶

の座礁事故を受けて、オーストラリア政府とクイーンズランド州政府が共同で、GBR 及び

TS 船舶管制局（Great Barrier Reef and Torres Strait Vessel Traffic Service: REEFVTS）を設立

し、海域内を航行する船舶に交信状態を保ち REEFVTS からの指示に従って航行すること

を義務づけた。再び座礁事故を受けて、2010 年にはケアンズから北に限られていた

REEFVTS 対象海域を南に延伸し、GBR全体をカバーすることを IMO に承認されている7。 

 オーストラリアの海洋安全保障政策のもう 1 つの特徴は、きわめて厳しいボートピープ

ル対策である。21世紀に入ると中東などからオーストラリアに到来するボートピープルの

数が急増し、難民認定審査のため国内に設けられた収容所（detention centres）に収まりき

れなくなった。2001 年 8月に 400名以上ものボートピープルを乗せた船が、ジャワ島の南

のインド洋に浮かぶ豪領クリスマス島に迫ると、ハワード（John Howard）首相率いる保守

連合（Coalition）政権はその入港を拒否し、洋上でボートピープルを海軍艦艇に乗り換え

させ、援助と引き換えにナウルに開設した収容所へと移送した。以後、オーストラリアに

接近する違法入国疑惑船舶（Suspected Illegal Entry Vessels）は洋上で海軍艦艇などが捕捉

し、ナウルとパプアニューギニアのマヌス島の収容所に移送して難民審査をすることに

なった。この措置は太平洋解決策（Pacific solution）と呼ばれ、非人道的として人権団体な

どから激しい非難が浴びせられたが、2001 年には過去最高の 5千人以上に達していたボー

トピープルの数が目に見えて激減し始め、国民の圧倒的多数の支持を受けてハワード政権

を通じて維持された8。 

 2007 年末の選挙に快勝したラッド（Kevin Rudd）首相率いる労働（Labor）党政権は、

党内の反対を背景に太平洋解決策を撤廃したが、すると 2009 年頃から再びボートが到来し

始め、年々その数は増え、2012-13 年には 1万 5 千人を超える数に達した。国民の間では

押し寄せるボートピープルの波を脅威として捉える声が多数を占めており、領域管理の失

敗として野党から激しい攻撃を受けたものの、労働党政権は有効な解決策を打てなかった。

党内抗争で 2010 年に党首を降ろされていたが、2013 年に首相に返り咲いたラッドは、選

挙対策としてハワードの太平洋解決策を復活させただけでなく、以後ナウルとマヌス島に

収容されたボートピープルはたとえ難民と認定されても、オーストラリアには受け容れず

現地に定住させる、という保守連合以上に厳しい措置を導入した。同年 9月の選挙で交代

したアボット（Tony Abbott）保守連合政権は、さらに主権領域作戦（Operation Sovereign 
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Borders: OSB）を開始し、3ツ星将官を司令官（Commander）に任命し、ボートピープルを

乗せた船を洋上で捕捉するだけでなく、必要に応じて救助艇を与えて出港したインドネシ

アの領海まで引き戻す（draw back）ことさえ始めた。OSB は密航斡旋の抑止に著しい効果

を上げ、2014 年以降はボートの到来はほぼ止まった9。厳しいボートピープル対策をめぐっ

ては、今や保守連合・労働党の超党派合意が成立している。 

 国連難民条約（Convention Relating to the Status of Refugees）の締約国であるオーストラ

リアによる、これらの強硬なボートピープル対策は、1958 年連邦移民法（Migration Act 1958 

(Cth)）が密航幇助を犯罪と規定していることを根拠としている10。コモンローの国である

オーストラリアの法制では、国内法で規定されない限り国際法上の義務は発生せず、他に

も国内法を根拠に国際法に抵触するようなオーストラリア政府の権限が正当化された例が

いくつかある。例えば、EEZ 内で違法漁業の疑いのある船舶への追跡（hot pursuit）の権限

については、UNCLOS でも認められているが、標的船が視野から消えたら追跡を中止

（terminate or interrupt）しなければならない。ところが、1991 年連邦漁業管理法（Fisheries 

Management Act 1991 (Cth): FMA1991）は、標的船が視野から消えても、レーダーで探知で

きれば追跡を続けられるので、追跡船が途中でコースを変えて先回りして標的船を捕捉

（intercept）したケースがあった。また、FMA1991 は違法漁業に従事していた外国漁船を

没収するのに、裁判所で判決が確定してからではなく、違法行為が発生した時点に実施す

ることを認める自動的没収（automatic forfeiture）も規定している11。さらに日本の捕鯨へ

の禁止も、鯨類保護区域（Australian Whale Sanctuary）を設定し、同区域内での捕鯨等を禁

止した 1999 年環境保護及び種の多様性保存法（Environment Protection and Biodiversity 

Conservation Act 1999）を根拠としている12。これらの国際法とオーストラリア国内法との

相違にもかかわらず、日本との捕鯨を除けば、さほど大きな対外問題は起きていない。 

 南シナ海をめぐっては、オーストラリアは東シナ海の海上領有権争いと同様に、いずれ

の当事国の主張にも与しないとの立場を貫いている。しかし、海洋通商国家として海洋の

自由とルール本位の国際秩序を強く支持する立場を明確に表している。したがって、2013

年に中国が東シナ海で防空識別圏を設定したときには、外相が中国大使を呼び出して厳し

く抗議した。地理的にも離れているにもかかわらず、敢えて抗議を申し入れたのは、外相

の言葉によれば、オーストラリアが永年信奉してきた政策にかかわるからであった13。し

かし、このような対中抗議に対して国内では、小さな岩礁をめぐってオーストラリアを日

米対中の対立にいたずらに巻き込みかねないと懸念の声が少なくなかった。ところが、2015

年に南シナ海での中国による人工島埋め立てが顕著になると、一方的な現状への変更に対

して国防相が懸念を表明し、11月に、オーストラリアも哨戒機を派遣して、現地を飛行さ
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せ、1 カ月前のアメリカのイージス駆逐艦による航行の自由作戦（Freedom of Navigation 

Operation: FONOP）に続いた。ただし、このとき哨戒機は中国が主張する領空内を飛行せ

ず、政府もこれは通常のパトロール活動の一環と声明し、FPNOP とは公式に認めていない

14。さらに 2016 年 1月末に米イージス駆逐艦が今度は西沙諸島の中国が領有権を主張する

島から 12 海里以内を航行すると、国防相は「過去何十年も実施してきたように、オースト

ラリアの艦艇と航空機は、南シナ海などで国際法に則って航行の自由・飛行の自由の権利

を行使し続けるだろう」と、前回に比べるとポジティブな反応を見せているが、今までの

ところ、アメリカに続いて公然と FPNOP を実施した形跡はない。15。 

 

３．海洋安全保障の態勢（posture） 

 コーストガードを持たないオーストラリアでは、オーストラリア国防軍（Australian 

Defence Force: ADF）が海洋安全保障に重要な役割を果たしている。海軍（Royal Australian 

Navy: RAN）は警備艇 15隻を北部準州（Northern Territory）のダーウィンとクイーンズラ

ンド州の北東部のケアンズに配備しており、ボートピープルが押し寄せたときには、RAN

の警備艇がボートの捕捉に出動することもあった。また空軍（Royal Australian Air Force: 

RAAF）が南オーストラリア州のアデレードに P-3C 哨戒機 18 機を配備しており、やはり

ボートの偵察に出動することもある。 

 現在の保守連合政権の下で海洋安全保障の中心的役割を委託されているのが、領域警護

軍（Australian Border Force: ABF）である。ABF は 2015 年 7月にアボット政権によって、

移民領域警護省（Department of Immigration and Border Protection: DIBP）の下に設置され、

法執行機関の１つとして領域警護と税関（Customs）業務を管掌している。税関と言っても、

1990 年代末から徴税業務は税務署（Australian Taxation Office）に移管されており、ABF が

担当するのは、空港や港湾の警備や出入国管理、密輸摘発も含めた、国境を越えたモノ・

ヒトの流れの管理である。ABF はまた、ナウルやマヌス島、クリスマス島や本土の収容所

などでのボートピープルや不法滞在者の強制収容業務も担当しているが、各収容所での実

際の収容業務は、民間警備会社にアウトソースされている。以上のような非常に多様な機

能を担っているため、ABF は法務・警察・諜報・国防・外交・漁業・海洋安全・海洋環境・

資金流出入管理など、18 もの政府機関と定期的に連携している。そのトップはコミッショ

ナー（Commissioner）と呼ばれ、連邦警察のトップなどと同格の文官である16。 

 ABFの下部組織として海洋領域隊（Maritime Border Command: MBC）が設置されており、

これがコーストガードに相当する機関である。その司令官は 2 ツ星将官で、隊員は ADF

要員と文官が混合している。MBC はダーウィン、ケアンズに加えて西オーストラリア州北
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西部のブルームに拠点を持ち、8 隻の警備艇を保有している。空からの領域監視は民間に

アウトソースしており、偵察機 14 機を契約している17。MBC の前身は 2005 年に法務省

（Attorney-General’s Department）の傘下の税関領域警護庁（Australian Customs and Border 

Protection Service）の中に設置された領域警護隊（Border Protection Command: BPC）であり、

2013 年 9月から BPC は OSB の中心的役割を担うようになり、2015 年の MBCへの組織改

編を経て今日に至っている18。 

 海洋安全保障に関係するもう 1 つの重要な機関が海洋安全庁（Australian Maritime Safety 

Authority: AMSA）である。AMSA は海洋安全政策を統括し、技能認証や民間船舶安全管理

を担当している。海難事故などのときには、実際の捜索救難（SAR）業務には ADF や各州

の SAR 担当機関がケース・バイ・ケースで携わるが、その際 AMSA は救難信号受信と官

民の救難機関の調整を主として担当する。2013 年の MH370 機行方不明の際に、当初の海

空からの洋上捜索調整には AMSA が携わり、その後の海底捜索は交通安全局（Australian 

Transport Safety Bureau）が調整している19。その他 AMSA の重要な機能は、船舶航行の監

視・ナビゲーションで、AUSVTS を管理している。さらに海洋環境汚染防止も AMSA の

主要業務の 1 つであり、座礁などの事故への対応や REEFVTS などの保護措置の策定を担

当する20。 

 オーストラリアでは省庁の設置が法律で定められておらず、ABF の例が示すように、海

洋安全保障担当機関も、そのときの政権の意向に応じて、頻繁に改編されてきている。そ

れゆえ省庁間の壁が低く、政府機関あるいは官民で調整を積み重ねながら、柔軟に変化す

る状況に対応してきた。その点に鑑みれば、オーストラリアの海洋安全保障の態勢の最大

の特徴は、政府横断型（whole-of-the-government）アプローチが採用されている点にあると

言えるだろう。 

 

４．各国との関係 

 オセアニア最大の国家であるオーストラリアにとって、太平洋島嶼国の平和と安定は安

全保障上の大きな関心事で、海洋安全保障の分野では太平洋警備艇プログラム（Pacific 

Patrol Boat Program: PPBP）を通じて能力構築支援に携わってきた。UNCLOS で EEZ が実

施されるのに伴い、太平洋島嶼国は違法漁業の監視・摘発能力に欠けていることから、オー

ストラリアは 1987 年から 1997 年の間に、12カ国に 22隻の警備艇を供与してきた。PPBP

の一環として、1992 年からタスマニア大学（University of Tasmania）のオーストラリア海

洋カレッジ（Australian Maritime College）が島嶼国から要員を受け入れて訓練を施してお

り、これまで 4 千人以上を育成してきた。また RAN からも島嶼国に顧問が常駐して指導
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に当たるとともに、警備艇をめぐり、耐用年数延長のための修復、燃料購入、メンテナン

ス、港湾インフラ整備など、様々な支援を提供してきた。こうした努力の結果、各国では

警備艇が年平均 70回程度使用されており、これは島嶼国の限られたマンパワーからすれば

高い稼働率を上げている21。今日多くの警備艇は耐用年数に近づきつつあり、2014 年にオー

ストラリアは新 PPBP 計画を発表している22。ミクロネシア諸国の海洋監視能力構築には

笹川平和財団（Sasakawa Peace Foundation）が積極的に支援してきたが、2016 年 2月になっ

て漸く日豪外相間で「太平洋戦略（Australia-Japan Strategy for Cooperation in the Pacific）が

合意され、海洋安全保障と監視をめぐって両国が能力構築支援・訓練・共同演習といった

分野での協力の機会を模索していくことが合意された23。 

 さらに ADF はソラニア作戦（Operation Solania）として、太平洋諸島フォーラム（Pacific 

Islands Forum: PIF）の漁業庁（Forum Fisheries Agency）が実施する、違法漁業取締のための

監視パトロール演習に、RAAF の P-3C哨戒機と RAN の艦艇を派遣して、諜報・監視・偵察

（intelligence, surveillance and reconnaissance）支援を行っている。ソラニア作戦は 2012 年に

合意された太平洋海洋監視パートナーシップ（Pacific Maritime Surveillance Partnership）の下

で、豪 NZ 仏米の 4 カ国が調整する多国間海洋監視支援の一環でもある24。これらのオース

トラリアによる太平洋島嶼国への支援は、一定の成果を上げてはいるが、課題は地域での

オーストラリアの影響力が低下していることである。特に島嶼国の中心的存在の 1 つである

フィジーは、2006 年のクーデター後の制裁措置に強く反発して中国に接近するなど、豪 NZ

離れを進めており、2014 年の民政復帰・制裁解除後も PIFへの復帰を渋っている。 

 ADF はまたゲイトウェイ作戦（Operation Gateway）として、1980 年代初頭からマレーシ

アのバタワース空軍基地に RAAF哨戒機を配置して、南シナ海・マラッカ海峡・東インド洋

の海域をパトロールしてきた。2015年 11月に南シナ海の中国の人工島付近を飛行し、FONOP

に参加したと言われた RAAF の P-3C も、同基地から出動しており、この作戦の一環である25。 

 2015 年にオーストラリアはアジア・コーストガード機関長官会合（Heads of Asian Coast 

Guard Agencies Meeting）の 20番目のメンバーとして加入し、MBC が代表として参加する

こととなっている26。こうしてアジア近隣諸国と海洋安全保障協力に取り組む姿勢を見せ

ているが、OSB の一環としてオーストラリアがボートピープルをインドネシア領海まで引

き戻し、その際 RAN 艦艇がインドネシアの領海を侵犯したとして、インドネシアで大き

な問題となったことがある27。ただし、オーストラリアとは対テロ対策をめぐって緊密な

連携を築いてきたことから、ジャカルタの政権はその厳しいボートピープル対策を正面か

ら批判することは避けている。 

 東ティモール独立をめぐり悪化したインドネシアとの関係を何とか改善してきたオース
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トラリアは、多国籍軍の主力としてその治安の回復に大きく貢献したにもかかわらず、海洋

境界の画定をめぐって東ティモールから反発を受けている。図 2 のように、オーストラリア

はインドネシアとの間では 1972 年に、中間線（equidistant line）を越えてその大陸棚の延伸

を認めさせる形で、海洋境界を画定していたが、当時東ティモールの宗主国であったポルト

ガルは交渉に参加せず、海洋境界は画定されなかった。80 年代末にオーストラリアはインド

ネシアが併合していた東ティモールとの間の境界、ティモール・ギャップ（Timor Gap）か

ら中間線までの海域を協力ゾーン（Zone of Cooperation: ZOC）に指定し、そこでの資源収益

を折半した。東ティモール独立後にはオーストラリアは ZOC から改称した共同石油開発区

域（Joint Petroleum Development Area: JPDA）で生産される石油の 90%を東ティモール側に譲

ることで妥協したが、東ティモールは JPDA の外の一部海域も中間線までを自国の EEZ とし

て境界を画定すべきと主張している。EEZ を延伸して JPDA 内よりも埋蔵量の多いと見られ

る海域での石油ガス資源の確保を狙う東ティモールは、国際司法の場での解決を要求してい

る28。ところが、オーストラリアは 2002 年の独立直前に、東ティモールとの海洋境界画定を

UNCLOS で定められた国際司法裁判所（ICJ）の審理から除外すると宣言している29。その

ためオーストラリア政府は交渉で画定するのが最善との立場を採っており、東ティモールと

の圧倒的パワーの差を利用して、その確定見直しの要求を黙殺している。 

 近年の日豪関係で唯一と言っていい厄介事が捕鯨問題である。2010 年にその年に予定さ

れていた選挙での人気取りを意識して、ラッドが提訴した日本の南極海における捕鯨活動

に対して、アボットが首相として初の訪日中の 2014 年 4月、ICJ は日本の計画を調査捕鯨

として認められないとの判決を下した。しかし、安倍晋三・アボット両首相間の親交をベー

スに日豪安保協力が著しい進展を遂げる中で、捕鯨は両首相の下での著しい日豪安保協力

の進展にネガティブな影響を及ぼさなかった。2015 年 11 月に日本は判決以来中断してい

た捕鯨を新たな計画の下に再開することを発表した。しかも、オーストラリアが東ティモー

ルに対して採ったように、日本は捕鯨問題を ICJ で審理しないとの宣言を発した30。これ

に対して、同年 9月にアボットから党首の座を奪っていたターンブル（Malcolm Turnbull）

首相は、12月の訪日時に安倍首相との会談の席で日本の捕鯨再開に対する深い失望を表明

したにとどめ31、その後オーストラリアではこの問題は大きく採り上げられていない。日

豪間での捕鯨をめぐる対立は、高度に政治的・文化的な性格を帯びており、政治的ポピュ

リズムに利用されたときにのみ認識される問題にすぎず、海洋安全保障のイッシューとし

て捉えるのは適切でない。海洋安全保障協力をめぐっては、日豪間には太平洋島嶼国の能

力構築など積極的に取り組むべきチャレンジが多く残されており、捕鯨に気を取られてい

る余裕はないことを、両国政府は認識すべきである。 
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図 1: Australia’s Maritime Boundaries 

Source: Australian Government. www.ga.gov.au/webtemp/image_cache/GA11214.pdf 
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図 2: East Timor’s claim for EEZ 

Source: The La’o Hamutuk Bulletin, Vol. 4, No. 3-4: August 2003. 

http://www.laohamutuk.org/Bulletin/2003/Aug/bulletinv4n34.html 
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第５章 インドネシアの海洋安全保障政策カントリー・プロファイル 

 

本名 純 

 

はじめに 

 現在、インドネシアの国防・安全保障政策は、大きな転換を迫られている。それは、一

言でいえば、反植民地独立戦争の「栄光」に基づく「大陸型地上ゲリラ戦」を中心とした

伝統的な国防・安全保障観からの脱却であり、それに替わるものとして、群島国家の海洋

安全保障パラダイムの確立である。2013 年から 2 年間、同国の国軍司令官を務めたムルド

コ陸軍大将は、その転換について次のように語る。「きっかけは南シナ海における安全保障

環境の大きな変化である。中国のアグレッシブな南進が、それを引き起こしている。イン

ドネシアの北の海は、この新たな脅威にとても脆弱であることは明白であり、いまこそ国

軍の軍事ドクトリンと組織形態の再構築を行うときである1。」その主張と伴に、ムルドコ

国軍司令官は、退官の間際に「国軍の組織再編に関する大統領令」の修正案2をジョコ・ウィ

ドド（愛称ジョコウィ）大統領に提出した。その修正案には、これまでユドヨノ大統領時

代から必要性を認められてきたものの、依然として実現されていない陸海空の統合コマン

ドを西部インドネシア、中部インドネシア、東部インドネシアにそれぞれ配置し、対外脅

威に対して 3 軍で対応する計画が強調されている。当然その重点は西部インドネシアであ

り、ナトゥナ諸島周辺におけるインドネシアの EEZ と中国が主張する「九段線」がオーバー

ラップする海域での安全保障の強化にほかならない。 

 しかし、ムルドコのいう国防・安全保障の転換は、現実には多くの問題を抱えている。

おそらく、彼が提出した大統領令の修正案は、陽の目を見ることはないであろう。ジョコ

ウィ大統領も、海洋重視の国家ビジョンを掲げ、海洋経済の発展に積極的に取り組んでい

るものの、安全保障の戦略シフトに関してはなかなか決断できないでいる。なぜなのか。

そこにはインドネシア独特の政治的・経済的理由がある。それを理解するために、本稿で

は第一に、同国の海洋安全保障の前提になる海洋主権と海洋法の解釈を考察する。その上

で、第二に、現在の海洋安全保障政策を分析する。最後に、海上警備体制の新展開と課題

を見ていきたい。それらを通じて、インドネシアの海洋安全保障のジレンマを浮き彫りに

したい。 

 

１．海洋法の解釈 

 インドネシアは群島国である。いわゆる「ジュアンダ・ドクトリン」と呼ばれる群島国
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家宣言を行ったのが 1957 年である。その直後に始まった国連海洋法会議での交渉を通じて、

UNCLOS は群島国の主権と水域を定義付けするに至った（第 49条）。これを受けて、1985

年に UNCLOS の批准に関する国内法3を制定し、1996 年には自国の領海に関する新しい法

律4を設置、さらに 2002年の一連の政令5で外国船籍の船舶や航空機の責任等を定めた。2008

年には、2002 年の法令の一部修正を新たな法令6で定め、さらに国家領域に関する新法7を

制定した。 

 この 2008 年の国家領域法は、他国との境界の画定を推進するものであり、これまでのと

ころ、海洋においては 17カ所で境界合意が成立している。インドネシアは 10カ国8と海の

境界を有しており、この数は世界で一番多い。その国境も、領海、大陸棚、EEZ と多様で

ある。未画定の境界が多く、例えばインドネシア領海の約四割は境界未画定であり、シン

ガポールやマレーシア、東ティモールと交渉中である。EEZ の境界に関しても東ティモー

ルやパラオ共和国、フィリピン、ベトナム、タイ、インドとの間で合意に至っていない。

大陸棚でもフィリピン、パラオ、東ティモールとの間で境界が定まっていない。 

 この境界未画定海域の実質的な問題として、インドネシアが常に懸念し続けてきたのが、

第一に漁業の合法性に関する問題であり、第二に海上における法執行の実効性の問題であ

り、第三に石油ガス採掘における投資家への政府保証の問題である。特に近年では、中国

が正統性を主張する「伝統的な漁業海域」が、インドネシアのナトゥナ海域を含んでおり、

中国漁船の違法漁業を中国海警局の船舶がバックアップする状況が、インドネシアの海洋

資源の保全と海上法執行に大きな懸念を与えている。 

 では、インドネシアはどのように自国の海のルールを設定しているのか。まず、領海と

群島水域における無害通航権について、インドネシアは UNCLOS の基準に沿って 1996 年

の領海法と 2002 年の法令第 36号に定めている。それによって、無害通航権の行使にはい

くつかの義務を課している。第一に、公海と公海をまたがる移動、もしくは EEZ と EEZ

をまたがる移動を目的にして、インドネシアの領海・群島水域を経由する場合、外国籍の

船舶は群島航路帯（Archipelagic Sea-Lanes: ASL）を通航しなければならない。 
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図：インドネシアにおける群島航路帯9 

 

図に示されているように、インドネシアの ASL は 3カ所にあり、ASL1 がスンダ海峡か

ら西部ジャワ海、カリマタ海峡とナトゥナ海を経由してシンガポール海峡や南シナ海に出

る航路帯。ASL2 がロンボク海峡から東部ジャワ海、マカッサル海峡そしてセレバス海に

繋がるシーレンで、マラッカ海峡や ASL1 を通航するのが困難な喫水の深い船舶が利用す

る。ASL3 は少々複雑で、インド洋からサブ海、もしくはティモール海かアラフラ海から

バンダ海に接続し、マルク諸島の間をぬってマルク海に出てセレベス海や太平洋にぬける

航路帯である。無害通航権の行使は、この３つの ASL に限定するというのがインドネシア

の立場である。 

 また、インドネシアの内水に入ることを目的とする外国籍船舶にも、指定の ASL を経由

する義務を課している。外国漁船が無害通航権を行使する場合は、漁獲設備をしまって

ASL を通航する義務を課している。海洋調査船の場合も、同様に、調査設備をしまって

ASL を通航する義務が明記されている。外国船籍のタンカーや原子力船、核や他の有害物

資の運搬船に関しても、インドネシア領海と群島水域への進入が単なるトランジットの場

合、ASL を通航することを無害通航権行使の条件に設定している。 

 無害通航権ではなく、通過通航権については、2002 年法令 37 号で定めており、外国の

船舶・航空機・軍艦・軍用機には以下の７つの義務を課している。第一に、輸送目的の外
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国船舶・航空機は群島水域を「通常のモード」で運行する。第二に、それらの通過の際、

船舶・航空機は、群島航路帯・航空路の中心線から 25カイリ以上離れてはならない。第三

に、それらの外国船舶・航空機は、インドネシアの主権を脅かす行為や武力の使用を禁じ

る。第四に、外国の軍艦や軍用機は武器の使用を禁じる。第五に、外国の航空機は不可抗

力の事由を除きインドネシア領域に着陸できない。第六に、外国籍の船舶は不可抗力の事

態もしくは海難救助以外の時に停泊や錨をおろすことはできない。第七に、外国の船舶と

航空機は、許可を受けていない放送や通信システムの妨害、許可を受けていない人物・集

団（インドネシア側）との通信を行ってはならない。これらが群島航路帯通航権に対する

条件である。 

 では、国際海峡であるマラッカ・シンガポール（以下、マ・シ）海峡においてインドネ

シアの対応はどうなっているのか。マ・シ海峡の分離通航帯を航行する限りは、通過通航

権（通航船舶は害されない）を行使して通航できるが、インドネシアのスマトラ島沿岸を

航行する場合、群島水域に入ることになる。ただ、ここには ASL の指定がないため、外国

船舶は無害通航権を使って航行することになる。観念的には、通過通航より無害通航のほ

うがインドネシアの干渉を受けやすいが、「通常のモード」の海上輸送を行う商船であれば、

実質的な違いはないと考えられている。 

 最後に EEZ に関しては、1983 年法律第 5号（EEZ に関する法10）で定めている。外国船

の航行については、航行の自由を制限するような明記はないものの、EEZ内での外国船の

無許可の漁獲活動や資源採掘についてはインドネシア海軍が法執行を担当することや、違

法行為に対する処罰は地方裁判所で判決すること等が明記されている。 

 

２．海洋安全保障政策 

 海洋法の解釈は以上の通りであるが、海洋安全保障政策はどのように設定されているの

か。これは、主にインドネシア国軍（海軍）が担当する部門と、シビリアンが担当する部

門に分かれる。海軍は海洋におけるインドネシアの主権を他国の軍事的脅威から守ること

が主要ミッションであり、その海洋防衛戦略は、近年であれば例えば 2003 年の海軍戦略

ペーパー11に示されており、ポスト冷戦とグローバル化時代の海洋防衛戦略は 3 つの柱で

成り立っているとする。第一は海軍外交を通じての抑止戦略、第二に戦時において海と空

で形成される二層防衛戦略、第三に戦時に相手国にインドネシア海域を利用させないため

の海洋制御戦略であるという。 

 しかし、現実の脅威主体は、他国の軍事組織というよりは、違法漁業や密航、海賊など

の海洋犯罪が主流であり、国防という観点からは、海軍はあまり最新装備を必要とする環
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境にはない。また、軍事的脅威への対応よりも、自国領海の平和・秩序維持が日常的には

重要な任務である。具体的には、マ・シ海峡と 3 つの ASL、そして境界未画定海域の秩序

を維持することであり、そのことがインドネシアの国際貿易を支え、国家経済の発展に寄

与し、結果的に国家主権も強固になると考えている。そのため、例えば 2008 年の国防白書12

が強調するように、国境に近い 92 の小島のうち、12 島を優先的に海軍がパトロールして

他国に実効支配されないよう努めてきた。その海軍にとって、2014 年 10月に発足したジョ

コウィ政権は大きな追い風になっている。 

 ジョコウィは、インドネシアで初めて「海洋ドクトリン」を掲げた大統領である。2014

年 5月に選挙キャンペーンで発表した政権マニフェストや、大統領選挙後の勝利宣言では、

インドネシアを地戦略的に「グローバルな海洋軸」（global maritime axis）と位置づけた。

同年 11月には、大統領就任後初めて参加した東アジアサミットで、「グローバルな海洋柱」

（global maritime fulcrum）のビジョンを示し、インドネシアの海洋重視政策を国内外に印

象づけた。このジョコウィの海洋軸ドクトリンは、インド洋と太平洋を橋渡しするインド

ネシアの戦略的重要性を強調するものである。それには 2 つの背景がある。まず、グロー

バル化の進展で 2 つの海が経済的に急速に接近するなか、その中央に位置するインドネシ

アには、経済活動の巨大なポテンシャルがあるということ。第二に、中国の台頭とアメリ

カのリバランシングという東アジアの戦略シフトに対し、インドネシアの主体性とプレゼ

ンスを高めていくには、アジアの「海洋大国」という国家アイデンティティを打ち出すべ

きだという意識である。 

 この海洋軸ドクトリンの政策的プライオリティは、島と島との連結性の強化と港湾イン

フラのグレードアップである。とりわけ東部インドネシアに重点を置いている。実際、マ

ルク諸島を見てみると、豊かな水産資源があるにもかかわらず、コネクティビティが欠如

しているため、地元経済は自己完結しており、国家経済への貢献も少なければ、国会経済

からの恩恵もあまり受けていない。西部インドネシアでも、例えばジャカルタからシンガ

ポールにコンテナを送るほうがスマトラ島のパダンに送るより 3倍安い。従って、海洋ド

クトリンのビジョンは、インドネシア全体で島と島とのコネクティビティを強化し、各地

で港設備を発達させることで、インドネシアの海洋ビジネスと貿易を加速させる。それが

国家財政を強化し、経済発展を促し、グローバルな海洋貿易と海洋商業のハブとしてのイ

ンドネシアの重要性を高める、というものである。 

 ジョコウィ政権の海洋安全保障の認識は、基本的にこのビジョンの延長にある。そのた

め、海軍においては、いよいよ自分たちの時代が来たという認識を強く持っている。海軍

（Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut: TNI-AL）は、伝統的に海洋安全保障の脆弱性が
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郷土防衛の問題だと認識してきた。日本占領期の終了直後にオランダが本土に戻ってこら

れたのも海洋防衛能力が低かったからであるし、1957 年に起こったインドネシアからの分

離独立を掲げた地方反乱の際も、反乱勢力が海を効果的に使い、海軍は彼らの動きを封鎖

できなかった。1962 年にイリアン・ジャヤを併合した際も、オランダの空母が同地に接近

した。近年では、海賊対策が不十分だという理由で外国からの介入を許しているという認

識もある。そのため、海軍にとって、ジョコウィの海洋軸ドクトリンは大歓迎であり、海

軍の強化を通じて、海洋資源やシーレーン、群島水域、領海、EEZ を伝統的・非伝統的脅

威から護るという組織ミッションにシンクロさせている。 

 ではその能力はどういう状況にあるか。海軍は、ユドヨノ大統領時代に 2005 年から 2024

年までの 20 年計画で「最小必須戦力」（Minimum Essential Force: MEF）を整備するとし、

2020 年までに外洋海軍と沿岸海軍の間の地域海軍（Green-Water Navy）を目指すというブ

ループリントを示した。この MEF では、20 年間のうちに海軍は 5 つの艦隊を保有したい

とし、実働可能な戦闘艦、哨戒艦、補給艦を合わせて 274隻持ちたいとする。実働可能と

いうのがカギであり、現在では 317 の哨戒艦と 151 の戦闘艦、そして 2隻の潜水艦を保有

するものの、実際に運用可能なのは哨戒艦でいえば 60隻程度である。残り 250隻のうちス

タンバイが 50隻ほどで、それ以外は「メンテナンス中」である。もっといえば、運用可能

な 60隻の哨戒艦のうち、実際に稼働しているのは 15隻ほどである。残りの 45隻は燃料が

ない（費用を捻出できない）ため稼働不可の状況にある。 

 海軍力強化が叫ばれるものの、その実現を阻んでいるのが、第一に予算不足であり、第

二に国内防衛産業の弱さである。スハルト大統領の時代（1968-98）から国防予算はおさえ

られていたが、1997 年のアジア通貨危機で国家財政は大幅に悪化し、2004 年のユドヨノ時

代の到来でようやく経済成長の回復と、それに伴う国防費の増加に期待が持てるように

なった。実際に、2001 年には 20億ドルであった国防予算は、2013 年には約 4倍の 83億ド

ル（GDP の 0.9％）に増加した。近隣諸国は GDP の 2％が平均であることから、インドネ

シアは依然として低くおさえられていると言えるが、南シナ海とナトゥナ海の不安定を背

景に、ジョコウィ政権は、2019年までに国防予算を GDP の 1.5％まで引き上げると主張し、

国軍の支持を受けている13。 

 国内の軍事産業は、兵器製造の国営 PT Pindad と造船の国営 PT PAL があるが、資金も整

備も貧弱である。そのため、艦艇に使用されるコンポーネントの約７割は輸入に頼ってい

るのが現状である。ジョコウィ政権は、この産業育成に力を入れようとしている。そのた

めの外国投資の誘致に積極的であり、「防衛外交」を自ら手がけている。日本との間でも、

2015 年 3 月のジョコウィ来日時、そして翌年の「2+2」の場面で、その防衛外交がみられ
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た。 

 このように現政権は、海洋軸ドクトリンを掲げ、そのビジョンに基づいて海洋ガバナン

スを安全保障化しつつ、国軍の役割を強化しようとしている。なかでも優先度の高い問題

は南シナ海でありナトゥナ海である。2016 年に入って、陸軍はナトゥナ諸島に配置されて

いる陸軍兵士を従来の 800人から 2000人に増強する予定である。空軍も、この地区の戦闘

機を増やすとしている。海軍も、ナトゥナ海に派遣する船を増やしており、例えば 2015

年 12月には 7隻の軍艦を送り、翌月には 14隻に倍増した。また、ジョコウィ政権になっ

てから、ナトゥナ諸島から 480キロ離れたバタム島で、ナトゥナ防衛を想定したアメリカ

軍との合同演習を 2回行っている。明らかに南シナ海問題にシフトした国軍の体制作りが

見られる。 

 

３．海上警備の課題 

 とはいえ、インドネシアの海洋安全保障の課題は、もちろん南シナ海問題に限定される

わけではない。海洋ガバナンスの安全保障化のプロセスには、越境犯罪対策の本格化も含

まれている。むしろ日常的には、その問題のほうがインドネシアの海洋ガバナンスには切

実であるともいえよう。具体的には、第一にテロリストを含む「人の密航」、第二に海賊や

船舶に対する武装強盗、第三に違法・無報告・無規制漁業（いわゆる IUU 漁業）、第四に

天然資源の密輸であろう。問題は、どこの政府機関が、これらの複雑な問題に対応するか

の制度設計である。以前のスハルト政権下であれば、強権政権の背骨として君臨した国軍

が「二重機能」というドクトリンを掲げて非軍事部門の省庁に大量に出向し、関係機関の

権限と権益をトップレベルで掌握していた。当然、海洋部門であれば海軍が強い権限を持っ

ていた。しかし、1998 年以降の民主化の過程で「二重機能」は廃止となり、海洋部門の権

限も 12 の関係省庁に分散していく。同時に、2001 年以降は、民主改革の一環で、地方分

権化政策も導入され、中央政府から地方自治体へ多くの権限が移譲された。これらの結果、

海洋行政の複雑化と権限のオーバーラップが顕著となり、海洋犯罪の取り締まりも充実か

らは程遠い状況にある。 

 この解消に向けたイニシアティブが、2006 年にユドヨノ政権下の大統領令（2005 年第

81号）14で新たに作られた海上保安調整組織（Bakorkamla）である。この Bakorkamla には、

12省庁にまたがる権限の整理と行政手続きの効率化に向けた、政策「調整」を行う権限が

与えられた。具体的には、海上治安に関する合同作戦や合同訓練の計画策定や、その実施

であり、あくまでも「調整役」の域を出ることはなかった。その後、ユドヨノ政権の終了

直前に海洋法（2014 年第 32号法15）が制定され、ようやく調整役に限定されたものではな
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く、法執行の主体として Bakorkamla を衣替えする条項が加わった。それが海上保安組織

（Bakamla）である。その立ち上げのため、ジョコウィ政権は、すぐに大統領令16（2014

年第 178 号）を出し、Bakamla の役割を調整ではなく、海上安保の国家政策の策定や、パ

トロールと法執行であると定めた。2015 年に初代 Bakamla長官に任命されたママヒット海

軍中将は、「Bakamla という名称を使っているが、実質的にはインドネシアのコーストガー

ドである」と新組織を位置づけた。また、海洋問題調整大臣のリザル・ラムリは、Bakamla

設立一周年式典で、「未だ 12省庁に海洋法執行の権限が散らばっているが、目標としては、

Bakamla に一元化していく」と説明した17。 

 これによって何が変わりつつあるか。海上警備にあたるプレーヤーが、これまでのよう

に海軍、海上警察、運輸省海運総局、海洋漁業省、税関管理局に留まらず、新たに Bakamla

が加わる形になり、今後は Bakamla に海上法執行が一元化されるというシナリオは、国家

警察の不信感を煽るのに大いに貢献している。なぜなら、彼らは Bakamla の背後に国軍の

「失地回復」の野心を読み取っているからである。そもそも Bakorkamla 時代から、海軍は

積極的に「新組織」を支援してきた18。その背景には、スハルト後の民主改革の過程で「国

防」（defense）に限定された国軍の役割を今こそ「安全保障」（security）にまで拡大（回復）

したいという悲願がある。海軍から人材や整備を注入していくことで、Bakamla を「弟分」

に仕立て、海軍の影響力の強いシビリアンのコーストガードを作っていく。これが海軍の

ビジョンである。早速 Bakamla には海軍から 10隻の巡視艇が譲渡された。これから 30隻

を造船する計画が打ち出されている。 

 警察は、このような国軍の役割拡大を警戒している。そもそも、海賊や違法漁業といっ

た治安の問題は、本質的に軍事ではなく、軍人が全面に出て対応をするような状況は健全

とはいえず、陸と海での警察による法執行こそが適切な対応である。その立場から、国軍

色の強い Bakamla の拡大は、国家警察にとって懸念材料である。また国軍は、Bakamla に

続いて、国家安全保障会議（NSC）の設立もジョコウィ大統領に強く迫っている。ここで

陸海空の安全保障政策のプライオリティを決めるというビジョンであり、国軍関係者が重

要ポストを占める可能性が高い。「NSC など必要ない。治安政策の調整が必要なら調整大

臣府がやればよい。なぜ新設しなければならないのか。反対である」と国家警察長官は主

張する19。このような状況を考えると、Bakamla の誕生は、海上安保機関の間のライバル競

争を促進している面があり、それは長期的には解消されることを期待したいが、例えば関

係機関の士気低下やサボタージュなど、少なくても短期的には海上警備体制にネガティブ

なインパクトを与える可能性は否定出来ない。 
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おわりに 

 以上の考察からわかるように、インドネシアではジョコウィ政権になって、海洋安全保

障に対する意識が大きく変化している。そのきっかけは、第一に政権の掲げる海洋軸構想

であり、第二に南シナ海問題と直結するナトゥナ海での中国との摩擦である。この２つの

ベクトルが共鳴するなか、安全保障部門における国軍のプレゼンスは拡大し、同時にナショ

ナリズムに訴えた政策執行の場面も増えてきた。その典型が、外国 IUU船舶の「爆破ショー」

であり、2015 年だけでも 157 隻の外国 IUU 船を拿捕し、うち 107 隻を爆破して沈めてい

る。この爆破には軍艦が動員され、武力の誇示とナショナリズムの煽動で違法漁業対策が

形作られてきた。ナトゥナ海についても同様であり、インドネシアの EEZ内で中国漁船が

違法漁業をするので、これをどう取り締まるかという法執行の問題が本質である。しかし

国軍は、これを国防の問題に解釈し、ナショナリズムの高揚と絡めて、部隊の再配置や海

軍力強化を訴えている。 

 インドネシアにおける違法漁業の問題は、ナショナリズムや軍事で解決できるほど簡単

なものではない。各地の海洋文化、伝統的な越境生活圏、地方水産経済の変容、漁村の貧

困化、漁業ライセンスに関する汚職の蔓延、脆弱な国境監視など、外国の問題というより

インドネシアの複雑な国内問題に根本的な原因がある。その意味で、今の海洋犯罪対策の

「軍事化」は「行き過ぎた安全保障化」（over-securitization）であり、その解除が健全である。 

 そのためにも、国際社会の「積極的な関与」が期待されている。おそらく、それはコー

ストガードの育成がカギとなる。海軍の思惑を遮断して、いかにプロフェッショナルなコー

ストガードを作っていけるか。軍組織と違い、コーストガードは国際協力が要である。そ

の国際協力の制度化を通じて、海洋ガバナンスを「脱軍事化」していく。そのイニシアティ

ブを Bakamla に期待したい。実際 Bakamla は、地域で国際協力を進めている。マレーシア

のコーストガード（MMEA）とは、マラッカ海峡での合同パトロールを行い、オーストラ

リア国境警備隊（ABF）とはキャパシティ・ビルディングに向けた合同オペレーション、

中国とは海洋観測衛星の分野で協力、日本とは通信システムや人材育成の分野で協力して

いる。マルチの国際協力においても、アジア海上保安機関長官級会合への参加や、ベスト

プラクティス共有を目的とした海上保安机上演習（MSDE）を共催している。こういう活

動を通じて、国際的な規範と能力基準を備えたコーストガードに発展していくことが、イ

ンドネシアの海洋安全保障政策にとって中長期的に重要な課題であろう。 
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第６章 ベトナムの海洋安全保障政策カントリー・プロファイル 

 

グエン・ティ・ラン・アン 

 

１．海事法の解釈 

� （群島域の）領水の無害通航権に関する理解 

 現行のベトナム国内法の下では、無害通航権はベトナムの領海において全ての国の全て

の船舶が享受する権利と認識されている。2012 年ベトナム海洋法第 22 条（2）は、「全て

の国の船舶はベトナムの領海を通る無害通航権を享受する」と規定している。 

 しかし、この権利は、ある種の船舶に対しては特定の要件の下で適用されている。第 1

に、ベトナムの領海で無害通航権を行使する外国軍用船舶は、ベトナムの管轄当局に事前

に通告しなければならない。これは、1982 年の海洋法に関する国際連合条約（UNCLOS）

に対する追加要件である。にもかかわらず、これは事前通告を怠った外国軍用船舶に対し

て何らかの影響を及ぼすものではないため、無害通航を認める条件を作り出すものでも、

外国軍用船舶に負担を生じさせるものでもない。 

 第 2 に、外国の石油タンカーや原子力船、放射性物質・有害物質・危険物質の輸送船は、

ベトナムの領海を無害通航する際に、個別の事情に応じて指定された航路の利用を要求さ

れる可能性がある（2012 年ベトナム海洋法第 25 条）。外国の原子力船及び放射性物質・有

害物質・危険物質の外国輸送船の船長に対しては、船舶及び積載物に関する十分な技術文

書や強制民間保険文書の携行、船舶及び積載物に関する全ての技術文書をベトナムの管轄

当局に提出する用意、ベトナム法及びベトナムが締約国となっている条約により当該船舶

について定められている特別予防措置の完全な履行、特別予防措置の適用に関してベトナ

ムの管轄当局によりなされた決定（漏出及び環境汚染を引き起こす可能性を示す明確な兆

候や証拠がある場合のベトナム領海の通航禁止やベトナム領海からの即時強制退去）の遵

守など、更なる義務も課されている（第 24 条）。 

 第 3 に、外国潜水艦及びその他の外国潜水機は、ベトナム政府により別段の許可が与え

られている場合、及びベトナム政府と旗国政府の間で合意されている場合を除き、海面上

を航行し、かつ、国旗を掲揚しなければならない（第 29 条）。ベトナム法が潜水艦、石油

タンカー、原子力船、放射性物質・有害物質・危険物質の輸送船に適用する条件は、1982

年の UNCLOS の規定と一致している。 

 これらの要件を除き、ベトナム法における通航方法に関する規定及び「無害」に関する

解釈は、1982 年の UNCLOS と一致している。 
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 大陸国として、ベトナムは群島水域を設定しなかった。したがって、無害通航権は領海

についてのみ規定されている。 

 

� EEZ 内の航行権及び上空飛行権に関する理解 

 EEZ において、ベトナムは航行及び上空飛行の自由を尊重している。1977 年以降、ベト

ナムは基線から 200 海里の EEZ 設定を表明した。EEZ の限界が 200 海里であることは、2012

年ベトナム海洋法第 15 条により再確認されている。200 海里のベトナムの EEZ 内におい

て、ベトナムは、同国の主権的権利、管轄権及び海事上の国益を害さないものである限り、

他国による航行及び上空通過の自由、海底ケーブル及びパイプラインの敷設権、並びに、

合法的な海洋利用を尊重している（第 16 条）。 

 

� （マラッカ及びシンガポール海峡沿岸諸国による）国際海峡の通過航行権に関する理解 

 ベトナムは国際海峡の隣接国ではないため、ベトナム法には国際海峡の通過航行権に関

する特別な規定はない。 

 

２．海事安全保障政策 

� 国内法及び海事安全保障政策 

3,260 キロの沿岸線を有する沿岸国として、ベトナムは様々な海事安全保障上の脅威に

直面している。伝統的な側面においては、南シナ海における主権及び海事紛争が、自制の

欠如、威嚇、強制、脅迫、武力行使に繋がりかねない顕著な問題である。したがって、こ

れはベトナムの海事安全保障に否定的な影響を及ぼし、地域の平和及び安全を危険に晒す

可能性がある。非伝統的な側面においては、海洋環境の保護、海事上の安全、生物多様性

の保存、海洋の科学的調査などに、ベトナムは大きな関心及び利益を有している。 

 海事安全保障上の脅威に対応し、ベトナムの国内法は、全ての海域、即ち、内水、領海、

接続水域、EEZ 及び大陸棚においてベトナムの主権、主権的権利及び管轄権を行使すると

ともに、海洋秩序を確保するための法的枠組みを設定している。ベトナムの国内法は広範

な海事安全保障を対象としており、ベトナム海洋法（2012 年）、海洋及び島嶼資源法（2014

年）、海事規程（Maritime Code）（2015 年）、国境法（2003 年）、漁業法（2004 年）、環境保

護法（1993 年）、水資源法（1998 年）、石油法（1993 年）、ベトナムの海洋境界域における

人、車両及び船の活動管理に関する政令 71/2015/ND-CP などが含まれる。さらに、ベトナ

ムは 2020 年までの海洋戦略も発出している。 

 ベトナムの海事安全保障政策は、（ⅰ）国家主権及び国益の保護、（ⅱ）国際法の遵守、
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（ⅲ）地域の平和及び安全の保全という 3 つの目的に応えるものである。したがって、伝

統的な海事上の脅威に関して、ベトナムは、一方では平和的な紛争解決を一貫して追求し、

他方では自衛能力の統合及び強化に努めている。非伝統的な海事上の脅威に関しては、ベ

トナムは二国間ベース及び多国間ベースで海洋秩序の保護に積極的に協力している。 

 

� 最優先課題（領有権紛争、領水警備、EEZ 管理、漁業管理、海賊行為及びテロリズム

対策など）への対応 

 ベトナムの海事政策は、ベトナムの最優先課題への対応方法に影響している。第 1 に、

領有権問題などの伝統的な側面に関して、ベトナムは関係当事者との対話を維持し、平和

的手段による様々な問題の解決に大いに努力している。しかし、ベトナムは、領海におけ

る主権の保護と EEZ 及び大陸棚における主権的権利及び管轄権の保護、並びに、ベトナム

の正当な EEZ 及び大陸棚において行われる自国の経済活動の安全確保に向けて、沿岸警備

隊や漁業監視隊などの法執行部隊の展開にも躊躇しない。 

 第 2 に、非伝統的な側面、特に越境的な問題に関して、ベトナムは他国及び国際機関と

の協力を促進している。例えば、漁業管理において、ベトナムはフィリピン、インドネシ

ア、マレーシアと、漁業に関する情報及びデータの交換、共同調査の実施、養殖開発及び

食の安全性に関する経験の交換、違法・無報告・無規制（IUU）漁業の共同防止などに向

けた多くの了解覚書（MOU）を交わしている。ベトナムは、国連環境計画（UNEP）、東ア

ジア海域環境管理パートナーシップ（PEMSEA）、東アジア海洋調整機関（COBSEA）が主

導する南シナ海の環境保護に関する協力プログラムに参加している。ベトナムは、アジア

海賊対策地域協力協定（ReCAAP）のメンバーとして、海賊行為撲滅への地域的取り組み

にも参加している。 

 

� 交渉または国際裁判所による紛争解決の事例 

 ベトナムは、近隣諸国との領有権紛争及び海事紛争を抱えている。これまでのところ、

交渉をうまく利用し、国境、海洋境界画定、暫定協力に関する 7 件の条約の締結という成

果を上げている。即ち、2000 年のベトナム・中国陸上国境条約、1985 年のベトナム・カン

ボジア陸上国境協定、1977 年のベトナム・ラオス陸上国境協定、1992 年のカンボジアとの

歴史的水域協定、1992年のベトナム及びマレーシア間の両国政府共同開発了解覚書（MOU）

並びに両国国営石油会社間協定、1997 年のタイとの海洋境界画定協定、2000 年のトンキン

湾における中国との海洋境界画定及び共同漁業協定、2003 年のインドネシアとの大陸棚境

界画定協定である。 
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 現在、ベトナムはインドネシアと EEZ 境界画定交渉、マレーシア及びタイと 3 国共同開

発モデル交渉、トンキン湾口外海域における中国との海洋境界画定交渉、カンボジアと海

洋境界画定交渉を行っている。しかし、南シナ海における主権及び海洋境界画定に関する

諸問題についてはいかなるメカニズムも確立されていない。 

 

� 南シナ海問題に対する基本政策 

 南シナ海問題には 3 つの側面がある。第 1 の側面は、主権の主張に関するものである。

ベトナムは、（基線の公表並びにパラセル及びスプラトリーの地物に関する法的地位の明確

化を公には行っていないものの）パラセル及びスプラトリーに対する主権を再確認するだ

けの法的根拠及び歴史的証拠を有している。中国（台湾を含む）もパラセル及びスプラト

リーに対する主権を主張している。フィリピン、マレーシア、ブルネイも、スプラトリー

の一部について主権を主張している。 

 南シナ海問題の第 2 の側面は、海事紛争である。南シナ海の海洋境界画定は非常に複雑

である。というのも、海域の重複が、沿岸諸国本土に接する反対側の海岸線から生じてい

るだけでなく、パラセル及びスプラトリーの法制度の解釈及び適用にもかかっているから

である。さらに、九段線も南シナ海の海洋境界画定を複雑にしている。これまでのところ、

中国は九段線の意味を明確にしておらず、ベトナムを含む他国も九段線には法的根拠がな

いと考えているからである。 

 南シナ海問題の第 3 の側面は、航行の安全、環境保護、生物多様性の保全、人道援助な

ど、南シナ海における越境的な問題に関するものである。世界有数の通航量を誇る航路で

あり、また、半閉鎖海であることから、これらの問題は沿岸諸国及びその他の海洋利用者

の利益と密接に関連している。 

 南シナ海の第 1 及び第 2 の側面に関して、ベトナムの政策は、南シナ海にかかわる領土

主権その他の見解の相違を巡る紛争については、平等、相互理解及び相互尊重の精神から、

国際法、特に UNCLOS を尊重するとともに、UNCLOS の諸原則に従って沿岸諸国の EEZ

及び大陸棚に対する主権的権利及び管轄権をも尊重しつつ、平和的交渉を通じて解決する、

というものである。第三者による司法的措置についても、利用してはいないものの、利用

する可能性を排除しているわけではなく、ベトナムとしては依然として検討しているとこ

ろである。 

 第 3 の側面に関しては、ベトナムは、同国の主権的権利、管轄権及び海事上の国益を害

さないものである限り、他国の合法的な海洋利用を尊重している。これまでベトナムは航

行及び上空飛行の自由を尊重している。ベトナムは、海上交通路の安全維持と南シナ海の
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平和及び持続可能な環境の保護に向けて他国と積極的に協力している。 

 

３．海事安全保障に関する立場 

� 海軍及び沿岸警備隊（装備、規模、役割及び予算） 

 ベトナムは、約 4万 2,000名（うち 3万名は海兵隊）の人員を擁する中規模の海軍を保

持し、ベトナム沿岸の 4地域で展開している。ベトナム海軍は、ベトナムの主権保護を担っ

ている。ベトナム海軍は、キロ級潜水艦 4隻、ゲパード級フリゲート艦 2隻、シグマ級コ

ルベット艦 5隻、タランタル級コルベット艦 4隻、モルニヤ級コルベット艦 4隻、オーサ

級急襲艇 8隻、スベトリャク級海洋巡視船 6隻、チューリャ級海洋巡視船 5隻、TT-400 TP

型海洋巡視船 4隻、ソーニャ級掃海艇 4隻、ユルカ級掃海艇 2隻、エフゲーニャ級掃海艇

2隻、トラン・ギア級測量船 2隻、K-122級輸送・兵站船 1隻、HQ-996級輸送・兵站船 2

隻、チュオンサ級輸送・兵站船 1隻、LST-542 級大型揚陸艦 7 隻、ポルノクニイ級水陸両

用船 3 隻、HQ-521 級水陸両用船 2 隻など、近代的能力を装備している。またさらなる装

備を調達中である。ベトナム海軍の全ての装備には HQ の標識が付いている。 

 ベトナムの沿岸警備隊は、ベトナム水域における主権、主権的権利及び管轄権を保護す

るために 1998 年に創設された。ベトナムの沿岸警備隊は、巡視、沿岸警備、海難に遭遇し

た船員及び船舶の支援・捜索・救助などの具体的任務を果たせるよう、近代的な艦艇を装

備している。現時点では、ベトナムの沿岸警備隊は、艦艇の機能及び能力に応じて着標さ

れた約 60隻の艦艇を装備している。120~400 トン、高速、重武装の能力を持つ巡視及び沿

岸警備用の艦艇には、00xx から 50xxまでの数字が付いている。2500 トン以上の能力を持

ち、ヘリポートを装備し、海洋巡視の義務及び指揮を行う艦艇には通常、80xx の数字が付

いている。支援・捜索・救助活動を行う船舶には通常、60xx 及び 90xx の数字が付いてい

る。艦艇のほか、ベトナムの沿岸警備隊は、MS-6000レーダーを備えた CASSA 212-400 の

標識によるものなど、哨戒航空機も装備している。沿岸警備隊の艦艇は、機能及び兵器に

より海軍の艦艇と区別化され、CSB の標識により容易に認識される。 

 

� 作戦上の課題 

 3,260 キロという長い沿岸線を有するため、ベトナムの海軍及び沿岸警備隊は多くの作戦

上の課題を抱えている。第 1 にして最大の課題は、中国が南シナ海で強硬な政策を進めてい

る状況下において、ベトナムの主権、主権的権利及び管轄権を保護することである。他の課

題は、越境犯罪、災害、海難事故などの非伝統的な海事上の脅威を減らすことである。 
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� 重要な海洋域における警備の現況 

 今日まで、ベトナムは非伝統的な海事上の脅威を減らすために二国間及び多国間の協力

を積極的に行っている。したがって、越境犯罪は十分に制圧され、災害及び海難事故は防

止及び軽減されている。しかし、領有権問題及び海事問題は未だ解決に至っていない。ベ

トナムの海軍及び沿岸警備隊は、一方では自制するとともに平和的な紛争解決を支援し、

他方では国際法、特に UNCLOS により規定されている、ベトナムの水域における同国の主

権、主権的権利及び管轄権を断固として保護している。残念ながら、一部の当事者は自制

せず、紛争をエスカレートさせている。したがって、南シナ海の状況は緊張が高まってお

り、ベトナムの正当な主権、主権的権利及び管轄権は脅威に晒されている。 

 

４．海事安全保障協力に関する外国との関係 

 ベトナムは、他国との海事安全保障協力を積極的に促進している。 

●日本とは、ベトナムは 2014 年の二国間合意により広範な戦略的パートナーシップを有し

ている。両国は頻繁に高位指導者の相互訪問を行っている。ベトナム人民軍と日本の自衛

隊の間では、防衛政策対話が年 2回開かれている。海上自衛隊及び海上保安庁の船舶は頻

繁にベトナムに寄港している。両国は、捜索・救助及び人道援助に関する経験の共有、合

同訓練、合同演習を通じた能力構築面の協力を特に促進している。特に、グエン・フー・

チョン・ベトナム共産党書記長の 2015 年の日本公式訪問時に、日本はベトナムと、ベトナ

ムの海上安全強化に向けて 2000億円の無償援助を提供する旨の外交文書を取り交わした。

さらに、日本は、ベトナムにとって新たな分野である国連平和維持活動に関する経験を共

有し、戦後処理の対応でも支援を行っている。今後、海事安全保障は引き続き日本とベト

ナムがさらに協力を進めていく有望な分野になるだろう。したがって、まずは引き続き実

践的な共同作戦活動を増やすことで能力構築に重点的に取り組むべきである。さらに、両

国は、二国間協力に関する共通のルール及びメカニズムの確立という新たなレベルに進む

とともに、同じ考えを持つパートナー間の少数国間協力へ拡大すべきである。 

●米国とは、海事安全保障協力が近年、大幅に改善している。2000 年代初頭以降、米国と

ベトナムは高官の相互訪問を開始している。政治、安全保障、防衛に関する一連の対話は

2008 年以降、定期的に行われている。その後、2010 年以降、副大臣級の二国間防衛政策対

話も開かれている。高官の訪問及び対話は、多くの更なる協力の取り決めに道を開いてい

る。例えば、2002 年の二国間捜索及び救助協定、2006 年の麻薬撲滅協定書、2007 年の二

国間海事協定、2010 年のベトナムの港湾の放射性物質防護能力を強化するための協定、

2011 年の二国間防衛協力の強化に関する了解覚書（定期ハイレベル対話、海事安全保障、
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捜索及び救助、人道援助及び災害救援［HA/DR］、平和維持という 5 つの防衛協力分野を

規定）、2013 年の両国の沿岸警備隊間の協力に関する協定（米国の正式訓練及びカリキュ

ラム開発援助のベトナム沿岸警備隊への提供、及び、ベトナムの海事安全保障を強化する

ための 1,800 万ドルの援助パッケージの供与を規定）、2015 年の防衛関係に関する共同ビ

ジョン声明（5 つの優先分野において両国間の協力を促進する 2011 年の覚書に追加する形

で、防衛関連の貿易及び軍備の共同生産［米国による武器禁輸の 2014 年における一部解除

後］という新たな 2 分野、及び、ベトナム沿岸警備隊への米巡視船メタルシャーク購入資

金 1,800 万ドルの供与を規定）などが挙げられる。さらに、米国は海事上の法執行を重視

した訓練施設をハイフォンに建設するための援助、退役した沿岸警備艦、ベトナム軍人向

けの英語訓練なども提供している。両国は、海軍や沿岸警備隊同士で船舶の頻繁な訪問や

捜索及び救助、航行の安全に関する演習も行っている。ベトナムと米国は、南シナ海にお

ける交易及び航行の自由や海事安全保障において戦略的利益を共有しているため、両国は

将来的に協力関係を強化していく大きな可能性があるだろう。 

 日本と米国のほか、ベトナムは、インド、イスラエル、スウェーデン、英国、特にロシ

アなど、多くの国々と、訓練、能力構築、武器購入を通じて、海事安全保障協力を積極的

に進めている。ロシア、フランス、インド、カンボジア、オーストラリアも海軍艦船をベ

トナムに寄港させ、多くの国が捜索及び救助の合同演習を行っている。 
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付属資料１ 1977 年 5 月 12 日の領海、接続水域、排他的経済水域及び大陸棚に関する声明 

（略） 

3．ベトナム社会主義共和国の排他的経済水域はベトナムの領海に隣接し、領海とともに、

ベトナムの領海の幅を測定するために用いられる基線から 200 海里までの区域を形成する。 

 ベトナム社会主義共和国は、生物であるか非生物であるかを問わず、ベトナムの排他的

経済水域の水域、海底及びその下にある全ての天然資源を探査、開発、保存及び管理する

ための主権的権利を有する。また施設、構築物及び人工島の設置・利用に関する排他的権

利と管轄権、排他的経済水域の経済的な探査及び開発のためのその他の活動に関する排他

的管轄権、ベトナムの排他的経済水域における科学的調査に関する排他的管轄権を有する。

ベトナム社会主義共和国は、ベトナムの排他的経済水域における海洋環境の保全並びに汚

染管理及び緩和のための活動に関する管轄権を有する。 

 

4．ベトナム社会主義共和国の大陸棚は、ベトナムの領海を越える海面下の区域の海底及び

その下であってベトナムの陸領域から自然の延長をたどって大陸縁辺部の外縁に至るまで

のもの、または、大陸縁辺部の外縁がベトナムの領海の幅を測定するために用いられる基

線から 200 海里の距離まで延びていない場合には、基線から 200 海里の距離までのものを

いう。 

 ベトナム社会主義共和国は、鉱物及びその他の非生物資源並びにその定着性種族から成

る全ての天然資源の探査、開発、保存及び管理において、ベトナムの大陸棚に対して主権

的権利を行使する。 

 

5．パラグラフ 1 で言及した、ベトナムの領土の不可欠の一部を形成し、ベトナムの領海を

越える、島嶼及び群島は、本声明のパラグラフ 1、2、3 及び 4 の規定に準拠して決定され

る独自の領海、接続水域、排他的経済水域及び大陸棚を有する。 

 

6．本声明の諸原則をもとに、ベトナム社会主義共和国の領海、接続水域、排他的経済水域

及び大陸棚に関する具体的な問題は、ベトナム社会主義共和国の主権及び利益を守るという

原則に従い、かつ、国際法及び国際慣行に沿って、更なる規制において詳細に取り扱われる。 

 

7．ベトナム社会主義共和国政府は、各国の海域及び大陸棚に関する問題を、独立及び主権

に対する相互尊重に基づく交渉を通じて、国際法及び国際慣行に従い、関係諸国と解決する。 
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付属資料２ ベトナムの領海基線に関するベトナム政府の 1982 年 11 月 12 日の声明 

 

ベトナム社会主義共和国政府により同国の国会常任委員会の承認を経て 1977 年 5月 12日

に発出された領海、接続水域、排他的経済水域及び大陸棚に関する声明のパラグラフ 1 の

規定を履行するにあたり、 

ベトナム社会主義共和国政府は、ベトナムの領海の幅を測定するための起点となる基線に

関して以下の声明を出す。 

 

（1）ベトナムの大陸棚の領海を測定するための起点となる基線は、本声明の付属資料に座

標が列挙されている点を結んだ直線により構成される。 

 

（2）ゼロ点－ベトナム社会主義共和国の領海の幅を測定するための基線とカンプチア人民

共和国の領海の幅を測定するための基線が交差する、トーチュ群島とポウロワイ島を繋ぐ

線上の海に位置する点－を出発点とし、コンコ島を終点とするベトナムの領海基線は、添

付の付属資料に列挙されている座標に従い、1979 年以前にベトナム人民海軍により公表さ

れた 10万分の 1 の海図上に引かれる。 

 

（3）バクボ湾（トンキン湾）は、ベトナム社会主義共和国と中華人民共和国の間に位置す

る湾である。ベトナムと中国の間にある湾の海洋境界は、フランスと中国清朝の間で署名

された 1887 年 6月 26日の境界条約に従って画定される。 

湾のうちベトナムに帰属する部分は歴史的水域を構成し、ベトナム社会主義共和国の内水

に関する司法制度に服する。 

コンコ島から湾口までの基線は、湾の閉鎖線に関する問題の解決後に画定される。 

 

（4）ホアンサ及びチュロンサ群島の領海の幅を測定するための基線は、ベトナム社会主義

共和国政府の 1977 年 5月 12日の声明のパラグラフ 5 に従い、今後発出される文書により

決定される。 

 

（5）基線の後方にあり、ベトナムの沿岸または島嶼に面している海域は、ベトナム社会主

義共和国の内水を構成する。 

 

（6）ベトナム社会主義共和国政府は、様々な領海及び大陸棚に関する関係諸国との全ての
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相違は、各国の国家的な独立及び主権に対する相互尊重に基づく交渉を通じて、国際法及

び国際慣行に従い、解決されるものと確信する。 

 

ハノイ、1982 年 11月 12日  
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付属資料３ 2012 年ベトナム海洋法 

 

第Ⅰ章 

総則 

 

第 1 条 規制の範囲 

本法は、ベトナムの主権、主権的権利及び管轄権の下にある基線、内水、領海、接続水域、

排他的経済水域、大陸棚、島嶼、パラセル及びスプラトリー群島その他の群島、ベトナム

の海域における操業、海事経済開発、海洋及び島嶼の管理及び保護について規定する。 

第 2 条 法の適用 

1．本法の規定とその他の法律の規定の間に、ベトナムの海域の主権及び法的地位に関して

相違がある場合は、本法の規定が優先する。 

2．本法の規定とベトナム社会主義共和国が締約国となっている国際条約の規定の間に相違

がある場合は、国際条約の規定が優先する。 

第 3 条 用語の解釈 

本法において、下記の用語は以下のとおり解釈される。 

1．ベトナムの海域は、ベトナム法、ベトナム社会主義共和国が締約国となっており、1982

年の海洋法に関する国際連合条約（UNCLOS）に則った境界及領域に関する条約に準拠し

て決定される、ベトナムの主権、主権的権利及び管轄権の下にある内水、領海、接続水域、

排他的経済水域及び大陸棚から成る。 

2．公海は、ベトナム及びその他諸国の排他的経済水域を越える全水域から成り、その海底

及びその下は含まない。 

3．船舶（vessel）とは、内燃機関の有無を問わず、大型船（ship）、小型船（boat）及びそ

の他の乗物（craft）を含め、水面上または水面下で運航する乗物を意味する。 

4．軍用船舶とは、当該国の国籍を明確に表示する外的標識を掲げ、士官名簿または同等の

文書に氏名が記載されている、当該国に服務する海軍士官により指揮される、一国の軍隊

の船舶を意味する。当該船舶は、軍令に基づいて行動する乗組員により運用される。 

5．公用船舶（vessel for official service）とは、非商業的な国家活動のためにのみ使用され

る船舶を意味する。 

6．資源には、水中、海底及びその下の生物資源及び非生物資源が含まれる。 

7．等深線とは、海の水深の等しい点を結んだ線である。 

第 4 条 海洋の管理及び保護の原則 
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1．海洋の管理及び保護は、ベトナム法に準拠し、ベトナム社会主義共和国が締約国となっ

ている国連憲章その他の条約に従って、行われる。 

2．ベトナムの行政機関、組織、市民は、ベトナムの海域、島嶼及び群島に対するベトナム

の主権、主権的権利及び管轄権を守り、海洋資源及び海洋環境を保護する責任を有する。 

3．ベトナム国は、海洋及び島嶼に関する他国との紛争を、1982 年の UNCLOS並びに国際

法及び国際慣行に従って、平和的手段により解決する。 

第 5 条 海洋の管理及び保護に関する政策 

1．国力をいかんなく発揮し、海域、島嶼及び群島に対する主権、主権的権利及び管轄権を

守り、海洋資源及び海洋環境を保護し、海事経済の開発を促進するために、必要な措置を

講じる。 

2．社会経済的開発、国家防衛及び安全保障を目的として、持続可能な方法で、海域、島嶼

及び群島の管理、利用、開発及び保護に関する戦略、計画立案及び計画を策定及び実施す

る。 

3．組織及び個人に対し、海事経済の利用、開発及び発展、海洋資源及び海洋環境の保護、

並びに、各海域の条件に適合するとともに国家防衛及び安全保障上の要件に沿った海域の

持続可能な開発に、労働力、資材、資本を投入し、科学的、技法的及び技術的な成果を応

用するよう奨励するとともに、海洋の可能性及び海洋に関する政策及び法律に関する情報

の普及を強化する。 

4．ベトナムの海域においてベトナムの漁業者により行われる漁業活動を奨励及び保護し、

ベトナムの海域を越えて、ベトナムの組織及び市民により、ベトナム社会主義共和国が締

約国となっている条約、国際法及び関係沿岸諸国の法律に従って、行われる操業を保護す

る。 

5．海洋巡視及び監視隊の運用を確保し、海域、島嶼及び群島における活動に資する兵站イ

ンフラを改善し、海洋人材を育成するための適切な投資を行う。 

6．島嶼及び群島の住民に対する優遇政策、並びに、海域、島嶼及び群島の管理及び保護に

従事する部隊への優遇措置を実施する。 

第 6 条 海事問題に関する国際協力 

1．ベトナム国は、国際法及び独立、主権、領土保全の尊重、平等、互恵に基づき、各国並

びに地域的及び国際的機関との海事問題に関する国際協力を強力に促進する。 

2．海事問題に関する国際協力には以下が含まれる。 

a. 海事及び海洋の調査研究。科学的、技法的及び技術的な応用。 

b. 気候変動対策、自然災害の防止、制御及び警戒。 
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c. 海洋の生物多様性及び生態系の保護。 

d. 海洋環境汚染の防止及び撲滅、海事経済活動から生じる廃棄物の処理、油濁事故対策。 

e. 海難捜索及び救助。 

f. 海洋犯罪の防止及び撲滅。 

g. 海洋資源の持続可能な開発及び海洋観光の開発。 

第 7 条 海洋の国家管理 

1．ベトナム政府は、海洋の全国的な国家管理を行う。 

2．省庁、省庁級機関、並びに、沿岸部の省及び中央直轄市の人民委員会は、その義務及び

権能の範囲内において、海洋の国家管理を行う。 

 

第Ⅱ章 

ベトナムの海域 

第 8 条 基線の設定 

ベトナムの領海の幅を測定するために用いられる基線は、政府により既に公表されている

直線基線である。ベトナム政府は、基線が設定されていない区域の基線を決定し、国会常

任委員会の承認を得て、公表する。 

第 9 条 内水 

内水は、基線の陸側の沿岸に隣接する水域であり、ベトナムの領土の一部を構成する。 

第 10 条 内水の法的地位 

ベトナム国は、内水に対し、陸領域に対するのと同じ完全かつ絶対的な主権を行使する。 

第 11 条 領海 

ベトナム社会主義共和国の領海は、基線から 12 海里までの水域である。 

領海の外側の限界は、ベトナムの海上国境線である。 

第 12 条 領海の法的地位 

1．国家は、1982 年の UNCLOS に従い、領海、領海の上空並びに領海の海底及びその下に

対し、完全かつ絶対的主権を行使する。 

2．全ての国の船舶は、ベトナムの領海の無害通航権を享受する。無害通航権を行使してベ

トナムの領海を通る外国軍用船舶は、ベトナムの管轄当局に事前通告を行う。 

3．外国船舶の無害通航は、ベトナムの平和、独立、主権及び法律並びにベトナム社会主義

共和国が締約国となっている条約を尊重して、行われる。 

4．ベトナム政府の合意がある場合、またはベトナム社会主義共和国が締約国となっている

条約の規定による場合を除き、外国航空機はベトナムの領海の上空に侵入してはならない。 
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5．国家は、ベトナムの領海に存在する全ての種類の考古学的及び歴史的事物に対して主権

を有する。 

第 13 条 接続水域 

接続水域は、ベトナムの領海に隣接し、かつ、ベトナムの領海を越える、領海の外側の限

界から 12 海里までの海域である。 

第 14 条 接続水域の法的地位 

1．国家は、接続水域に対し、本法第 16 条に規定されている主権的権利、管轄権及びその

他の権利を行使する。 

2．国家は、ベトナムの領域または領海における税関、関税、医療、移民に関する法律侵害

行為を防止及び処罰するため、接続水域内の取り締まりを行う。 

第 15 条 排他的経済水域 

排他的経済水域は、ベトナムの領海に隣接し、かつ、ベトナムの領海を越える、領海と合

わせて基線から 200 海里までの海域を形成する海洋の範囲である。 

第 16 条 排他的経済水域の法的地位 

1．排他的経済水域内において、ベトナム国は以下の権利を行使する。 

a. 海底の上部水域並びに海底及びその下の天然資源の探査、開発、管理及び保存のための

主権的権利、並びに、排他的経済水域の経済的開発及び探査のためのその他の活動。 

b. 人工島、施設及び構築物の設置及び利用、海洋の科学的調査、海洋環境の保護及び保全

に関する管轄権。 

c. 国際法に従ったその他の権利及び義務。 

2．ベトナム国は、同国の主権的権利、管轄権及び海事上の国益を害さないものである限り、

本法及びベトナム社会主義共和国が締約国となっている条約に準拠し、ベトナムの排他的

経済水域における、他国による航行及び上空通過の自由、海底ケーブル及びパイプライン

の敷設権、並びに、合法的な海洋利用を尊重する。 

海底ケーブル及びパイプラインの敷設は、ベトナムの管轄当局の書面による同意を条件と

する。 

3．外国の組織及び個人は、ベトナム社会主義共和国が締約国となっている条約、ベトナム

法の規定に準拠して署名された契約、または、ベトナム政府により与えられた許可に基づ

き、ベトナムの排他的経済水域における天然資源の探査、利用及び開発、科学的調査の実

施、並びに、施設及び構築物の設置に参加することができる。 

4．海底及びその下に関する権利は、本法第 17 条及び第 18 条に準拠して行使される。 

第 17 条 大陸棚 
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ベトナムの大陸棚は、ベトナムの領海に隣接し、かつ、ベトナムの領海を越える、海面下

の区域の海底及びその下であり、ベトナムの陸領域、島嶼及び群島の自然の延長をたどっ

て大陸縁辺部の外縁に至るまでのものをいう。 

大陸縁辺部の外縁が基線から 200 海里の距離まで延びていない場合には、その区域の大陸

棚は基線から 200 海里の距離までのものをいう。 

大陸縁辺部の外縁が基線から 200 海里を越えて延びている場合には、その区域の大陸棚は

基線から 350 海里を越えない距離までのものまたは 2,500メートルの等深線から 100 海里

を越えない距離までのものをいう。 

第 18 条 大陸棚の法的地位 

1．ベトナム国は、天然資源を探査及び開発するために、自国の大陸棚に対して主権的権利

を行使する。 

2．本条第 1項に規定されている主権的権利は、いかなる者もベトナム政府の同意なしにベ

トナムの大陸棚を探査する、またはベトナムの大陸棚の天然資源を探査する活動を行うこ

とはできないという意味において、排他的である。 

3．ベトナム国は、目的のいかんを問わず、大陸棚に関して、その下の開発、並びに掘削の

承認及び規制を行う排他的権利を有する。 

4．ベトナム国は、同国の主権的権利、管轄権及び海事上の国益を害さないものである限り、

本法及びベトナム社会主義共和国が締約国となっている条約に準拠し、ベトナムの大陸棚

における、海底ケーブル及びパイプラインを敷設する他国の権利、並びに、他国による合

法的な海洋利用を尊重する。 

海底ケーブル及びパイプラインの敷設は、ベトナムの管轄当局の書面による同意を条件と

する。 

5．外国の組織及び個人は、ベトナム社会主義共和国が締約国となっている条約、ベトナム

法の規定に準拠して署名された契約、または、ベトナム政府により与えられた許可に基づ

き、ベトナムの大陸棚における天然資源の探査、利用及び開発、科学的調査の実施、並び

に、施設及び構築物の設置に参加することが許される。 

第 19 条 島嶼及び群島 

1．島嶼とは、自然に形成され、水に囲まれた陸地であって、満潮時に水面上にあるものを

いう。 

群島とは、島嶼の集合体であり、島嶼の一部、隣接している水域、その他の密接に関連し

ている地勢が含まれる。 

2．ベトナムの主権下にある島嶼及び群島は、ベトナムの領土の不可欠の一部である。 
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第 20 条 島嶼及び群島の内水、領海、接続水域、排他的経済水域及び大陸棚 

1．人間の居住または独自の経済的生活を維持することができる島嶼は、内水、領海、接続

水域、排他的経済水域及び大陸棚を有する。 

2．人間の居住または独自の経済的生活を維持することができない岩は、排他的経済水域ま

たは大陸棚を有さない。 

3．島嶼及び群島の内水、領海、接続水域、排他的経済水域及び大陸棚は、本法第 9 条、第

11 条、第 13 条、第 14 条、第 15 条及び第 17 条に準拠して決定され、ベトナム政府が公表

する海図及び地理座標に表示される。 

第 21 条 島嶼及び群島の法的地位 

1．ベトナム国は、ベトナムの島嶼及び群島に対して主権を行使する。 

2．島嶼及び群島の内水、領海、接続水域、排他的経済水域及び大陸棚の法的地位は、本法

第 10 条、12 条、14 条、16 条及び第 18 条において規定されているとおりである。 
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第７章 マレーシアの海洋安全保障政策カントリー・プロファイル 

 

スマティ・パマル 

 

はじめに 

マレーシアの海域は国際法、なかでも「海洋法に関する国際連合条約（UNCLOS）」が規

定するあらゆる権利に関係している。これらには内水、領海、大陸棚、排他的経済水域（EEZ）、

ならびに該当する海域上空の空域に対する権利が含まれる。マレーシア海域の特徴となる

のは、マラッカ海峡（SOM）、南シナ海（SCS）、スル海、セレベス海、アンダマン海を通

る活発な海上交通路である。本質的に、こうした海域はマレーシアの通商の玄関口の役割

を果たしている。経済的には、生物および非生物資源に富み、マレーシアの経済発展に大

きく貢献している。更に南シナ海を囲む EEZと大陸棚は同国のオフショア経済圏の一部を

成す。マレーシアは 1996年に UNCLOSを批准した。批准時には、同条約で認められた1宣

言から成る供述書2も提出している。 

 

1．領海の無害通航権について 

領海の無害通航は全船舶に適用される。UNCLOS 第 17 条は「あらゆる国の船舶は、沿

岸国か内陸国かにかかわらず、無害通航権を有する」と規定している。UNCLOS 第 18 条

と第 19条によれば、通航および無害通航には、内水に入らず、または港（内水の外を含む）

へ入らずに領海を航行することが含まれる。条約では、こうした通航は継続的で迅速でな

くてはならないが、「停泊と錨泊も、通常の航行に付随して発生する場合、不可抗力もしく

は遭難により必要とみなされる場合、または危険時もしくは遭難時に人、船舶もしくは航

空機に支援を提供する目的の場合に限り、通行に含まれる」。3
 UNCLOSは、「通航は沿岸

国の平和、秩序または安全に有害とならない限りは無害とみなされる…」4と規定するとと

もに、「…こうした通航は本条約、および国際法のその他の規則に従って行うものとする」

とも述べている。この解釈によると、かかる通航は、例えば、ある沿岸国が領海における

主権を有する場合、その沿岸国の安全に対する脅威とはならない限り無害である。 

一定の状況下では、UNCLOS第 19（2）条に明記された通り、沿岸国の主権、領土の保

全、または政治的独立性に対して武力による威嚇もしくは武力行使を行う、または国連憲

章において具現化された国際法の原則にその他の方法で違反するような船舶の通航を伴う

活動は、無害ではないとされる場合がある。この点では、一沿岸国としてのマレーシアは、

領海の無害通航に関する UNCLOS や国際法の条項に沿った法規制を採用することができ
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る。これらの法規制は、同国の関連当局が、UNCLOS第 19（2）条に具体的に挙げられた

多様な活動、すなわち「武器を用いた演習または訓練、沿岸国の防衛または安全に有害な

情報の収集を目的とした行為、沿岸国の防衛または安全性に影響を及ぼすことを目的とし

た宣伝行為、航空機の発着または積み込み、軍事機器の発着または積み込み、調査活動の

実施、沿岸国の通信システムまたはその他の施設もしくは装置への干渉を目的とした行為」

に関わる諸問題に対応できるようなものでなければならない。 

 

２．EEZ 上空の航行権・航空権について 

マレーシアはまた、UNCLOSに規定された航行権または航行の自由を尊重しつつ、1996

年に UNCLOSを批准した際に、いくつかの事項を明記した宣言書を提出した。同宣言の第

3項は以下のように述べている。 

「マレーシア政府は、本条約の条項が他国に対して、沿岸国の同意なしに EEZ内におけ

る軍事演習や作戦――特に武器または爆発物の使用を伴うもの――を実行するのを認めな

いことも理解している。」 

第 3項の解釈の一つによれば、マレーシアの EEZ内では、他国は同項に記載された如何

なる活動についてもマレーシアに事前に通知することが義務付けられている。この点では、

例えば、EEZ内の航行または EEZ上空の飛行により、マレーシアが環境、生物および非生

物資源を管理・保護する権利が妨げられず、損なわれないことが重要である。それにもか

かわらず、目的が友好的であるまたは善意に基づく場合は、「非攻撃的」且つ「友好的」な

軍艦はマレーシアの EEZ内に入ることができる。5
 但し、引き続き第 3項の要件に従うこ

とが条件となる。 

 

３．（マラッカ海峡およびシンガポール海峡周辺の沿岸国による）国際海峡の通過通航権

について 

国際航行の目的で使用される海峡の通過通航権は、UNCLOS 第 III 部において規定され

ている。マラッカ海峡とシンガポール海峡の特性を鑑みると、両海峡（またはその一部）

を UNCLOS が規定する国際航行の目的で使用される海峡とみなすことができるのかは疑

問であろう。UNCLOSの規定では、国際航行の目的で使用される海峡は、公海または EEZ

の一部分と、公海または EEZの別の部分とをつなぐ経路と関わりがあることが条件だから

である。6
 UNCLOSは「一部分」と「他の部分」との距離（幅）については何も述べてい

ないようだ。これに関しては慣習国際法が、国際航行の目的で使用される海峡にふさわし

い海峡がどのようなものかを明確にする上で役立つかもしれない。これは通過通航を巡る
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現況において非常に重要である。マラッカ海峡とシンガポール海峡の大部分は狭く、且つ

沿岸国の領海主権の範囲内だからである。ある海峡が国際航行の目的で使用される海峡と

して正当に認められている場合に、狭水路で無害通航に関する規則が適用できるかは疑問

だろう。7
 

それにもかかわらず、国際航行の目的で使用される海峡として正当に認められた海峡に

おける他国の権利については、UNCLOSで規定されている。これには、沿岸国は通過通航

を妨害してはならないこと、海峡内の航行または海峡上空の飛行に対する危険を適切に公

表することが義務付けられていること等が挙げられる。この場合、領海の航行に関する沿

岸国の法規制を遵守しない、あるいは規制遵守の要求を無視する船舶は、当該領海を直ち

に去るよう要求される可能性がある。実際、通過は継続的で迅速でなければならないとい

うのが原則である。8
 更に、通過通航中の船舶や航空機は UNCLOS に規定された義務9お

よび制約10に服する点にも注目が必要である。 

 

４．海上保安、国内法、および海上保安政策 

マレーシアの海上保安およびその政策は、さまざまな事項を考慮して実施されていると思わ

れる。主なものに、国際法の原則、国益、主権および領土の保全、国内法・自治体法、慣習法、

国際法、1982年 UNCLOS、同国の海洋管理に関わるその他の国際条約・規制等がある。 

 

５．優先度の高い諸問題（領土紛争、領海の保護、EEZ 管理、漁業管理、海賊行為対策、

テロリズム等）への対応 

海上保安および沿岸警備に関するマレーシアの政策・慣行には二つの主要目的がある。

第一の目的は、領海（内水を含む）に対するマレーシアの領有権の保護および行使、なら

びに大陸棚および EEZの天然資源と環境に対する同国の権利・権益の保護である。これに

は更に、マレーシアが海洋権益を有する地域（南シナ海、スル海、セレベス海、インド洋）

の平和と安全の確保が含まれる。第二の目的は、洋上での犯罪、および沿岸のコミュニ

ティーや海の利用者の生命を脅かす恐れのあるその他の不法行為の警備等である。さまざ

まな海域に対する権益の保護は優先課題となっている。これら地域には重大な関心が寄せ

られており、マレーシアの炭化水素権益の大部分が東海岸のサバ州とサワラク州という、

同国の 2州沖に集中しているからだ。11
 マレーシアの海域はまた、活発な海上交通路が特

徴で、同国の通商の玄関口となっている。サバ州の海は豊富な漁業水域で、水産業や観光

業の収入源となっている。例えば、サバ州の海域はサンゴ礁の 75%を擁し、哺乳類、海藻、

サンゴが豊富である。12
 一方で、マレーシアはベトナム社会主義共和国と共同で、南シナ
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海南部の基線から 200カイリを超える大陸棚について、大陸棚限界委員会（CLCS）に情報

を提出している。13
 

海賊行為対策としては、マレーシア海上法令執行庁（MMEA）、海上警察、マレーシア

海軍（RMN）による法執行等がある。規定地域で発生した海賊行為事案については、RMN

が近隣諸国と共同巡回を行っている。例えば、マラッカ海峡海上警備（MSSP）、Eyes in the 

Sky （EiS）、Information Working Group （IWG）から成るマラッカ海峡パトロール（MSP）

（ASEAN4 ヵ国が関わっているが、ミャンマー海軍も参加の可能性あり）14は、海賊行為

対策の成功例の一つである。RMNとMMEAのその他の優先的警備活動には、人道支援・

災害救助（HA/DR）の提供、海上経由の人身売買や武器・麻薬の密売対策、航行の安全性

確保のための水域・海洋調査の実施（規制機関と協力）、捜索救助活動の提供等がある。 

 

６．交渉または国際裁判所による紛争解決 

マレーシアは領有権に関する諸問題について国際裁判を行った経験を持つ。最初の訴訟

はシパダン島とリギタン島に対する領有権問題を巡る裁判である。同訴訟は両島に対する

領有権を決定するため、国際司法裁判所（ICJ）に委ねられた。そして 2002 年、ICJ はプ

ラウ・シパダン島とリギタン島に対する領有権をマレーシアに付与した。15
  

第二に、マレーシアとシンガポールは、プラウ・バツ・プテー／ペドラ・ブランカとし

て知られる海洋地勢を巡る紛争を ICJに持ち込んでいる。1990年代初め、マレーシアとシ

ンガポール間の公式交渉により、この事案を ICJ に委ねて領有権を確定させることが決定

された。2008年 5月に ICJは、バツ・プテー／ペドラ・ブランカに対する領有権がシンガ

ポールに属すること、ミドル・ロックに対する領有権がマレーシアに属すること、サウス・

レッジに対する領有権がそれが所在する領海内の国家に属することを決定した。16
 判決後

にマレーシアとシンガポールは、同事案に関する ICJ の決定（共同調査に関する話し合い

を含む）を実施するための一手段として「共同技術委員会」を設立した。 

 

７．南シナ海問題についての基本方針 

南シナ海問題に対するマレーシアのアプローチは実用主義（プラグマティズム）の概念

に基づいており、南シナ海を巡る紛争は、ルールに基づいたアプローチと一般的に認知さ

れた国際法の原則（海洋法に関する国際連合条約等）、および国際仲裁を使った平和的な手

段を通じて解決すべきであると明確に示している。マレーシアは、紛争当事者は活動を行

う上で武力行使、脅迫、または強要を回避し、自制を行使すべきであると主張している。

同国は自国の権益を保護し、南シナ海問題の多国間による解決を促すため、ASEAN の活
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用を推奨している。更に同国は、南シナ海問題を管理するための方策として、「南シナ海に

関する行動宣言（DOC）」の完全なる実行と「南シナ海における行動規範（COC）」の迅速

な締結を継続的に要求している。 

 

８．海上保安の姿勢 

マレーシアの国防政策（NDP）は自国の国益にとって重要な地理的領域を定めており、

マレーシア国防軍（MAF）はここを外的脅威と武力侵略から守らなければならない。マラッ

カ海峡、南シナ海への海上交通路、それらの上空にある関連空域は、国家のライフライン

にとって、且つ同国の安全・防衛にとって重大な戦略的地域である。マレーシアは軍艦を

配備して、自国の海域（南シナ海、マラッカ海峡、インド洋等）における法の執行を支援

している。RMNとMMEAも侵略者から同地域を守るために密接に協力して偵察と情報共

有を行っている点に注目すべきである。通常の戦術的レベルのオペレーション以外にも、

マレーシアは軍事・海事外交に従事して沿岸地域の平和と安全を維持している。海軍が実

施している活動には、ASEAN 加盟国との海軍同士の関係確立、西太平洋海軍シンポジウ

ム（WPNS）への参加、インド洋海軍シンポジウムへの参加等がある。マレーシアはまた、

インド洋における海賊行為対策としての合同・共同の海軍活動にも参加している。RMN

も合同・統合演習を実施し、外国海軍の関わる訓練を取りまとめて、信頼醸成措置を積み

重ねている。 

 

９．海軍および沿岸警備隊（設備、規模、役割、予算） 

RMN の主要な役割は平時にマレーシア海域を保護し、対立が発生したら戦争に勝つこ

とである。RMN の中核目的は作戦即応性を備え、信頼性の高い武力を確実に配備するこ

とである。筆者の見解では、同地域が直面する現在の地政学戦略的な環境における RMN

の戦略目的は、三つある。第一の目的は、マレーシア海域における紛争を防止することで

ある。第二の目的は、同国の海洋権益を保護することである。そして第三の目的は、大国

および地域内諸国の海軍との関係を保持し、これを強化することである。  

マレーシア海上法令執行庁（MMEA）は海上法令執行庁法に準拠する。その責任範囲は

同法で規定されている。MMEAの役割は法律と秩序を維持することであり、責任範囲にお

ける平和や安全、治安を維持することである。この役割を果たす上での MMEA の任務に

は、犯罪の防止・発見、違反者の検挙と起訴、安全保障情報の収集活動等がある。もっと

具体的には、洋上の安全と治安を確実に維持し、捜索救助活動を実施し、海洋汚染を防止

し、汚染対応策を講じ、海賊行為や海上犯罪を防止・抑止し、公海における薬物・麻薬の
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運搬を防止することは、MMEAの責任の範囲内であると筆者は考える。  

 

10．オペレーション上の課題 

マレーシアの海軍および沿岸警備隊は、利用可能な資産と能力を持ち、目標達成に向け

て行動する進歩的な部隊とされている。海上保安については、資源制約が実行上の大きな

問題である。これに絡み、「マレーシアブルーオーシャン戦略（NBOS）」17
 が海上保安の

強化に付加価値をもたらし、成功を収めている。NBOSは、官民パートナーシップ（Counter 

Piracy in the Gulf of Aden等）を通じて、この資源制約の問題に取り組んでいる。具体的に

は RMNが民間の船会社（MISC）との協業を通じて護衛を提供した。このオペレーション

では、コンテナ船を補助船に転換した。MISC はこのオペレーションのために海軍予備員

を提供した。RMN はまた「シー・ベイシング」構想に着手し、国軍の作戦能力を強化し

ている。その際、海軍艦艇と人員をオフショアに配置して、既存資産を活用することによ

り未確認の船舶や侵害者を封じることができるようにしている。シー・ベイシング構想は、

民間のオフショア産業からハイテク関連情報や偵察等の提供を受けている（必要に応じて

海軍が、既存資産を活用したネットワーク提供や駐留等でこれを補完する）。同様に、スー

ルース・ラウェシ海では、関連する沿岸地域で過激派に対抗するため、移動式生産設備

（MOPU）を輸送している。 

 

11．重要な沿岸地域の保護状態 

南シナ海は戦略地政学上の火種とも言える地域で、マレーシアの国益を守るためにその

軍隊や法執行機関が警戒態勢を取っている。不法侵入を行うのは通常は外国の沿岸警備隊、

時には軍用船の場合もある。公表されているところでは18、中国の沿岸警備隊船がマレー

シアの度重なる外交抗議にもかかわらず、マレーシアの EEZ内に定期的に侵入していると

いう。またこうした侵入は、特に RMNとMMEAが定期的に巡回や偵察を行っている地域

であれば、RMN にとってオペレーション上の問題となる。更にマレーシアは外国の漁民

による違法操業の脅威や、違法・無規制・無報告漁業につながる模造船の問題にも晒され

ている。 

マレーシアはMMEAによる法執行を支援する目的で、軍艦を配備している。RMNも重

要領域内への常駐が期待されている。同国が採用を検討する可能性のあるその他のオプ

ションには、各政府機関の情報源となる官民パートナーシップの組み合わせのほか、深海

漁船、民間の海上保安、既存のオフショア駐屯地等が挙げられるだろう。これらはリスク

を緩和する上で、あるいは外国船の存在を報告するための資源を採用・配備する上で効果
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を発揮し、各機関が侵略や侵入を抑止し、これに対応する助けになるかもしれない。 

 

12．海上保安協力を巡る諸外国との関係 

米国、中国、日本、インド、および欧州連合（EU）はマレーシアの主要貿易国であり、

マレーシアはほぼ全ての諸外国と相互に利益をもたらす関係を享受している。マレーシア

の安全保障協力の理念および実行は元来、二国間および多国間両方の性格を持つと述べて

よいだろう。最も強力な安全保障協力の一つは、オーストラリア、ニュージーランド、シ

ンガポール、イギリスとの間で主として防衛活動について締結している「5 か国防衛取極

（FPDA）」である。もっとも、今日では FPDAの価値は、その前身である「イギリス・マ

ラヤ防衛協定（AMDA）」に基づく同様の取り決めに照らして評価するのが最善であろう。

仮にそうだとしても、マレーシアはさまざまな多国間プラットフォーム（ASEAN 地域

フォーラム（ARF）、ASEAN国防相会議（ADMM）、ADMMプラス）を通じて安全保障協

力を積極的に追求している。 

米国とマレーシアの関係は相互の繁栄と協力強化に根差しており、その関係は年々強化

されていることがわかる。マレーシアは米国と、「国際軍事教育訓練（IMET）」プログラム

や、各軍部が参加するさまざまな二国間合同演習等、防衛・安全保障上の協力体制を確立

している。マレーシアは多国間海軍軍事演習「リムパック（環太平洋合同演習）」に参加し

ており、「水上艦即応性協力訓練」にも毎年積極的に参加している。 

中国とマレーシアの関係については、両国は経済的利益と通商を重視した、戦略的な協

力関係を確立していると言えよう。マレーシアと中国の二国間協力は 1974年に始まった。

外交関係が確立してからは、その関係はおおむね建設的である。両国の戦略的関係は総じ

て低レベルなものからより顕著な協力関係へと進化した。例えば、2015年 9月には「非伝

統的な脅威および人道支援・災害救助（HA/DR）への対応」と題する 5日間の演習を実施

した。 

多国間レベルでは、ASEAN、中国、台湾の法執行機関の間で「人道対話机上演習」に向

けた努力を行っている。他の ASEAN 諸国とは、信頼醸成措置およびキャパシティー・ビ

ルディング活動を実施している。 

マレーシアと日本は、マレーシアが 1980 年代に導入した、教育や研修分野の強化に重

点を置く「ルックイースト政策」以来、強力な関係を維持してきた。1970年代初めから日

本は、マラッカ海峡における航行の安全性に関わる取り組みに貢献し、海賊行為や海上の

強盗と闘うための地域および国際プロジェクトにも参加してきた。日本は、海上保安、平

和維持、人道支援・災害救済（HA/DR）等、協力分野をもっと拡大したいと考えている。
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2015年に両国は「戦略的パートナーシップ」に向けて関係を強化するための協定を締結し

た。19
 そこで重視されるのは、平和と安定、経済、海上保安、人的連携、地域協力や国際

協力に貢献できる活動（領海内および排他的経済水域における捜索救難活動（SAR）、国連

開発プログラムを通じた平和維持活動、海上交通路の安全および安全保障に関わる問題等）

である。 

 

結論 

マレーシアは巨大な海域を擁している。海事に関わる諸問題へのアプローチや優先事項

は、さまざまな観点があり多様である。更に幅広い見地から述べると、マレーシアは実用

主義的で、関係当事者の相互尊重に基づく政策を採用している。法律について言えば、海

上保安に関わる政策の実施はいくつかの事項を考慮していると思われる。主なものに、国

際法の原則、国益、主権および領土の保全、国内法・自治体法、慣習法、国際法、1982年

UNCLOS、同国の海洋管理に関わるその他の国際条約・規制等がある。第二に、マレーシ

アの姿勢は、主権を守り、外部機関等の活動が同国の幸福の脅威とならないようにするた

め、国益を保護することにある。 
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第８章 シンガポールの海洋安全保障政策カントリー・プロファイル 

 

古賀 慶 

 

はじめに  

 シンガポールは、マレー半島の南端、太平洋とインド洋を結ぶマラッカ・シンガポール

海峡（マシ海峡）のチョークポイントに位置しており、地政学上の要衝とされている。そ

の地理的条件もあり、海上交通の安全確保、未確定の海上国境、海賊等の安全保障問題、

周辺海域に広がる小規模な諸島の国土防衛や国境防衛といった多様な課題を小規模な都市

国家ながらも抱えている。その中でもシーレーン（SLOC）の安定はシンガポールにとっ

て最重要課題と言っても過言ではない。2012~14 年の GDP 比で貿易額が約 3.59 倍という

数字が示すとおり、貿易依存率は極めて高く、食料や資源が皆無であるシンガポールはほ

ぼすべての生活必需品を輸入に頼っている1。結果として、シンガポールは海洋戦略環境の

安定を自らの生存と繁栄に不可欠であるとみなしており、法律、外交、防衛といったあら

ゆる分野をとおし、包括的な海洋政策の設計に努めている。 

 

１．海洋法の解釈 

 シンガポールは、1982 年の国連海洋法条約（UNCLOS）に関する第三次国際連合海洋法

会議の議長をトミー・コー（Tommy Koh）大使が務めたこともあり、1994 年の条約発効以

来、海洋法の遵守を海洋政策の一環として位置付けている。近年、南シナ海における領土

問題により中国と東南アジア諸国の間で政治的、あるいは軍事的な緊張が高まりつつある

中、国際法の解釈が係争国間でのひとつの争点となっている。シンガポールの海洋法の解

釈は、全般として主流な解釈に基づいているが、シンガポールには南シナ海の領土問題が

存在しないため、原則として領土・領海問題の解決については中立を保っている2。しかし

ながら、南シナ海における紛争は SLOC の安定にも深くかかわってくるため、海洋法を用

いた平和的解決を求めている。ここでは、国家の主権や軍事戦略にも関わる①領海におけ

る無害通航権、②EEZ における航行権および上空飛行、③国際海峡における通過通航権に

ついてのシンガポールの立場を大まかに説明する。 

 国連海洋法条約 17 条によれば、領海 12 海里における主権には制限があり、無害通航権

が認められることになっている3。無害通航権とは、領海内における武力による威嚇や武力

行使といった行為、さらには停船や徘徊といった行為は違法行為とみなされる一方、軍艦

を含める船舶が領海を「継続的かつ迅速な通過」をし、軍事的にも無害であるとみなされ
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る場合（例えば、潜水艦の場合は浮上する必要がある）、沿岸国への通知は行わずに通航す

ることができる。ただし、「無害」や「継続的かつ迅速な通過」の定義においては解釈に幅

があり、あらかじめ事前許可制を取る国々も存在する。シンガポールの場合、この点につ

いては明確に定められていない。 

 排他的経済水域（EEZ）における航行権および上空飛行についても、シンガポールは国

際的に主流な解釈を取っている。すなわち、EEZ では 200 海里内の水産・鉱物資源といっ

た経済的資源に関しては沿岸国が排他的所有権を持つ一方、公海の規定と同様の「航行の

自由」と「上空飛行の自由」も確保されているという立場である。もちろん、EEZ 内の航

行や上空飛行における沿岸国と利用国の間においてお互いの権利と義務を認識し「相互尊

重」（mutual “due regard”）するという原則は国際法上に存在するが、EEZ 内で他国による

軍事演習等の活動を沿岸国が制約できるという解釈は取っていない4。これは、中国の「国

家管轄海域」と呼ばれる、EEZ 内での「航行の自由」と「上空飛行の自由」は認めずに無

害通航権に似た形で制限するという解釈とは異なるものである5。しかし、シンガポールの

EEZは 673 平方キロメートルと小規模であると同時に SLOCと重複していることを考えれ

ば、シンガポール EEZ 内で他国が軍事演習等の活動を行うことは、政治的・軍事的な緊張

を著しく高めることになるため、そのようなリスクは小さいと考えられている。 

 またシンガポールは、マシ海峡を国際海峡とみなしており、事実上、通過通航権を認め

ている6。これは、マシ海峡に国連海洋法条約の「第三部 国際航行に使用されている海峡」

が適用されているためであるが、条約締結以前においてはその立場は必ずしも現在ほど明

確ではなかった7。1971 年 11月に、シンガポール、インドネシア、マレーシアの 3ヵ国が

マシ海峡についての共同声明を発表した際、インドネシアとマレーシアはマシ海峡を国際

海峡と認知せず、無害通航権の原則を取り入れると伝えていた。他方でシンガポールは、

マレーシア、インドネシアの両政府の立場を認識するとの立場に留まり、自らの解釈を明

確化することは避けていた8。認知しない理由としては、国際海峡では通過通航権が認めら

れることになり、他国のいかなる船も遅延なく航行するのであれば、沿岸国に通告なしに

「航行の自由」や「上空飛行の自由」が認められることになるためである9。国連海洋法条

約第 40 条で示されているとおり、通過通航権は沿岸国の事前の許可なしには調査活動や測

量活動を行うことはできないという点で公海と異なるが、地理的に航路が狭まる海峡にお

いて通過通航権を認めてしまうことは、国家の領域近くにまで他国の船舶や航空機がアク

セス可能となるため、国家の主権にも関わることになる10。シンガポールは SLOC が生命

線となるために海峡をオープンにし続けることを重視していたが、インドネシアとマレー

シアの両国はその立場に必ずしも同調することはなかった。しかし、現在は両国共に国連
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海洋法条約を批准しているため、インド洋と太平洋の公海をつなぐマシ海峡を国際海峡と

認める立場をとっていることとなる。 

 これらを背景に極端な例を挙げると、戦闘準備が整っている他国の軍艦や軍の航空機で

もマシ海峡を「継続的かつ迅速な通過」をする場合、事前通知なしに通過してもシンガポー

ルがその航路を妨害することは法律的に違法という立場を取ることになる。しかしマシ海

峡におけるそういった行為は、シンガポールのみならず国際社会からの懸念も高まること、

水深が浅いために潜水艦は義務づけられていなくても浮上する必要があること、スンダ海

峡・ロンボク海峡といった迂回路が存在すること等から、戦略的リスクが極めて高いと考

えられており、可能性としては低いと考えられている。 

これらの点から分かるように、シンガポールの海洋法解釈はシンガポールの国益を反映

するもの、もしくは妨害しないものとして成り立っている。また、シンガポールが国際法

を遵守する姿勢を明確化することにより、国際社会からの支持を得て、地域諸国との政治

的な連携を強化することにも繋がり、シーレーンの安定を確固たるものすることができる。 

 

２．海洋安全保障政策  

 シンガポールの海洋安全保障政策の原則は明確に政府から正式発表されているわけでは

ないが、①海洋法の遵守、②航行の自由の遵守、③紛争の平和的解決の 3 つが常に強調さ

れている。これらの原則は、1990 年より 2015 年にかけてゴー・チョクトン首相、リー・

シェンロン首相をはじめ、トニー・タン副首相兼国防大臣、S・ジャヤクマール外務大臣

兼法務大臣、K・シャンムガム外務大臣兼法務大臣等の歴代の政府高官によって繰り返し

述べられてきている11。また、海洋問題における国家間の係争に関しては可能な限り国際

法的解決を勧める立場を取っている。 

 事実、シンガポール自身が二国間交渉や国際司法裁判所（ICJ）をとおして領土問題や領

海問題を平和裏に解決している。事例としては、ペドラ・ブランカ領土問題、ジョホール

埋め立て問題、インドネシア・シンガポール領海画定問題が挙げられる12。ペドラ・ブラ

ンカ領土に関しては、1979 年、マレーシアが新たな地図を発行し同領土を自国領と示した

ことにより、二国間の問題に発展した。両国間での交渉が始まるが、その過程の中でミド

ル・ロックス及びサウス・レッジの領有権問題も浮上し、1998 年に実効支配をしていたシ

ンガポールがマレーシアとの合意によって国際司法裁判所で争うこととなった。歴史的に

領土を所有していると主張するマレーシアと、イギリスから主権を譲り受け実効支配して

いると主張するシンガポールが争い、結果的にはペドラ・ブランカはシンガポールへ、ミ

ドル・ロックスはマレーシアへ、そしてサウス・レッジは低潮高地（LTE）であるため領
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土としては認められず、主権はその領海を有する国家に属することとなった13。 

 ジョホール埋め立て問題は、シンガポールのジョホール海峡における埋め立て活動に対

してマレーシアが環境への悪影響等を理由に抗議を行い、国際海洋法裁判所（ITLOS）に

提訴したことから発展した14。結論から言えば、二国間において専門家委員会の設置といっ

た情報収集や情報共有を行うことを前提に、埋め立て活動の停止は行わない決定を ITLOS

が 2003 年に下した。また、インドネシア・シンガポールの領海画定問題においては、二国

間交渉をとおし 1973 年 5 月に 24.55 カイリの領海線が確定し、2009 年 3 月には西側の領

海線が確定されている15。 

 それでは、現在緊張が高まっている南シナ海におけるシンガポールの姿勢はどのような

ものであるか。シンガポールは係争国ではなく、領土問題自体においては中立性を保ちつ

つ、国際法の重要性を説き、平和的解決を促している。中立性で言えば、例えば 2012 年 9

月にフィリピン・メディアの「シンガポールはフィリピンの（南シナ海に対する）立場を

支持した」という報道に対して、外務省は係争国の主張に対する判断は下さないと明確に

反論している16。これに呼応してシャンムガム外務大臣は領土問題の平和的解決に交渉、

裁定、仲裁等の方法があるが、これらのどれを選ぶかは係争国同士の問題であるとしてい

る17。平和的解決については ASEAN と中国が 2002 年に採択した「南シナ海行動宣言」（DOC）

を尊重し、係争国が自らの行動を自己抑制していくことを期待している。 

 SLOC の安定という死活的利益が絡む南シナ海情勢において、シンガポールにとっての

ベスト・シナリオは、係争国が DOC や国際法を遵守し、南シナ海の緊張緩和を促すこと

により、航行の自由が確保され、問題の平和的解決が行われることである18。そのために、

シンガポールは東南アジア諸国連合（ASEAN）の活用、南シナ海行動規範（COC）の早期

締結、アメリカのプレゼンスの確保といった 3 つの政策を追求している。ASEAN は、非

公式な協議の機会を継続的に提供しているため、議論をとおして係争国同士が平和的解決

に向けた規範やルール作りの役割を担う。また、国連海洋法条約の遵守を訴えると共に、

多国間枠組みという地の利を活かし係争国の挑発的行動に対しては政治的な圧力を多国間

で加える協力関係を構築することが期待されている。この点においてリー・シェンロン首

相は ASEAN 諸国が団結することの必要性を強調し、係争国の行動を法律的に制約する

COC の早期締結を支持している19。それらの法的枠組みを履行させるため、そして勢力均

衡を保つため、アメリカの地域におけるプレゼンスを重視してきている20。 

 また、これらの政策の追求は、シンガポールが小国であるために代替手段が存在せず、

自身の戦略的脆弱性を認識していることから生み出されたものであろう。例えば、その脆

弱性は 2012 年 9 月に行われたシンガポール・中国首脳会談を境にシンガポールの発言の
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ニュアンスに変化があった際にも表れている。シンガポールの中国に対する基本姿勢は、

1994 年 5月のリー・クワンユー首相や 2011 年 6月の外務省等の発言や発表から示されて

いるとおり、南シナ海における中国の主張する領海について明確化させるべきであると考

えている21。しかし、中立的な立場を取るシンガポールはこの点において中国に対して直

接的な進言はしておらず、2012 年のスカーボロー礁における中比対立の際にも両国の行動

に自制を求めるのみであった。しかしその後、南シナ海についての言及は増え、「国際法遵

守」「平和的解決」という言葉をとおし中国に訴えることが多くなった。しかし、2012 年 9

月の首脳会談を境にそのような発言回数が減ると共に、「南シナ海の問題に囚われすぎるべ

きでなく、協力関係のさらなる強化が必要」といった発言が逆に目立つようになった22。

このようにシンガポールは大国化する中国に対して自らの脆弱性の高まりを認識しており、

その上で、中国との経済協力が強まることにより生み出される利益を重視しつつも、南シ

ナ海における中国の行動を制約して海洋環境の安定を望むという、原則と現実の間でジレ

ンマを抱えている。 

 

３．海上警備体制 

 上記で述べたようにシンガポールは貿易依存国であるため、海上防衛及びシーレーンの

確保が死活的に重要であり、これが海軍の最大の目的となっている23。運用においては、

海上監視、シンガポール海峡におけるプレゼンスの確保、領海の防衛、海賊・不法移民の

監視の 4 つのミッションを主眼としている。経済発展を遂げ先進国となったシンガポール

はその経済力を以て海軍を含む軍事力の近代化を進めている。2015 年 11 月版のストック

ホルム国際平和研究所（SIPRI）の軍事費データによれば、シンガポールの軍事費は 2006

年より 90億ドル（2011 年米ドル）前後を維持、2014 年には 98億ドルにも達し、GDP 比

は 1999 年の 5.3%からは下降傾向にあるものの 2014 年でも 3.3%を確保、対歳出比におい

ても 18.3%を費やしている24。ASEAN 諸国において屈指の軍事力を保持しており、軍事費

が比較的高いインドネシア（70億ドル［2014 年］）、タイ（57億ドル［2014 年］）、マレー

シア（49億ドル［2014 年］）を引き離している25。海軍も、2004 年にはチャンギ海軍基地

を開設し、海軍力の拡張を図っている。 

 沿岸警察は、海軍の沿岸警備部門が法執行機関として分離することが 1993 年 2月に決定

され、設立された26。その任務は、領海内における犯罪予防、抑止、監視、取り締まりで

あり、主に不法移民、領海侵犯の対処、捜索救難、さらにはペドラ・ブランカ島にあるホー

スバー灯台（Horsburgh Lighthouse）の防衛が含まれている。国内では海洋関連機関である

海事港湾庁（MPA）、入国管理局（ICA）、海軍、税関との連携を行っているほか、国際的
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にもマレーシア海上法令執行庁（MMEA）やインドネシア海軍（TNI-AL）と情報共有、ホッ

トライン（DCL）の設置、越境任務等の協力関係が結ばれている27。 

 領海を守るための警備体制は海軍と沿岸警察の任務と装備を基盤に成り立っているが、

シーレーン確保という目標がどの程度達成可能であるかという点に疑問が残る。つまり、

国力が低いシンガポールが、有事の際、独自の海軍力のみで SLOC を確保することは短期

間であるならばともかく、長期的には能力的に不可能であるからである。この問題に対処

する一つの方法としては、長期的には国際社会からの支援を待ち、多国間の枠組みをとお

して対応していくという考えがある。インド洋と南シナ海を繋ぐマシ海峡はエネルギー資

源運搬の要衝であるため、シンガポールのみならず国際社会にとっても重要であり、SLOC

の安全が脅かされる場合は国際社会が介入する可能性が高いことを前提としている。これ

は、自国の国力の限界を認識した結果であるが、これは将来の海軍構成にも影響を及ぼす

可能性があり、シンガポール海軍は国際海域に広範囲かつ長期的に作戦展開を可能とする

「外洋海軍」（Blue-water Navy）や、自国の領海や沿岸部を主眼として防衛を行う「沿岸海

軍」（Brown-water Navy）の構築を目指すのではなく、沿岸部や地域海域まで展開可能な「地

域海軍」（Green-water Navy）を標ぼうしているとも言われている。 

 

４．他国との関係 

 シンガポールは東アジア地域諸国のみならず、国際的な軍事協力を分け隔てなく行う傾

向がある。理由として考えられるのが、シンガポールの独立時における国家としての経験

である。1965 年にマレーシア連邦から追放された形で分離独立をした際、シンガポールの

国家建設における優先事項は軍隊の設立であった。シンガポールから見た東南アジア情勢

は、インドネシアの「対立」政策（Konfrontasi）、マレーシアとの政治的な緊張、英国の東

南アジアに対するコミットメントの低下等、極めて不安定な状態であるにもかかわらず、

シンガポールの国力に見合った形で隣国において装備品の調達等の軍事協力を仰げる国家

はほぼ存在していなかった。その際に、中東において地政学的に同様の困難に直面してい

た国家がイスラエルであった。建国されたばかりのイスラエルは、「国家」としての国際的

な認識を求めて、シンガポールへ積極的に近づき、外交的なつながりを作ろうとする結果

として、「軍事技術協力」を徐々に構築していったという。すなわち、現在の全方位的な軍

事協力や共同訓練を行ってきている部分的な理由には、状況によって協力できる国家が限

られており、政治リスクを分散することが必要であるという経験が基になっていることが

挙げられる。なお、イスラエルとの協力関係は現在も継続されており、シンガポール海軍

はイスラエル産のビクトリー級ミサイル・コルベットやプロテクターUSV（無人水上艇）
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を主に哨戒任務および対海上テロ用にそれぞれ導入している。 

 さらに、国土が小さいことからくる、演習地不足を解消するために軍事訓練に関しても

他国との共同訓練を積極的に行っている。訓練の内容は各国によって様々であるが、現在

のところ「5ヵ国防衛取り決め」（FPDA: Five Power Defence Arrangements）を通し、イギリ

ス、オーストラリア、ニュージーランド、マレーシアとの防衛協力を行っているほか、台

湾、インドといった国家とも共同訓練を行い、その他 RIMPAC 等の多国間軍事演習につい

ても積極的に参加している。もちろん、現実主義外交で知られるシンガポールは、東アジ

ア地域の勢力均衡の安定を保つため、アメリカのプレゼンスを重要視していることは上記

のとおりである。特に冷戦後、アメリカの東南アジアにおけるコミットメントを確保する

ために軍港を拡張したことは有名ではあるが、近年では、米海軍沿岸戦闘艦フォートワー

スをアメリカ軍のローテーション配備の一環として 2014 年 12 月に迎え入れ、また 2015

年 12月には防衛協力の新たな合意を結び、災害救援、サイバー防衛、バイオ安全保障といっ

た分野でのさらなる協力を強化している（その際にはアメリカの P-8 哨戒機もシンガポー

ルに展開された）28。他方、小国としての「政治リスク分散」も考慮しているため、安心

供与としての外交シグナルを送るために中国との軍事交流も積極的に進めてきている。規

模は比較的小さいが、2008 年に防衛交流・安全保障協力協定を締結して以降、2009 年より

対テロ訓練等をベースとした共同軍事演習を開始した29。2014 年には陸軍において初めて

合同で戦闘演習等を行い、2015 年 5月には「中国・シンガポール協力 2015」においても初

めて海軍による二国間合同演習を行っており、その規模と内容が拡充されつつある30。 

 また、シンガポールはマシ海峡における海賊対策として、インドネシア、マレーシアと

の沿岸 3ヵ国で協力を行っている。2000 年代より、マラッカ海峡は海賊発生件数最多地域

の一つであり、2005 年 6月には英国ロイズ保険組合の共同戦争リスク委員会が同海峡を戦

争危険地域と指定した。これは、2004 年より沿岸 3ヵ国がマラッカ海峡海上パトロールの

連携等によって海賊発生件数が減少していたことや、海賊とテロの危険性との関係が明確

に示されていなかったことなど、議論を呼んだが31、国家主権の問題により当初は海賊対

策協力に消極的であったインドネシア、マレーシアもシンガポールやタイと協力関係を深

め、2005 年から航空共同パトロール「Eyes in the Sky」や 2006 年に情報交換グループが加

わり、マラッカ海峡パトロール（MSP）が行われるようになっていった32。さらには日本

が主導して構築された多国間枠組みのアジア海賊対策地域協力協定（ReCAAP）が 2006 年

より開始されており、情報共有等の協力関係構築が行われている。 

 日本との関係で言えば、非伝統的安全保障の分野、特に人道支援・災害救援活動（HA/DR）

分野での協力関係の構築が可能であると考えられる。上記で述べたように、シンガポール
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外交の基盤は、東アジア地域の戦略環境の安定、すなわち勢力均衡の安定を最優先順位に

置きながらも、自らの外交においてはアメリカ、中国、日本といった地域大国に対して等

距離を置いている、というイメージを崩さない外交を心掛けている。他方、日本において

も、集団的自衛権における憲法の再解釈、防衛装備移転三原則等、日米同盟を超えた他国

との防衛協力の活性化等が近年行われてはいるものの、政治的、憲法上の制約はいまだに

残る。しかし、自然災害の多い日本は災害救援活動に高い関心を持っており、シンガポー

ルも ASEAN の枠組みを活用した地域協力の促進に加え 2014 年に地域 HA/DR 調整セン

ター（RHCC）を開設するなど積極的に活動している。アジア地域における自然災害はそ

の頻度が高く、HA/DR での需要は高いこともあり、多国間や二国間の枠組みをとおした

HA/DR 活動から協力関係の強化は比較的容易に行っていくことが可能と考えられる。 

 

まとめ 

 シンガポールは小国としての脆弱性を認識しており、政治力、経済力、国際法、軍事力、

国家間協力や連携といった要素を総合的に考慮した海洋政策を展開している。東アジアの

海洋戦略環境においては、中国とアメリカの軍事バランスといった勢力均衡を保ちつつ、

地域内での領土問題においては海洋法や ASEAN 等をとおした平和的解決の枠組み作りに

傾注している。しかし、南シナ海の問題で、アメリカによる「航行の自由作戦」（FONOP）

の限界や ASEAN 諸国内での意見の相違によって、中国の埋め立て活動や軍事化を効果的

に予防・抑止することができず、域内の緊張が高まりつつある。そのため、シンガポール

も既存の海洋政策の原則は保ちつつも変化が求められている。その中で、日本を含める域

外諸国が東南アジアに対して政治的、法律的、戦略的にいかなる支援を行っていくかとい

う点が、今後の東アジア地域戦略環境に影響を及ぼしていくであろう。 
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第９章 日本の海洋安全保障政策カントリー・プロファイル 

 

小谷 哲男 

 

1. 海洋法の解釈 

(1) 領海における無害通航権についての考え方 

 日本は、1996 年に国連海洋法条約を批准した後、同条約による海域の区分に応じて「領

海及び接続水域に関する法律」（領海法）の改正（新領海法）と、「排他的経済水域及び大

陸棚に関する法律」（EEZ 法）の制定を行った。これらの法律は基本的に各海域の幅を定

めるものであり、領海における無害通航の判断基準や、EEZ における行政機関の権限行使

についての規定を欠いている。このため、航行の規制については別途個別法の制定によっ

てなされる。 

 日本の領海での外国船舶による「無害でない通航」を規制するために、2008 年に「領海

等における外国船舶の航行に関する法律」（外国船舶航行法）が定められた。これにより、

日本政府は外国船舶が事前通報のないまま停留・徘徊等を行っている場合には立ち入り検

査ができる。これは国連海洋法条約第 19 条に規定された航行の「無害性」ではなく、同条

約第 18 条に規定された「航行性」に基づく規制である。また、2012 年に同法が改正され、

やむを得ない場合は、勧告を経た上で、立入り検査を省略して退去命令を発することがで

きるようになった。ただし、外国船舶航行法は、外国の軍艦・政府公船は規制対象外とし

ている。「無害でない通航」を行う外国船舶に対する武器使用および外国の軍艦・政府公船

への退去要請は、国内法よりも、国連海洋法条約第 19 条に基づく「無害でない通航」の解

釈・適用を通じて行われる。なお、日本政府は、外国船舶や外国軍艦・政府公船が日本の

領海で無害通航権を行使する際に、事前の通告や日本政府の承認が必要との立場を取って

いない。 

(2) EEZ における航行権及び上空飛行についての考え方 

 EEZ における行政機関の権限については、漁業資源の保全、海洋環境保護、航行安全確

保、海洋の科学的調査等、規制分野ごとに個別法が整備されている。ただし、外国軍艦・

政府公船は規制対象外となっている。外国政府公船による EEZ での事前申請のない調査活

動に対する中止要請は、国内法が未整備のため、国連海洋法条約第 246 条の義務を履行し

ていないことを根拠に行われる。EEZ における外国の軍事演習については、禁止されてい

ないとの立場が 1998 年に国会答弁で表明されている。 
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(3) 国際海峡における通過通航権についての考え方 

 日本は「領海法」により、宗谷海峡、津軽海峡、対馬海峡東水道、対馬海峡西水道及び

大隅海峡を「特定海域」とし、例外的に領海の幅を 3 カイリとしている。これらの海峡で

12 カイリの領海を宣言すると公海部分がなくなるが、日本独自の措置によりこれらの海域

には公海部分が残されている。その理由は、公海部分がなくなれば、米ソ両海軍の核兵器

を搭載した艦艇の領海通航を事実上認めざるを得ず、非核三原則と抵触するおそれがあっ

たからというのが通説である。「特定海域」では自由通航が認められているのであって、国

際海峡の通過通航制度が適用されるわけではない。 

 

2. 海洋安全保障政策 

(1) 海洋安全保障に関する国内法・政策 

 2007 年に海洋基本法が成立し、省庁の垣根を取り払って海洋政策を総合的に推進するた

めに総合海洋政策本部を内閣官房に設置し、海洋の開発・利用・保全や海洋の安全確保を

一体的に促進する体制が整えられた。同基本法に基づき、2008 年に海洋基本計画が定めら

れ、海洋をめぐる国際情勢の変化などをふまえて、2013 年に同計画が改定された。改定さ

れた基本計画では、海洋安全保障に関して、周辺海域の警戒監視の強化や、海上自衛隊と

海上保安庁の連携強化、海賊対策のため日本籍船への民間武装警備員乗船に向けた取り組

みが盛り込まれた。海洋基本法の成立以降、海の安全に関する法整備が進んでいる。最も

重要なものは、2009 年に成立した「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律」

で、この法律により海賊行為の訴追や、外国籍船の護衛、海賊船への危害射撃が可能となっ

た。 

 日本政府が 2013 年 12月に策定した「国家安全保障戦略」は、日本を「海洋国家」と位

置づけ、海洋安全保障に関わる課題として、力による一方的な現状変更への対処や、海上

交通路の保護、公海上空の自由の確保などを具体的に挙げている。そして、日本が取るべ

きアプローチとして、領域保全の強化などと並んで、国際法とルールに基づく「開かれ安

定した海洋」の維持・発展に主導的な役割を果たすことが謳われている。アジア太平洋に

おいて領土・海洋をめぐる緊張が高まっている状況をふまえて、安倍晋三首相は 2014 年 5

月のシャングリラ会議で「法の支配 3 原則」を提唱した。それは、各国が国際法に照らし

て正しい主張をすること，紛争解決に力や威圧を用いないこと，紛争の平和的解決を図る

ことを求めるもので、同会議に参加した多くの国の関係者から賛同を得た。 

 2015 年に成立した平和安全保障法制により、存立危機事態では集団的自衛権の限定行使

が認められ、国際海峡での自衛隊による機雷掃海が可能となった。また、重要影響事態で
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は、日米防衛協力のための指針に基づき、自衛隊は米軍およびその他の軍隊への補給や給

油など後方支援を日本の領海外でも行うことができる。国連安保理決議に基づく国際平和

共同対処事態でも、地理的制約なく外国軍隊への後方支援が認められる。平時にも、日本

の防衛に寄与する作戦を行う米軍やその他の軍隊の武器を自衛隊が防護することができる。 

(2) 優先度の高い個別問題への対処 

 尖閣諸島の周辺海域に中国の政府公船がほぼ常駐するようになり、領海への侵入も断続

的に行われているため、領域警備が最重要課題となっている。中国の調査船が尖閣諸島周

辺の EEZ で通報なく調査活動を行う事例や、中国の政府公船が中国の漁船に対して漁業に

関する規制を行う事例も起こっている。日本政府は、この戦争でも平和でもないグレーゾー

ン事態への対処を行うため、海上保安庁の増強と権限の強化を行うとともに（後述）、海上

自衛隊が法執行活動を行う海上警備行動を迅速に発令するため、電話閣議制度を導入して

いる。領海警備法の必要性についても議論が続いている。 

 また、中国の接近阻止・領域拒否（A2/AD）能力の拡大とともに、中国人民解放軍が南

西諸島周辺海域および空域での活動を活発化させている。中国艦船が海上自衛隊の護衛艦

とヘリに火器管制レーダーを照射した事例や、人民解放軍の戦闘機が海上自衛隊の偵察機

に公海上空で異常接近する事態も発生している。人民解放軍の軍用機が日本の領空に接近

する回数も激増し、航空自衛隊による中国機への緊急発進回数は年間 400回を超える。こ

のため、2013 年に改定された「防衛計画の大綱」に基づき、日本政府は警戒監視の強化と

南西諸島防衛態勢の構築を行っている（後述）。 

 (3) 交渉・国際裁判での紛争処理例 

 日本はこれまで領有権をめぐる紛争を国際裁判で処理したことはない。竹島問題につい

ては、韓国との交渉による解決を基本としているが、1954 年、1962 年と 2012 年に国際司

法裁判所（ICJ）への付託を韓国に提案し、同裁判所の強制管轄権を受け入れていない韓国

に拒否されている。北方領土問題については、ロシアと断続的に交渉を続けている。尖閣

諸島については領有権紛争が存在しないとの立場であるが、台湾とは尖閣諸島周辺海域で

の漁業協定を 2013 年に結び、漁業資源の共同開発を進めている。 

 日本が国際裁判で初めて紛争当事国となったのは、日本による南極海での調査捕鯨が国

際捕鯨取締条約に違反するとして豪州が中止を求めた「南極における捕鯨」訴訟である。

ICJ は 2014 年に南極海での日本の調査捕鯨を「科学的でない」と結論づけた上で、現行制

度での調査捕鯨の中止を命じる判決を言い渡し、日本は事実上全面敗訴した。日本はこの

判決を受け入れ、調査捕鯨の計画の見直しを行った。 

 また、2007 年にロシア当局により拿捕された「第 88 豊進丸」の乗組員及び船体の拘束
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が長引いたため、日本はこの早期釈放を求めてこの事案を国際海洋法裁判所に付託した。

同裁判所は，合理的な保証金の額として 1000万ルーブルを認定するとともに，ロシアに対

し，その支払いにより船体の早期釈放と船長及び乗組員の無条件での帰国を認めることを

命じる判決を下した。 

(4) 南シナ海問題に関する方針 

 日本政府はサンフランシスコ平和条約で西沙諸島および南沙諸島のすべての権原を放棄

しているため、領有権問題については立場を表明していない。しかし、南シナ海は日本に

とって重要な海上交通路であるため、航行および上空飛行の自由の確保と紛争の平和的解

決を求めている。このため、日本は米国の航行の自由作戦と、ASEAN と中国の南シナ海

行動規範締結に向けた動き、そしてフィリピンが中国を提訴した国際仲裁手続きを支持し

ている。また、東南アジア諸国への能力構築支援や共同訓練・演習、親善寄港も行ってい

る（後述）。自衛隊が南シナ海でパトロールを行うことや、航行の自由作戦を行うことにつ

いては、今のところ計画はない。 

 

3. 海上警備態勢 

(1) 自衛隊 

 2013 年の「防衛計画の大綱」は、統合機動防衛力を打ち出し、自衛隊は航空優勢・海上

優勢の確保と陸上兵力の機動展開能力の強化を目指している。統合機動防衛力構築のため

に、特に警戒監視能力、情報収集能力、輸送能力、指揮統制・通信能力、島嶼防衛、サイ

バー空間・宇宙空間における対応、弾道ミサイル対処、大規模災害への対応、国際平和協

力活動などが重視されている。防衛費の減少傾向は 2013 年度に転換したが、厳しい財政状

況の中、防衛費の抑制は続いている。2018 年度の防衛予算案は前年度 1.5％増の 5 兆 541

億円である。自衛隊の定員は 24万 7,160人（陸上自衛隊約 15万 1,012人、海上自衛隊約 4

万 5,494人、航空自衛隊約 4万 7,073人）で、充足率は約 91.7％である。 

 海上自衛隊は、護衛艦 48隻体制から 54隻体制への移行が計画され、指揮統制や情報通

信能力に優れた大型のヘリ搭載護衛艦 4 隻を艦隊の中心に置き、イージス艦を 6 隻から 8

隻に増勢し、小型で機動力に優れた多用途護衛艦 2隻を導入する。イージス艦に搭載する

ため能力向上型迎撃ミサイル（SM-3 BlockⅡA）の開発推進が行われている。潜水艦は 16

隻から 22隻に増強し、次世代哨戒機 P-1 の導入と現行の P-3C の能力向上、哨戒ヘリの増

強により、警戒監視能力を強化する。 

 陸上自衛隊は、陸上総隊を新設するとともに、15 ある師団・旅団のうち、7 個の師団・

旅団を有事に即応できる「機動師団」「機動旅団」へと改編する。これにより、島嶼部の警
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戒監視や防衛に迅速に対応できる態勢を整える。さらに、水陸機動団の新設、南西諸島へ

の沿岸監視・警備隊の配備、機動戦闘車の導入、オスプレイの導入、地対艦誘導弾部隊の

強化が計画されている。 

 航空自衛隊は、航空優勢の維持と常続警戒監視のため、戦闘機部隊を 12 個飛行隊（260

機）から 13 個飛行隊（280 機）に増強する。これにともない、F-35戦闘機の導入を進める

とともに、F-15戦闘機の近代化改修を行っている。また、グローバルホーク、新しい早期

警戒機と空中給油機、次世代輸送機 C-2 の導入も進めている。南西諸島防衛のため、那覇

基地の戦闘機部隊を 2 個飛行隊に増勢し、警戒飛行隊を新設する。弾道ミサイル対応のた

め、能力向上型の PAC-3ミサイル（PAC-3 MSE）の導入も行われる。 

(2) 海上保安庁 

 領海警備を主任務の 1 つとする海上保安庁は、定員 13,422人、巡視船 128隻、巡視艇 238

隻、飛行機 26 機、ヘリコプター48 機を備えている。領海警備の重要性が高まっているこ

とをうけ、近年予算は増加傾向にあり、2016 年度は前年度比 9％増の 2,042 億円が要求さ

れている。これにともない、人員と装備の増強も進んでいる。尖閣諸島の領海警備のため、

石垣島に専従部隊を配備する予定である。2012 年の海上保安庁法の改正により、警察官の

到着を待たず、離島上で海上保安官が犯罪への対処を行えるようになった。 

(3) 運用上の課題と重要海域の警備状況 

 東シナ海の常続監視と尖閣諸島の領海警備が最優先課題である。海上保安庁は石垣島に

尖閣専従部隊を新設中で、人員 600人、4000トン級のヘリ搭載巡視船 2隻と 1000トン級

の巡視船 10 隻を配備し、尖閣諸島の領海警備に充てる。1000 トン級巡視船の運用に関し

ては複数制クルーの導入により、12 隻分の稼働率が見込まれる。加えて、全国から 12 隻

の応援を得て、合計 24隻で尖閣諸島の警備を行うことになる。また、空からの警戒監視能

力強化のため、ジェット機 2 機が石垣島に配備予定である。伊良部島にも、警備能力を強

化した巡視船 9隻と人員約 200人を配備予定である。 

 巡視船と乗組員の不足は、海上保安庁にとって今後も大きな課題である。2014 年に小笠

原諸島で数百隻の中国漁船による赤サンゴの密漁が行われたことをうけて、全国の離島や

遠方海域の警備のための巡視船の不足が指摘されている。加えて、尖閣専従部隊の発足に

ともない、巡視船の乗組員の不足が課題となっている。このため、海上保安庁は元職員を

再雇用し、巡視船の運用に充てている。 

 東シナ海の常続監視のため、海上自衛隊は、哨戒機による常続監視に加えて、護衛艦と

潜水艦の増強によって東シナ海の監視態勢を強化している。陸上自衛隊は与那国島に沿岸

監視部隊を、宮古島や奄美大島に警備隊を配備する予定で、石垣島にも警備隊の配備を検
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討している。航空自衛隊は那覇基地の戦闘機部隊を 2 個飛行隊に増勢し、警戒飛行隊を新

設し、急増する中国機へのスクランブルに備える態勢を整えている。 

 統合機動防衛力構想は、統合輸送を前提としているが、輸送力不足は大きな課題となっ

ている。海上自衛隊は輸送艦を改修して、水陸両用車やオスプレイの運用を可能にしてい

るが、輸送艦の数は不十分である。輸送力不足を補うため、民間船を有事に使用できる契

約を結ぶほか、民間船員を予備自衛官に任命することも検討されている。また、海上自衛

隊はソマリア沖・アデン湾での海賊対処のため常時 2 隻の護衛艦、2 機の哨戒機を派遣し

ているが、東シナ海の常続監視を行う上で、運用上の大きな負担になっている。 

 より根本的な課題は、海上自衛隊が従来の領域の海上交通路の安全確保に加えて、領域

防衛への貢献が求められていることである。海上自衛隊は、東京・グアム・台湾を結ぶ TGT

海域の海洋統制を重視し、装備の調達と作戦運用を行ってきた。これは、商船の安全確保

に加え、有事の際の米軍の来援を確保するためであるが、領域防衛の重要性に鑑み、海上

自衛隊は作戦運用構想の転換を迫られている。 

 

3. 他国との関係 

 海洋安全保障は日米同盟の大きな柱であり、日本は米第七艦隊の司令部と空母戦闘群の

拠点となっているだけでなく、アメリカとの様々な訓練・演習を通じて共同対処能力を高

めている。平和安全保障法制の下で自衛隊による米艦防護が可能となり、日米の作戦協力

がより一層深まる。近年は島嶼防衛が重視されており、日米統合演習「ドーン・ブリッツ」

が毎年行われている。2015 年に改定された日米防衛協力のための指針（ガイドライン）で

は、島嶼防衛における日米の役割分担が明確化され、日本が主体的に行う作戦に、米国が

支援を行うと定められた。また、日米豪、日米印による海洋安全保障協力も進んでおり、

日米豪では潜水艦の共同開発が検討され、日米印では米印の「マラバール」演習に自衛隊

が常時参加することが決まっている。 

 南シナ海で緊張が高まっていることを背景に、日本はフィリピンやベトナムへの能力構

築支援を重視している。巡視船の提供に加えて、政府開発援助（ODA）の戦略的活用によ

るインフラ開発が検討されている。海上自衛隊はフィリピン海軍の定期演習やベトナムと

の共同訓練、スービック基地やカムラン湾への寄港を行い、南シナ海でのプレゼンスを強

化している。 

 中国との間では、自衛隊と人民解放軍の間で海空連絡メカニズムの協議が進められ、司

令部間のホットラインの設置や定期協議の開催で合意しているが、メカニズムを領海内で

適用すべきかどうかで意見が一致せず、運用開始に至っていない。日中高級事務レベル海
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洋協議では、海洋安全保障に関する分科会も設置され、双方の海洋関係機関の間で対話が

続けられている。 
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